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１  調査研究の目的・内容

２  検査検定制度の規制改革の効果推計方法の概略

３  当該市場の分析

４  間接的影響の分析方法

 ４－１ 消費者余剰分析

 ４－２ 産業連関分析

 ４－３ 応用一般均衡分析



 ４－４ 間接的影響の分析方法のまとめ

５  個別計測（ＰＤＦ）

６  参考・付属資料（１）、（２）（ＰＤＦ） 
 

総務省（14制度） 
 

 総務01無線局の検査（ＰＤＦ）

 総務02無線設備機器の検定（ＰＤＦ）

 総務03技術基準適合証明（ＰＤＦ）

 総務04搬送式インターホン等の型式の指定（ＰＤＦ）

 総務05無線設備等の点検に使用する測定器等の検査（ＰＤＦ）

 総務06電気通信設備の技術基準適合確認（ＰＤＦ）

 総務07端末機器技術基準適合認定（ＰＤＦ）

 総務08端末機器の設計についての認証（ＰＤＦ）

 総務09端末設備基準適合認定（ＰＤＦ）

 総務10製造所等の検査（ＰＤＦ）

 総務11検定対象機械器具等の検定（ＰＤＦ）

 総務12石油パイプライン事業用施設の検査（ＰＤＦ）

 総務13事業所の新設又は変更の確認（ＰＤＦ）

 
総務14特定防災施設等の設置の検査（ＰＤＦ） 
 

文部科学省（８制度） 
 

 文科01原子炉施設の検査（ＰＤＦ）

 文科02核燃料物質の使用施設等の検査（ＰＤＦ）

 文科03廃棄物の工場又は事業所外の廃棄に関する確認（ＰＤＦ）

 文科04核燃料物質等の運搬に関する確認（ＰＤＦ）

 文科05放射性同位元素の使用施設等の検査（ＰＤＦ）

 文科06放射性同位元素装備機器の機構確認（ＰＤＦ）

 文科07放射性同位元素等に係る運搬物確認（ＰＤＦ）

 
文科08教科書の検定（ＰＤＦ） 
 

厚生労働省（14制度） 
 

 厚労01病院等の構造設備の検査（ＰＤＦ）

 厚労02理容所の使用前の確認（ＰＤＦ）

 厚労03美容所の使用前の確認（ＰＤＦ）

 厚労04クリーニング所の使用前の確認（ＰＤＦ）

 厚労05製品検査（ＰＤＦ）

 厚労06獣畜のとさつ又は解体検査（ＰＤＦ）

 厚労07専用水道布設工事の設計の確認（ＰＤＦ）



 厚労08簡易専用水道の管理についての検査（ＰＤＦ）

 厚労09医薬品、医療用具の検定（ＰＤＦ）

 厚労10新規化学物質の届出に基づく審査（ＰＤＦ）

 厚労11食鳥検査（ＰＤＦ）

 厚労12特定機械等の検査（ＰＤＦ）

 厚労13小型ボイラー等の個別検定（ＰＤＦ）

 
厚労14プレス機械等の型式検定（ＰＤＦ） 
 

農林水産省（13制度） 
 

 農水01農産物の検査（ＰＤＦ）

 農水02漁船の工事完成後の認定（ＰＤＦ）

 農水03漁船登録票の検認（ＰＤＦ）

 農水04種畜検査（ＰＤＦ）

 農水05飼料等の検定（ＰＤＦ）

 農水06指定検疫物等の検査（ＰＤＦ）

 農水07医薬品の検定（ＰＤＦ）

 農水08肥料の銘柄の登録（ＰＤＦ）

 農水09農機具の検査（ＰＤＦ）

 農水10輸出入植物等の検査（ＰＤＦ）

 農水11種苗の検査（ＰＤＦ）

 農水12農薬の登録（ＰＤＦ）

 
農水13輸入する指定動物の感染症の検査（ＰＤＦ） 
 

経済産業省（32制度） 
 

 経産01特定計量器の検定（ＰＤＦ）

 経産02基準器検査（ＰＤＦ）

 経産03計量証明検査（ＰＤＦ）

 経産04航空機の製造、修理の確認（ＰＤＦ）

 経産05航空機用機器の製造証明（ＰＤＦ）

 経産06特別特定製品の適合性検査（ＰＤＦ）

 経産07石油パイプライン事業用施設の検査（総務12参照）

 経産08導管の使用前検査（ＰＤＦ）

 経産09電気工作物の検査（ＰＤＦ）

 経産10燃料体の検査（ＰＤＦ）

 経産11特定電気用品の適合性検査（ＰＤＦ）

 経産12ガス工作物の使用前検査（ＰＤＦ）

 経産13特定ガス用品の適合性検査（ＰＤＦ）

 経産14高圧ガス製造施設等の検査（ＰＤＦ）

 経産15輸入高圧ガスの検査（ＰＤＦ）



 経産16容器検査（ＰＤＦ）

 経産17附属品検査（ＰＤＦ）

 経産18液化石油ガス貯蔵施設等の検査（ＰＤＦ）

 経産19液化石油ガス充てん設備の検査（ＰＤＦ）

 経産20特定液化石油ガス器具等の適合性検査（ＰＤＦ）

 経産21火薬類の製造施設等の検査（ＰＤＦ）

 経産22機械器具等についての性能検査（ＰＤＦ）

 経産23坑内用品の検定（ＰＤＦ）

 経産24事業所の新設又は変更の確認（総務13参照）

 経産25新規化学物質の届出に基づく審査（厚労10参照）

 経産26加工施設の検査（ＰＤＦ）

 経産27再処理施設の検査（ＰＤＦ）

 経産28廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認（ＰＤＦ）

 経産29特定廃棄物管理施設の検査（ＰＤＦ）

 経産30廃棄物の工場又は事業所外の廃棄に関する確認（ＰＤＦ）

 経産31核燃料物質等の運搬に関する確認（ＰＤＦ）

 
経産32原子炉施設の検査（ＰＤＦ） 
 

国土交通省（55制度） 
 

 国交01自動車道の検査（ＰＤＦ）

 国交02石油パイプライン事業用施設の検査（総務12参照）

 国交03船舶の総トン数測度（ＰＤＦ）

 国交04小型船舶の総トン数測度（ＰＤＦ）

 国交05小型漁船の総トン数の測度（ＰＤＦ）

 国交06船舶の国際総トン数測度（ＰＤＦ）

 国交07船舶検査（ＰＤＦ）

 国交08危険物の積付検査（ＰＤＦ）

 国交09危険物のコンテナへの収納検査（ＰＤＦ）

 国交10液状化物質の積付け検査（ＰＤＦ）

 国交11海洋汚染防止設備等の検査（ＰＤＦ）

 国交12焼却設備の検査（ＰＤＦ）

 国交13ふん尿処理装置等の検定（ＰＤＦ）

 国交14気象測器の検定（ＰＤＦ）

 国交15航空機の耐空証明（ＰＤＦ）

 国交16航空機装備品の予備品証明（ＰＤＦ）

 国交17飛行場又は航空保安施設の検査（ＰＤＦ）

 国交18・19運航管理施設等の検査（ＰＤＦ）

 国交20特定救急用具の検査（ＰＤＦ）

 国交21模擬飛行装置等の認定（ＰＤＦ）

 国交22容器検査（ＰＤＦ）



 

 
 

 国交23附属品検査（ＰＤＦ）

 国交24鉄道施設の検査（ＰＤＦ）

 国交25鉄道車両の確認（ＰＤＦ）

 国交26索道施設の検査（ＰＤＦ）

 国交27軌道の運輸開始に係る検査（ＰＤＦ）

 国交28廃棄物の工場又は事業所外の廃棄に関する確認（ＰＤＦ）

 国交29核燃料物質運搬の安全確認（ＰＤＦ）

 国交30放射性同位元素等の運搬の安全確認（ＰＤＦ）

 国交31自動車検査（ＰＤＦ）

 国交32検査対象外軽自動車等の型式認定（ＰＤＦ）

 国交33原動機付自転車用原動機の型式認定（ＰＤＦ）

 国交34自動車ターミナルの検査（ＰＤＦ）

 国交35許可工作物の完成検査（ＰＤＦ）

 国交36工事の完了検査（ＰＤＦ）

 国交37開発行為に関する工事の完了検査（ＰＤＦ）

 国交38～49構造方法等の認定（ＰＤＦ）

 国交50建築物の確認・検査（ＰＤＦ）

 国交51建築設備の確認・検査（ＰＤＦ）

 国交52型式適合認定（ＰＤＦ）

 国交53煙突等の工作物及び昇降機等の確認・検査（ＰＤＦ）

 国交54製造施設等の工作物の確認・検査（ＰＤＦ）

 
国交55工場生産浄化槽の型式の認定（ＰＤＦ） 
 

環境省（４制度） 
 

 環境01浄化槽の検査（ＰＤＦ）

 環境02一般廃棄物処理施設の検査（ＰＤＦ）

 環境03産業廃棄物処理施設の検査（ＰＤＦ）

 環境04新規化学物質の届出に基づく審査（厚労10参照）



検査検定制度名等 総務 1  ：無線局の検査 

検査検定関係許認可等事項名 総務 1-1：新設検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 1-1 

(2) 制 度 名 無線局の検査（新設検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「法」という。）第 10 条 

(4) 所管府省部局等名 
総務省総合通信基盤局基幹通信課・移動通信課・衛星移動通信課 

総務省情報通信政策局放送技術課・地上放送課・衛星放送課・地域放送課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
電波が有限希少な資源であり、その利用を各人の自由に委ねると混信により円滑な通信が確保できなくなる等の弊害が生じる

ため、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

無線局を開設するために、総務大臣の審査を経て予備免許を受けた者は、当該無線局の工事が落成した時には、無線設備、

無線従事者の資格及び員数並びに時計及び業務書類について、法の要件に適合していることの検査（新設検査）を受けなければ

ならない。 

なお、無線局の免許申請人から、総務大臣が認定した「認定点検事業者」が実施した無線設備等の点検結果が提出され、その

内容が適正な場合、国による検査の一部を省略する制度（国による実地検査（臨局検査）を省略し、書類での審査（書面検査）に

よる合否の判定を行う制度）が導入されている。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省ホームページ（http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/type/aptoli.htm） 

 

〔検査のフロー図：通常のケース〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔検査のフロー図：認定点検事業者が実施した無線設備等の点検結果を活用するケース〕 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 25 年６月１日 

(4) 制 度 改 変 の状 況 

（平成 9～13 年度） 

①  検査検定対象の範囲の見直し 

昭和 56 年 11 月 21 日 ： 無線局の免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、郵政大臣（当時）又

は郵政大臣の指定する者（指定証明機関）が、無線局に設置する前の段階で、小規模な無線局に使

用するための無線設備であって郵政省令で定めるもの（特定無線設備）について、法に定める技術

基準に適合していることを証明する制度（総務 03 の技術基準適合証明制度）を導入した。 

この証明を受けた特定無線設備は、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要とな

る等の簡易な免許手続の措置がとられる。 

[一例] 

平成12年３月１日： 新設検査が省略される「特定無線設備」に第三世代移動通信システム（IMT-2000）に使用するための無

線設備を追加 

② 検査検定方法の見直し 

平成 10 年３月 30 日： 実験局及び実用化試験局について免許の有効期間を以下のとおり延長した。 

・ 実 験 局：２年→５年 

・ 実用化試験局：１年→２年 

平成 10年４月１日： 無線局の免許人から、総務大臣が認定した「認定点検事業者」が実施した無線設備等の点検結果が提

出され、その内容が適正な場合、国による検査の一部を省略する制度を導入 

 

①工事落成届提出 
 

④免許状交付 

②実地検査 

受検者 

 
無線局設置者 

検査実施機関 

 
国 

③判定 
 

②工事落成届提出 
 点検実施報告書提出 

④免許状交付 

受検者 

 
無線局設置者 

検査実施機関 

 
国 

 

①認定点検事業者等

による点検 

③書類審査・判定 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名称・

範囲等 

無線局（固定通信、衛星通信、移動通信、航空通信、海上通信、TV放送及び FMラジオ放送）の無線設備、無線従事者の資格

及び員数並びに時計及び書類 

（根拠法令等名：法第 10 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
予備免許を受けた者（電気通信事業者、放送事業者等） 

（根拠法令等名：法第 10 条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
［国の機関］総務省（本省、総合通信局、沖縄総合通信事務所） 

（根拠法冷等名：法第 10 条及び第 104 条の３） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 
総務省本省（実績なし）、総合通信局（10）、沖縄総合通信事務所 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号。以下「施行規則」という。） 

無線設備規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号） 等 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
予備免許を受けた者から、工事が落成したとの届出後 

（根拠法令等名：法第 10 条） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 

無線局の種別、送信機の規模によって手数料が異なる。以下はテレビジョン放送局の例 
・ 0.1W 以下のもの 50,500 円  
・ 0.1W 超 3W以下のもの 192,900 円  
・ 3W 超 10W以下のもの 350,800 円  
・ 10W 超 100W 以下のもの 544,000 円  
・ 100W 超 1kW 以下のもの 684,200 円 
・ 1kW 超 10kW 以下のもの 1,017,700 円 
・ 10kW 超のもの 1,351,100 円 等 
 

新設検査が法第 10 条第２項の規定により、検査の一部が省略されて書類の審査のみによって行われる場合 
・ 無線局の種別、送信機の規模に関わらず 2,450 円 
（根拠法令等名：電波法関係手数料令（昭和 33 年政令第 307 号）第３条） 

■ 書面 ■ 実地 
※ 認定点検事業者が実施した無線設備の点検結果が提出され、その内容が適切な場合、実地検査は省略され、書類審査のみ。  施設・設備 

□ 運転中 ■ 運転停止（運用開始前） 

□ 型式 □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面 □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 

製品等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣、総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長 
（根拠法令等名：法第 14 条及び第 104 条の３） 

(6) 合 格 付 与 方 法 無線検査簿又は検査結果通知書、免許状の交付 

(7) 検査検定の有効期間 

無線局の免許の有効期間（なお、免許の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、免許の有効期間の満
了前に再免許申請書を提出し、審査を受けることによって、再免許を受けることができる。その際には別途の検査は不要） 
・ 放送局（臨時目的放送を専ら行うものに限る。）：当該放送の目的を達成するために必要な期間 
・ 放送試験局：２年 
・ 放送試験衛星局：２年 
・ 実用化試験局：２年 
・ 法第５条第１項各号に掲げる者が開設するアマチュア局（本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。）：１年 
・ その他の無線局：５年 
（根拠法令等名：法第 13 条。施行規則第７条～第９条） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：局、千円） 

区 分 平成 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― ― 

(2) 検査検定実施件数 9,187 9,043 10,204 11,802 13,220 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 665,377 130,009 61,528 73,528 65,632 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

① 検査検定方法の見直し 

平成 10 年４月１日に『認定点検事業者制度』が導入され、受検者（無線局の免許人）から、総務大臣が認定した「認定点検事業者」が実施した無線設備等 

の点検結果が提出され、その内容が適正な場合、国による実地検査（臨局検査）を省略し、書類での審査（書面検査）による合否の判定が行われるようにな

った。 

②  この影響を把握するために、A）制度導入前から存在している従来の検査（国による臨局検査）を受検した場合と、B）制度導入後に認定点検事業者制度を

活用（国による検査は書面検査）して受検した場合との比較を行った。 
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(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

① 現時点で、認定点検事業者制度の活用実績のある、比較的大規模な（多くの無線局を保有している。）事業者として、合計 20 事業者（電気通信事業者

５、放送事業者 10、電力事業者５）を対象にして調査を実施した。 

② 認定点検事業者制度導入前後の比較を行うため、制度導入前（臨局検査）実績として平成９年度を、また、制度導入後（書面検査）実績として 13 年度の

実績を提示した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生の
有無 A）臨局検査 

（平成 9 年度実績） 
B）書面検査 

（平成 13 年度実績） 

説 明 

① 手 数 料 ○ 110,000 円 2,450 円 

A）臨局検査の場合は、無線局の種別・送信機の規模によって
受検手数料が異なるので、回答事業者の平均値を採用。B）書面
検査のみの場合、無線局の種別・送信機の規模にかかわらず一
律 2,450 円 

② 手数料以外の納付金 × ― ―  

人件費 ○ 
83,000 円 
（36 人時間） 

48,000 円 
（21 人時間） 

実地検査について、B）では自社もしくは部外委託先が認定点
検事業者として無線設備等の点検を実施しており、A）の国による
実地検査への対応に比べて投入時間数・人員ともに減少 ③ 受検対応コ

スト 

旅 費 ○ 26,000 円 17,000 円 
事前相談時に各総合通信局を訪問する場合及び実地検査時

に無線局設置場所までの移動の場合。実地検査への投入人数が
減少したことに伴う減少 

④ 機 会 費 用 × ― ― 
施設稼働前の受検であり、機会費用は発生しないとする事業

者が大半を占めるため削除 

⑤ 運 搬 コ ス ト × ― ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
31,000 円 
（29 枚） 

26,000 円 
（37 枚） 

申請書類の他、事前点検データ等の資料を添付。無線局の種
別・送信機の規模によって異なる。なお、提出書類の一部の作
成・データ計測を部外委託しているケース（⑧に計上）もある。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 160,000 円 130,000 円 
工事請負業者・無線機器メンテナンス事業者に対して、データ
計測・保守点検等の部外委託。計測不能とする事業者が多い中、
回答が得られた事業者の平均値を記載 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ 71,000 円 84,000 円 
測定器などの較正費用を計上。B）には自らが認定点検事業者
である場合、そのための申請費用等も含まれる。 

⑩ 法定自主点検コスト × ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト ○ 
【参考】 
（39,000 円） 

【参考】 
（31,000 円） 

事業者が自主的に行っている点検（１か月ないし１年に１回と頻
度は様々）に要するコスト。当該検査に直接付随するものではな
いため、参考提示 

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 
481,000 円/局 

（①、③、⑦、⑧及び⑨の合計）
307,450 円/局 

（①、③、⑦、⑧及び⑨の合計） 
 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

① 検査を実施している各地の総合通信局のうち、７局を対象にして調査（平成９年度から 13 年度）を実施した。 

② 認定点検事業者制度導入前後の比較を行うため、臨局検査実績と書面検査実績とを区別して提示した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生の
有無 A）臨局検査 B）書面検査 

説 明 

人件費 ○ 
14,000 円 
（６人時間） 

2,300 円 
（１人時間） 

A）の場合、事前に提出される測定データの点検を行う業務が
別途発生するため、B）に比べて投入時間が多い。 ① 検査検定実

施コスト 
旅 費 

A）○ 
B）× 

28,000 円 ― A）の場合、受検者の無線局設置場所までの移動コストを計上 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― 

③ 機器維持管理コスト × ― 
他業務における使用状況との区別ができないため記載不能 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 42,000 円／局 2,300 円／局  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

受検者の意見によると、認定点検事業者制度の導入・活用により、①手数料・③受検対応コストについてはほとんどの事業者

が、⑦書類作成コストについては半数近い事業者が、それぞれコスト削減になったとしており、上記８（３）の手数料収入総額や、９

（２）の検査検定受検者側が負担しているコスト分析結果とも符合する。 

現在、受検者のほとんどが認定点検事業者（例外は、国の機関等）による無線設備等の点検結果を活用している状況であるこ

とから、当該制度改変による我が国全体のコスト削減効果を算出すると、下記のようになる。なお、今回の調査対象とした事業者

は比較的大規模な事業者を対象としていること、大規模事業者は小規模事業者に比べて１件当たりのコストが比較的高額である

ことなどを勘案すると、当該試算値は最大規模での値であると解釈できる。 

＜平成 13 年度受検件数＞＜制度改変による 1件当たりコスト削減効果＞ ＜我が国全体のコスト削減効果（試算値）＞ 

 13,220 件 ×（481,000 － 307,450 円／局） ＝約 22 億 9,400 万円 

(2) 選 択 範 囲 

受検者にとってみれば、認定点検事業者制度を活用するかしないかという選択肢が広がったという観点から、利便性が高まっ

たと言える。現在、受検者のほとんどが認定点検事業者（例外は、国の機関等）による無線設備等の点検結果を活用している状

況である。 

(3) そ の 他 なし 
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検査検定制度名等 総務 1  ：無線局の検査 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 1-2：変更検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 1-2 

(2) 制 度 名 無線局の検査（変更検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「法」という。）第 18 条 

(4) 所管府省部局等名 
総務省総合通信基盤局基幹通信課・移動通信課・衛星移動通信課 

総務省情報通信政策局放送技術課・地上放送課・衛星放送課・地域放送課 

 

２ 検査検定制度の概要 

22 

 
 

(1) 制 度 の 目 的 
電波が有限希少な資源であり、その利用を各人の自由に委ねると混信により円滑な通信が確保できなくなる等の弊害が生じる

ため、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該無線局の工事が終了したときに

は、許可の内容に適合していることの検査（変更検査）を受けなければならない。 

なお、無線局の免許申請人から、総務大臣が認定した「認定点検事業者」が実施した無線設備等の点検結果が提出され、

その内容が適正な場合、国による検査の一部を省略する制度（国による実地検査（臨局検査）を省略し、書類での審査（書

面検査）による合否の判定を行う制度）が導入されている。 

 

〔フロー図〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料）総務省ホームページ（http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/type/opestart.htm） 
 

〔検査のフロー図：通常のケース〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔検査のフロー図：認定点検事業者が実施した無線設備等の点検結果を活用するケース〕 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 25 年 6 月 1 日 

(4) 制 度 改 変 の状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定対象の範囲の見直し 
昭和 56 年 11 月 21 日： 無線局の免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、郵政大臣（当時）

又は郵政大臣の指定する者（指定証明機関）が、無線局に設置する前の段階で、小規模な無線局
に使用するための無線設備であって郵政省令で定めるもの（特定無線設備）について、法に定め
る技術基準に適合していることを証明する制度（総務 3の技術基準適合証明制度）を導入した。 
この証明を受けた特定無線設備は、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要と
なる等の簡易な免許手続の措置がとられる。 

[例] 
平成 12 年３月１日： 新設検査が省略される「特定無線設備」に第三世代移動通信システム（IMT-2000）に使用するための

無線設備を追加 
② 検査検定方法の見直し 

平成 10 年３月 30 日： 実験局及び実用化試験局について免許の有効期間を以下のとおり延長した。 
・ 実 験 局：２年→５年 
・ 実用化試験局：１年→２年 

平成 10 年４月１日： 無線局の免許人から、総務大臣が認定した「認定点検事業者」が実施した無線設備等の点検結果が
提出され、その内容が適正な場合、国による検査の一部を省略する制度を導入 

①工事完了届提出 
 

④免許状交付 

②実地検査 

受検者 

 
無線局設置者 

検査実施機関 

 
国 

③判定 
 

②工事完了届提出 
 点検実施報告書提出 

④免許状交付 

受検者 

 
無線局設置者 

検査実施機関 

 
国 

 

①認定点検事業者等

による点検 

③書類審査・判定 
 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名称・
範囲等 

無線局（固定通信、衛星通信、移動通信、航空通信、海上通信、TV 放送及び FM ラジオ放送）の無線設備の設置場所の変更
又は無線設備の変更内容 
（根拠法令等名：法第 18 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
変更許可を受けた者（電気通信事業者、放送事業者等） 
（根拠法令等名：法第 18 条） 
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４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
［国の機関］総務省（本省、総合通信局、沖縄総合通信事務所） 

（根拠法冷等名：法第 18 条及び第 104 条の３） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 
総務省本省（実績なし）、総合通信局（10）、沖縄総合通信事務所 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 
電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号。以下「施行規則」という。） 

無線設備規則 （昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号） 等 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
変更の許可を受けた者から、工事が完了したとの届出後 

（根拠法令等名：法第 18 条） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 

無線局の種別、送信機の規模によって手数料が異なる。以下はテレビジョン放送局の例 

・ 基本送信機の空中線電力が 0.1W 以下のもの 10,200 円 

・ 基本送信機の空中線電力が 0.1W 超 3W以下のもの  36,800 円 

・ 基本送信機の空中線電力が 3W超のもの 61,800 円 

変更検査が法第 18 条第２項の規定により、検査の一部が省略されて書類の審査のみによって行われる場合 

・ 無線局の種別、送信機の規模に関わらず 2,450 円 

（根拠法令等名：電波法関係手数料令（昭和 33 年政令第 307 号）第４条） 

■ 書面 ■ 実地 

※ 認定点検事業者が実施した無線設備等の点検結果が提出され、その内容が適正な場合、実地検査は省略され、書類審査のみになる。 施設・設備 

□ 運転中 ■ 運転停止（運用開始前） 

□ 型式 □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面 □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 
製品等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣、総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長 

（根拠法令等名：法第 18 条及び第 104 条の３） 

(6) 合 格 付 与 方 法 無線検査簿又は検査結果通知書、免許状の交付（免許状に変更を生ずる場合） 

(7) 検査検定の有効期間 

無線局の免許の有効期間（なお、免許の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、免許の有効期間の満

了前に再免許申請書を提出し、審査を受けることによって、再免許を受けることができる。その際には別途の検査は不要） 

・ 放送局（臨時目的放送を専ら行うものに限る。） ：当該放送の目的を達成するために必要な期間 

・ 放送試験局：２年 

・ 放送試験衛星局：２年 

・ 実用化試験局：２年 

・ 法第５条第１項各号に掲げる者が開設するアマチュア局（本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。）：１年 

・ その他の無線局：５年 

（根拠法令等名：法第 13 条。施行規則第７条～第９条） 

なお、変更工事の内容は軽微なものである場合には、事前の工事許可は届出のみでよい、または、工事完了後の変更検査が

省略される。 

（根拠法令等名：法第 18 条第１項ただし書。施行規則第 10 条の４） 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績 （単位：局、千円） 

区 分 平成 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― ― 

(2) 検査検定実施件（局）数 11,673 10,178 9,361 9,279 9,497 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 410,055 63,258 43,497 24,308 26,135 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

平成 10年４月１日に『認定点検事業者制度』が導入され、受検者（無線局の免許人）から、総務大臣が認定した「認定点検事業者」が実施した無線設備等の

点検結果が提出され、その内容が適正な場合、国による実地検査（臨局検査）を省略し、書類での審査（書面検査）による合否の判定が行われるようになっ

た。 

この影響を把握するために、A）制度導入前から存在している従来の検査（国による臨局検査）を受検した場合と、B）制度導入後に認定点検事業者制度を活

用（国による検査は書面検査）して受検した場合との比較を行った。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

① 現時点で、認定点検事業者制度の活用実績のある比較的大規模な（多くの無線局を保有している）事業者として、合計 20 事業者（電気通信事業者５、

放送事業者 10、電力事業者５）を対象にして調査を実施した。 

② 認定点検事業者制度導入前後の比較を行うため、制度導入前（臨局検査）実績として平成９年度を、また、制度導入後（書面検査）実績として 13 年度の

実績を提示した。 
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１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生

の有無 
A）臨局検査 

（平成 9 年度実績）

B）書面検査 

（平成 13年度実績）

説 明 

① 手 数 料 ○ 52,000 円 2,450 円 

A）臨局検査の場合は、無線局の種別・送信機の規模によって受検

手数料が異なるので、回答事業者の平均値を採用。B）書面検査のみ

の場合、無線局の別によらず一律 2,450 円 

② 手数料以外の納付金 × ― ―  

人件費 ○ 
110,000 円 

（47 人時間） 

40,000 円 

（17 人時間） 

実地検査について、B）では自社もしくは部外委託先が認定点検事

業者として無線設備等の点検を実施しており、A）の国による実地検査

への対応に比べて投入時間数・人員ともに減少 ③ 受検対応コ

スト 

旅 費 ○ 30,000 円 16,000 円 

事前相談時に各総合通信局を訪問する場合及び実地検査時に無

線局設置場所までの移動の場合。実地検査への投入人数が減少した

ことに伴う減少 

④ 機 会 費 用 △ 
【参考】 

3.7 時間 

大半の事業者が発生しないとしているが、①電気事業者では代替

の予備システムを稼働させる、②電気通信事業者・放送事業者は、深

夜帯を利用して設備を停止するなどの対応をしているという回答が得

られている。 

⑤ 運 搬 コ ス ト × ― ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
34,000 円 

（20 枚） 

26,000 円 

（18 枚） 

申請書類の他、事前点検データ等の資料を添付。無線局の種別・

送信機の規模によって異なる。 

なお、提出書類の一部の作成・データ計測を部外委託しているケー

ス（⑧に計上）もある。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 200,000 円 140,000 円 

工事請負業者・無線機器メンテナンス事業者に対して、データ計測・

保守点検等の部外委託。計測不能とする事業者が多い中、回答が得

られた事業者の平均値を記載 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ 47,000 円 94,000 円 
測定器などの較正費用を計上。B）には自らが認定点検事業者であ

る場合、そのための申請費用等も含まれる。 

⑩ 法定自主点検コスト × ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト ○ （44,000 円） （35,000 円） 

事業者が自主的に行っている点検（１か月ないし１年に１回と頻度

は様々）に要するコスト。当該検査に直接付随するものではないため、

参考提示 

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 
473,000 円/局 

（①、③、⑦、⑧及び⑨の合計）

318,450 円/局 

（①、③、⑦、⑧及び⑨の合計）
 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

① 検査を実施している各地の総合通信局のうち、７局を対象にして調査（平成９年度から 13 年度）を実施した。 

② 認定点検事業者制度導入前後の比較を行うため、臨局検査実績と書面検査実績とを区別して提示した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生

の有無 A）臨局検査 B）書面検査 
説 明 

人件費 ○ 
13,000 円 

（６人時間） 

2,300 円 

（１人時間） 

A）の場合、事前に提出される測定データの点検を行う業務が別途

発生するため、B）に比べて投入時間が多い。 ① 検査検定 
実施コスト 

旅 費 
A）○ 

B）× 
30,000 円 ― A）の場合、受検者の無線局設置場所までの移動コストを計上 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― 

③ 機器維持管理コスト × ― 
他業務における使用状況との区別ができないため記載不能 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 43,000 円／局 2,300 円／局  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

受検者の意見によると、認定点検事業者制度の導入・活用により、①手数料・③受検対応コストについてはほとんどの事業者

が、⑦書類作成コストについては半数近い事業者が、それぞれコスト削減になったとしており、上記８（３）の手数料収入総額や、

９（２）の検査検定受検者側が負担しているコスト分析結果とも符合する。 

現在、受検者のほとんどが認定点検事業者（例外は、国の機関等）による無線設備等の点検結果を活用している状況であるこ

とから、当該制度改変による我が国全体のコスト削減効果を算出すると、下記のようになる。なお、今回の調査対象とした事業者

は比較的大規模な事業者を対象としていること、大規模事業者は小規模事業者に比べて１件当たりのコストが比較的高額である

ことなどを勘案すると、当該試算値は最大規模での値であると解釈できる。 

 

＜平成 13 年度受検件数＞ ＜制度改変による 1件当たりコスト削減効果＞ ＜我が国全体のコスト削減効果（試算値）＞ 

 9,497 件 ×（473,000 － 318,450 円／局） ＝約 14 億 6,800 万円 

(2) 選 択 範 囲 

受検者にとってみれば、認定点検事業者制度を活用するかしないかという選択肢が広がったという観点から、利便性が高まっ

たと言える。現在、受検者のほとんどが認定点検事業者（例外は、国の機関等）による無線設備等の点検結果を活用している状

況である。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 総務 2:無線設備機器の検定 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 2 

(2) 制 度 名 無線設備機器の検定 

(3) 根 拠 法 令 等 名 電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「法」という。）第 37 条 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

人命の安全、財貨の保全及び電波利用秩序の維持のために極めて高い信頼度が要求される無線設備の機器を対象とし

て、その施設に先立ち、施設してからでは試験・判定が困難となる耐震性、耐水性等の事項について検定を行い、当該機

器の型式の信頼性を担保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

海上人命安全条約（SOLAS）等の国際条約により、一定の性能を有する無線設備の機器を施設することが義務付けられ

ている船舶・航空機等に施設される無線設備の機器について、その型式ごとに、定められた機能を有するか否かを総務大

臣が検定を行う。この型式検定は、国際条約で主務官庁が行うことを義務付けられている。なお、現在は独立行政法人通

信総合研究所（CRL）に試験業務を委託して実施している。 

 

〔フロー図：通常のケース〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔フロー図：認定点検事業者等の試験データを活用するケース〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 25 年６月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定対象の範囲の見直し（海上人命安全条約（SOLAS）の改正に伴うもの。） 

平成 11 年５月 21 日： 警急自動受信機を対象から削除 

平成 14 年７月 １日： 船舶自動識別措置等を対象に追加 

② 検査検定実施主体の見直し 

平成 13 年４月 １日： 試験業務を実施する通信総合研究所が独立行政法人化（以降、試験業務は委託形式） 

③ 検査検定の方法の見直し 

平成 11 年３月 30 日： 受検時に総務大臣が認定した「認定点検事業者」等による試験データを提出した場合は、手 

続が一部省略（試験実施機関である独立行政法人通信総合研究所への無線設備機器本体の持込

み不要等）され、かつ、受検料が半分に減額される。 

③試験実施 
 
④試験結果報告 

①申請書提出（機器本体持込） 
受検者 

 
無線設備機器

製造業者等 

 
試験実施機関 

 
独立行政法人 
通信総合研究所 

 

②試験業務委託 
 

 
 

合否判定者 

国（総務大臣） 

⑤合否判定・合格証交付 

④試験データの 
審査 

⑤試験結果報告 

②申請書提出（試験データ提出） 
（機器本体持込不要） 

受検者 

 
無線設備機器

製造業者等 

 
試験実施機関 

 
独立行政法人 
通信総合研究所 

 

③試験業務委託 
 

 
 

合否判定者 

国（総務大臣） 

⑥合否判定・合格証交付 

①認定点検事 
業者等によ 
る点検 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

周波数測定装置、レーダー、船舶に施設する救命用の無線設備の機器、義務船舶局の無線設備の機器（無線電話設備等）、

船舶地球局の無線設備の機器、航空機に施設する無線設備の機器（ACAS 等） 

（根拠法令等名：法第 37 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
無線機器の製造業者・輸入業者で型式検定対象機器を製造又は輸入する者 

（根拠法令等名：無線機器型式検定規則（昭和 36 年郵政省令第 40 号。以下「規則」という。）第４条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

［国の機関］総務省（申請書受付、合否判定等の事務処理） 

（根拠法令等名：法第 37 条） 

［独立行政法人等］独立行政法人通信総合研究所※(試験業務を実施） 

（根拠法令等名：規則第６条第２項）       ※平成 16 年４月１日独立行政法人情報通信研究機構に改変予定 

 
(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

総務省本省 

通信総合研究所（東京都小金井市） 
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５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

法第３章（第 28 条～第 38 条） 

無線機器型式検定規則（昭和 36 年郵政省令第 40 号） 

無線設備規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 

船舶・航空機等に施設する前段階で実施（型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設しては

ならない。） 

（根拠法令等名：法第 37 条） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 

否 

※ なお、平成 16 年３月から、電子申請が可能となる予定 

(3) 検査検定の受検手数料 

受検時に認定点検事業者等による試験データを提出した場合、又は合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が
共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合は、下記の各受検料が半分に減額 
① 周波数測定装置 700,300 円 
② レーダー 1,524,900 円 
③ 船舶に施設する救命用の無線設備の機器 885,900 円 
④ 義務船舶局の無線設備の機器 
（1）156～157.45MHz までの周波数の電波を使用する無線電話の機器 
送受信機 1,047,400 円 
送信機 720,400 円 
受信機 703,800 円 

（2）その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器 
送受信機 1,265,400 円 
送信機 1,022,200 円 
受信機 787,600 円 

（3）デジタル選択呼出装置 695,500 円 
（4）狭帯域直接印刷電信装置 687,100 円 
（5）衛星無線航法装置 869,500 円 
（6）地上無線航法装置 755,200 円 
（7）船舶自動識別装置 1,369,900 円 
（8）その他のもの 779,300 円 
⑤ 船舶地球局の無線設備の機器 1,206,800 円 
⑥ 航空機に施設する無線設備の機器 1,524,900 円 
（根拠法令等名：電波法関係手数料令（昭和 33 年政令第 307 号）第５条） 

□ 書面    □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

■ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

■ 書面    ■ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

■ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣 

（根拠法令等名：規則第８条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 無線機器型式検定合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
合格機器が検定の合格条件に適合している間は有効（軽微な変更の場合は届出で良い。） 

（根拠法令等名：規則第３条及び第 11 条） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：社、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 7 7 6 3 1 

(2) 検査検定実施件数 21 112 31 15 7 

 レーダー 12 109 28 14 7 

 船舶に施設する救命用設備 2 1 ― 1 ― 

 無線電話・送受信機 2 1 ― ― ― 

 無線電話・受信機 3 ― 1 ― ― 

 デジタル選択呼出装置 2 ― 1 ― ― 

 その他（ナブテックス受信機） ― ― 1 ― ― 

 無線方位測定器 ― 1 ― ― ― 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 16,953 96,267 25,071 21,472 5,337 
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９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

平成 11 年３月に、認定点検事業者等による試験データの活用制度が導入されている。 

受検時に総務大臣が認定した「認定点検事業者」等による試験データを提出した場合は、手続の一部が省略（試験実施機関である独立行政法人通

信総合研究所への無線設備機器本体の持込み不要等）され、かつ、受検料が半分に減額される。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

① 当該制度の中で、最も受検実績の多い『レーダー』に焦点を当て、船舶用レーダー製造事業者２社を対象にして調査を実施した。 

② 上述の制度改変による影響を把握するために、試験データを活用しないケースと、試験データを活用したケースとの比較を行った。 

 

１件当たりコスト 

B 事業者 区 分 
コスト
発生の
有無 

A 事業者 
試験データ活用せず 試験データ活用せず 試験データ活用 

説 明 

① 手 数 料 ○ 
レーダーの手数料 
1,524,900 円 

レーダーの手数料 
762,450 円 

電波法関係手数料令第５条により、
試験データを提出した際には、手数料
が半額となる。 
この他、合格機器と機種を同じくし、

かつ、構成の大部分が共通な異なる型
式の機器の検定を申請する場合にも減
額措置が講じられている。 

② 手数料以外の納付金 × ― ― ―  

人件費 ○ 
72,000 円 
（31 人時間） 

68,000 円 
（29 人時間） 

19,000 円 
（8人時間） 

B 事業者の試験データ活用有無によ
る相違は、通信総合研究所における検
査時の立会いの実施有無によるもの
（旅費も同様）。 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 ○ 12,000 円 75,000 円 ― 
事前相談時及び通信総合研究所にお

ける検査時の立会い時に発生 

④ 機 会 費 用 × ― ― ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト ○ 20,000 円 50,000 円 ― 
通信総合研究所への無線設備機器本

体運搬費用。試験データ活用時には持
込不要のためコストは発生せず。 

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ― ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
190,000 円 
（600 枚） 

120,000 円 
（150 枚） 

総務省本省、通信総合研究所で収受
している書類の平均枚数は約 200 枚な
いし 250 枚 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ ― ― 310,000 円 
認定点検事業者（B 事業者の場合、グル
ープ子会社）への試験業務委託費用 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト ○ 69,000 円 62,000 円 
データ計測に関する費用（設備購

入・維持管理、データ計測作業費等） 

⑩ 法定自主点検コスト × ― ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― ― ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ― ―  

合 計 ― 

1,887,900 円 

（①、③、⑤、⑦及び⑨

の合計） 

1,899,900 円 

（①、③、⑤、⑦及び⑨

の合計） 

1,273,450 円 

（①、③、⑦、⑧及び⑨

の合計） 

 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

試験実施機関である独立行政法人通信総合研究所に対して、『（船舶用）レーダー』に関する試験業務についての調査を実施した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

  事前相談    8 人時間 
  予備審査    8 人時間 
＋）実地検査  704 人時間

合  計  720 人時間 1,700,000 円 

実地検査については、最長２か月・２人という回答であっ
たため、２か月×22 日×８時間×２人として計算 ① 検査検定実

施コスト 

旅 費 × ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 640,000 円 年間の試験装置等保守費を、検査件数で除した金額を記載 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
2,340,000 円 

（①及び③の合計） 
 

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

B 事業者の意見によると、試験データを活用することにより、試験データ作成のための⑧部外委託コストが新たに発生

するものの、①手数料、③受検対応コスト（人件費・旅費）、⑤運搬コストが削減されたとのことで、コスト分析結果と

も一致している。取り分け、手数料が半額減免される影響が、金額的に大きい。 

(2) 選 択 範 囲 
「認定点検事業者」等による試験データの活用制度が導入され、かつ受検者の試験データ作成に必要な技術的能力の有

無によって、受検者が活用の是非を選択することができることになり、受検者にとっての選択範囲は拡大している。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 総務 3：技術基準適合証明 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 3 

(2) 制 度 名 
技術基準適合証明（技術基準適合証明、特定無線設備の工事設計についての認証、外国取扱事業者の特定

無線設備の工事設計についての認証、本邦内で使用されることとなる特定無線設備の工事設計についての認証） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 

[技術基準適合証明]電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「法」という。）第 38 条の２第１項 

[特定無線設備の工事設計についての認証、外国取扱事業者の特定無線設備の工事設計についての認証]法第 38条の 16第１項及び第２項 

[本邦内で使用されることとなる特定無線設備の工事設計についての認証]法第 38 条の 17 第６項 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 

（注） 平成 16 年１月 26 日に電波法の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 68 号）が施行 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

技術基準に適合していない無線設備が使用されると、電波利用の全体に支障を及ぼすことになり、特に重要通信に障害

を与えた場合には、国民の生命、安全等に重大な支障を及ぼす恐れがあることから、技術基準への適合性が厳格に求めら

れている。小規模な無線局に使用する無線設備（特定無線設備）の技術基準への適合性を確保するとともに、無線局の免

許手続を簡素合理化することにより、電波利用者の負担を軽減する。 

(2) 制 度 の 概 要 

総務大臣又は指定証明機関（承認証明機関）が、無線局の免許手続に先立ち、特定無線設備が法で定める技術基準に適

合していることを確認する、任意の検査検定制度。技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局については、

免許不要、落成後の検査省略等のメリットがある。 

[技術基準適合証明] 

【技術基準適合証明＝個別検定】携帯用、車載用等の小規模な無線設備を使用する無線局の普及・増加に対応して、

無線局免許手続事務の簡素合理化と申請者等の電波利用者の負担を軽減するために、昭和 56年５月に法の一部を改正

して創設（56 年 11 月施行）。申請設備１台ごとに審査。また、機器を提出せず、書面のみで同一の型式ごとに証明す

る制度を昭和 61 年５月創設（平成 11 年３月に、工事設計についての認証制度が創設・導入されたことに伴い廃止）。 

[特定無線設備の工事設計についての認証、外国取扱事業者の特定無線設備の工事設計についての認証] 

【工事設計認証＝型式検定】電気通信分野の国際化の進展等を背景として、無線設備の技術基準認証制度の国際的

調和を図ることが要請されたこと、携帯電話等への加入者の急増に伴い、技術基準適合証明の簡素化を図る必要性が

生じてきたこと等を背景に、法を改正して、設備１台ごとに審査を行う技術基準適合証明とは別途、大量生産機種向

けに工事設計（タイプ）を認証する制度を創設。工事設計（タイプ）ごとに申請。なお、認証申請は、本邦内にある

者による申請であると、外国取扱事業者による申請であるとを問わない。 

[本邦内で使用されることとなる特定無線設備の工事設計についての認証] 

 外国において、我が国で使用することとなる特定無線設備の技術基準の適合証明・認証を行おうとする者に対し、

総務大臣が、その者の申請により、特定無線設備の技術基準適合証明に準ずる証明・認証を行うことを承認し、この

承認を受けた者（承認証明機関）に外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備の適合証明・

認証を行うことを認める制度。ただし、平成 15 年 12 月現在、承認証明機関による認証の実績はない。 

 

なお、平成 16 年１月 26 日から施行する電波法の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 68 号）の概要は、次のとおり。 

① 従来は国（指定証明機関）が予め技術基準への適合性について認証していたが、製品の迅速な市場への投入を可能

とするため、技術基準への適合性を製造業者等が自ら確認する制度（技術基準適合自己確認制度）を新設 

② 指定証明機関制度及び認定点検事業者制度について、法令において明示された要件を備えれば、裁量の余地なく、

国により機関又は事業者が登録される登録制度への移行 

 

〔フロー図：通常のケース〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔フロー図：認定点検事業者等の試験データを活用するケース〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 

[技術基準適合証明]昭和 56 年 11 月 23 日 

[特定無線設備の工事設計についての認証、外国取扱事業者の特定無線設備の工事設計についての認証]平成 11 年３月６日 

[本邦内で使用されることとなる特定無線設備の工事設計についての認証]平成 11 年３月６日 

④証明書交付 
適合通知 

①申請書提出 
機器持込 受検者 

 
無線設備機器

製造業者 

指定証明機関 

 
ﾃﾚｺﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
ｾﾝﾀｰ等 

②試験 
 

③書類審査・判定 
 

⑤ 証明書交付 
適合通知 

②申請書提出 
試験ﾃﾞｰﾀ提出 
機器持込不要 

受検者 

 
無線設備機器

製造業者 

指定証明機関 

 
ﾃﾚｺﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
ｾﾝﾀｰ等 

①認定点検事業者等

による点検 
 

③試験データ 
の審査 

 ④書類審査・判定 
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(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定対象の範囲の見直し 

随時       ： 新たな通信システム導入等に伴う対象の追加など 

② 検査検定実施主体の見直し 

平成 13 年７月 25 日： 指定証明機関について公益法人要件を撤廃。従来の指定公益法人に加えて、平成 14 年 10 月

に株式会社ディーエスピーリサーチが、15 年３月に株式会社ケミトックスが、また、同年 10

月にテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社がそれぞれ新たに参入 

③ 検査検定の方法の見直し 

平成 11 年 ３月 ６日： 従来の機器１台ごとに確認する制度【総務 03-01 の技術基準適合証明。いわゆる個別検定】

に加え、大量生産機種向けに工事設計（タイプ）による認証制度【総務 03-02 の特定無線設備

の工事設計についての認証。いわゆる型式検定】を導入。なお、工事設計についての認証制度

の導入に伴い、技術基準適合証明制度のうち、機器を提出せず、書面のみで同一の型式ごとに

証明する制度を廃止 

平成 11 年 ３月 ６日： 受検時に総務大臣が認定した「認定点検事業者」による試験データを提出した場合は、手続

の一部が省略（指定証明機関への機器本体の持込み不要等）され、かつ、受検料が減額される。 

④ その他（検査手数料の見直し） 

平成 14 年 ５月 ７日： 財団法人テレコムエンジニアリングセンターの手数料額改正（低廉化） 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

小規模な無線局に使用するための無線設備（特定無線設備） 

（根拠法令等名：法第 38条の２第１項。特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則（昭和 56 年郵政省令第 37 号。

以下「規則」という。）第２条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
技術基準適合証明を受けようとする者（製造業者等） 

（根拠法令等名：法第 38 条の２第４項、第 38 条の 16 第１項及び第２項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[指定検査機関等]財団法人テレコムエンジニアリングセンター（TELEC） 

 財団法人日本アマチュア無線振興協会（JARD） 

 株式会社ディーエスピーリサーチ（平成 14 年 10 月～） 

 株式会社ケミトックス（平成 15 年３月～） 

 テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社（平成 15 年 10 月～） 

（根拠法令等：法第 38 条の２第１項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

テレコムエンジニアリングセンター（東京・大阪・宮城・長野・愛知・熊本） 

日本アマチュア無線振興協会（東京） 

株式会社ディーエスピーリサーチ（大阪） 

株式会社ケミトックス（東京） 

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社（神奈川） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

法第３章（第 28 条～第 38 条） 

特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則（昭和 56 年郵政省令第 37 号） 

無線設備規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
無線局として設置し使用する前段階 

（根拠法令等名：法第４条、第 15 条及び第 27 条の２） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 

特定無線設備の種別により異なる。また、同時に申請する設備数、ISO の取得有無（工事設計認証のみ）等により減額
措置が講じられている。下記は、指定証明機関である財団法人テレコムエンジニアリングセンター（TELEC）の、調査実
施時点である平成 14 年 12 月段階での基本手数料額（工事設計認証については、認定点検事業者の試験データを活用した
場合の手数料額） 
 技術基準適合証明 工事設計認証 
船舶電話 5,500 円／台 510,000 円／型式 
航空機電話 5,500 円 510,000 円 
コードレス電話 1,200 円 210,000 円 
携帯無線通信基地局等 15,100 円 510,000 円 
携帯無線通信陸上移動局 2,900 円 390,000 円 
PHS 基地局等 3,800 円 510,000 円 
PHS 陸上移動局 1,200 円 390,000 円 
（根拠法令等名：国の場合：電波法関係手数料令（昭和 33 年政令第 307 号）第５条の２ 

指定機関の場合：TELECの例 http://www.telec.or.jp） 
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□ 書面    □ 実地 施設・ 

設備 □ 運転中   □ 運転停止 

[技術基準適合証明] 

申請設備１台毎に審査 

□ 型式      □ 個別（全個）  ■ 個別（抽出） 

※ 制度上は全個検査になっているが、申請台数が多量にわたる場合、一定基準に基づく抽出検査を行う。 

[特定無線設備の工事設計についての認証、外国取扱事業者の特定無線設備の工事設計についての認証] 

工事設計（タイプ）毎に審査 

■ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

■ 書面    ■ 実地 

※ 認定点検事業者による試験データを活用した場合、機器の持込みは不要となり、書面審査のみ 

(4) 検査検定

の実施方法 製品

等 

■ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣又は指定証明機関の長 

（根拠法令等名：規則第５条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 技術基準適合証明書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 

証明を受けた特定無線設備に変更がない限り有効 

※ 軽微な変更の場合には、指定証明機関における審査が大幅に簡略化される。 

（根拠法令等名：規則第６条の２及び第 26 条） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                            （単位：社、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数      

 技術基準適合証明         8,169         7,103         7,368         7,404         5,978 

  うち、携帯電話 163 131 116 104 110 

 工事設計認証 ― 36 926 1,580 1,712 

 うち、携帯電話 ― 4 123 156 161 

(2) 検査検定実施件数      

 技術基準適合証明（台） 521,657 355,179 261,660 226,369 203,361 

 うち、携帯電話 6,397 5,150 5,604 5,212 6,941 

 工事設計認証（型式） ― 36 926 1,580 1,712 

 うち、携帯電話 ― 4 123 156 161 

(3) 手数料収入総額 1,589,000 1,064,000 964,000 1,065,000 982,000 

 技術基準適合証明 1,209,000 757,000 630,000 539,000 437,000 

 工事設計認証 380,000 307,000 334,000 526,000 545,000 

（注） １ （1）の対象事業者数は申請件数。ただし、技術基準適合証明の申請件数は、個別証明のみ記載 

 ２ （3）の手数料収入総額の会計年度は、各年度ともに７月１日～翌年６月末 
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９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

 
① 当該制度は、平成 11 年３月に下記の制度改変が行われている。 

α） 小規模な無線局に使用する無線設備（特定無線設備）の検査について、従来の機器１台ごとに確認する制度【総務 3-1 の技術基準適合証明

制度下での個別証明】に加え、大量生産機種向けに工事設計（タイプ）による認証制度【総務 3-2 の特定無線設備の工事設計についての認証。

いわゆる型式検定】を導入したこと。なお、工事設計による認証制度の導入に伴い、機器を提出せず、書面のみで同一の型式毎に証明する制

度【総務 3-1 の技術基準適合証明下での型式毎証明】）を廃止 

β） 認定点検事業者による試験データの活用制度が導入され、その場合は、指定証明機関への携帯電話本体の持ち込み（提出）を要しないよう

にしたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② さらに、平成 13 年７月に下記の制度改変が行われている。 

γ） 指定証明機関の公益法人要件が撤廃され、従来の指定公益法人である財団法人テレコムエンジニアリングセンターに加え、平成 14 年 10 月

に株式会社ディーエスピーリサーチが、15 年３月に株式会社ケミットクスが、また、同年 10 月にテュフ・ラインランド・ジャパン（株）が

新たに参入したこと。 

 

③ 上述の制度改変のうち、α）の影響を把握するために、制度改変前から存在している個別検定（総務 3-1 の技術基準適合証明制度下での個別証

明）と、制度改変後に明確に別制度として切り離された型式検定（総務 3-2 の特定無線設備の工事設計についての認証）との比較、β）の影響を

把握するために、型式検定の中で、認定点検事業者による試験データを活用しない通常のケースと、認定点検事業者による試験データを活用する

ケースとの比較を行った。 

④ なお、上記の制度改変のうち、γ）の影響については、調査対象期間（平成９年度から 13 年度）においては影響の発現状況は把握できなかっ

た。 

個別検定 

本体提出必要 

総務 3-2 工事設計についての認証

昭和 56 年 11 月 

昭和 61 年 5月 

平成 11 年 3月 

総務 3-1 技術基準適合証明

大量生産機種向けに工事設計による認証制度

（型式検定） 

廃 止 

創 設 

創 設 

創 設 

型式検定 

本体提出不要
．．

 
型式検定 

本体提出不要
．．

 
型式検定 

本体提出必要 

認定点検事業者の 

試験データを提出 

通常の受検 

 

機器を提出せず書面

のみで同一型式毎に

証明する制度 

（型式毎証明） 

機器１台毎に 

確認する制度 

（個別証明） 
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(2)検査検定受検者側が負担しているコスト

[調査対象とした受検者の状況等］ 

当該制度の中で、最も受検実績の多い『携帯電話（携帯無線通信陸上移動局）』について、携帯電話機メーカー６社を対象にして調査を実施した。 

 
１件当たりコスト 

個別機器毎に実施 同一型式毎に実施 

技術基準適合証明（総務 3-1） 工事設計認証（総務 3-2） 

A）個別証明 B）型式毎証明 
C）認定点検事業者の 

試験データ活用せず 

D）認定点検事業者

の試験データ活用
区 分 

コス

ト発

生の

有無 
昭和 56 年 11 月 

から 

昭和 61年 5月から
平成 11年 3月（廃止）
まで 

平成 11 年 3月 

から 

平成 11 年 3月 

から 

説 明 

① 手 数 料 ○ 

1 件当たり平均受
検料 

140,000 円 
 

【参考】基本手数料

2,900 円/台 

【参考】 

1 件当たり受検台数 

平均 ：51.9 台 

上下限：15.1 台～ 

145.6 台

基本手数料 
980,000 円 

基本手数料 
520,000 円 

基本手数料 
510,000 円 

A）では、１件の受検時に平均数十
台を同時受検している。台数の多寡に
応じて受検料減額措置が講じられて
いる。 
また、A)～D）では、受検者の

ISO9000 取得実績、申請内容のレベル
（簡易な手続か否か）等に応じて受検
料減額措置が講じられている。 

② 手数料以外の納付金 × ― ― ― ―  

人件費 ○ 
250,000 円 

（107 人時間） 
99,000 円 

（43 人時間） 
100,000 円 
（44 人時間） 

99,000 円 
（43 人時間） 

A）では、社内で自主的に行われる
事前審査に費やされる時間数が多い。 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 15,000 円 9,000 円 13,000 円 9,000 円  

④ 機 会 費 用 × ― ― ― ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト ○ 20,000 円 6,000 円 13,000 円 6,000 円  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ― ― ―  

⑦ 書類作成コスト ○ 
460,000 円 
（110 枚） 

790,000 円 
（167 枚） 

1,000,000 円 
（182 枚） 

790,000 円 
（167 枚） 

D）については、社外の認定点検事
業者による試験データ測定・書類作成
の分だけ、C）よりもコストが削減さ
れている。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 D）△ ― ― ― 110,000 円 
社外の認定点検事業者に試験データ測
定を依頼するケースにコスト発生 

⑨ 事前準備コスト 
C）△ 
D）△ 

― ― 150,000 円 91,000 円 測定機器のレンタル費等 

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

885,000 円/件 
（①、③、⑤及び⑦の合計）

1,884,000 円/型式
（①、③、⑤及び⑦の合計）

1,796,000 円/型式
（①、③、⑤、⑦及び⑨の合計） 

1,615,000 円/型式
(①、③、⑤、⑦、⑧及び⑨の合計)

    

※受検1件当たりの
平 均 受 検 台 数
51.9 台を基に計
算 

※1型式当たりの平均生産台数 215,426 台を基に計算 

    

合 計 ― 

17,052 円/台 8.74 円／台 8.34 円/台 7.50 円/台 

A)の個別証明は、携帯電話の場合、
市場に出荷する目的で受検するので
はなく、市場に出荷する前に、新機種
の機能確認等を目的として受検する
ことから、同時受件台数が少ないのが
実情である。事業者は、１型式による
製造台数の多寡によって、個別検定又
は型式検定を選択している。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

 指定証明機関の中で、『携帯電話（携帯無線通信陸上移動局）』に関する検査業務を行っている財団法人テレコムエンジニアリングセンターを対

象にして調査を実施した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発
生の有無 a）個別検定 

―技術基準適合証明― 
b）型式検定 

―工事設計認証― 

説 明 

人件費 ○ 

１台当たりの所要試験時間は
20 分 

【参考】 

申請１件当たりの平均試験時間

4.3 時間 

申請書受付から認証書
発給までに要する時間数
8.5 日 

a）の参考値については、受検者回答から得られた
受検１件当たりの平均受検台数 51.9 台を基に計算
した（なお、51.9 台の場合の抜取検査台数は 13 台）。 ① 検査検定

実施コスト 

旅 費 × ― ―  

② 機器運搬コスト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 各年度経費合計（平均） 20,800,000 円 

a）b）の区分が困難とした上で、機関全体の各年
度事業費の消耗品費、物品費、修繕費の経費合計を、
機関全体の収入に占める検査料収入で案分をした
数値を提示 

④ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― ― ―  
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10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

［個別検定制度と型式検定制度］ ･･･A）と B）～D）との比較 

調査結果によると、検査１件当たりに要するコストは、個別検定（約 89 万円）に比べて型式検定（約 160 万円ないし

188 万円）の方が大きい。取り分け、①受検手数料及び⑦書類作成コストの項目においてコスト増加となっている。一

方、受検１件当たりに受検する機器数（型式検定の場合は、１型式で生産される機器数）で割り戻した、機器（携帯電

話）１台当たりに要するコストを比較すると、個別検定（約 17,000 円）に比べて型式検定（約 7.5 円ないし 8.7 円）の

方が圧倒的に小さい。 

なお、各受検者においては、a）製品開発段階において、新機種の機能確認やフィールドテストを行うための試験機に

ついては、個別機器ごとに実施される技術基準適合証明（総務 3-1）を受検し、その後、b）大量生産段階になった時（市

場出荷前）には、同一型式ごとに実施される工事設計認証（総務 3-2。当該制度が創設される以前は、技術基準適合証

明制度下における型式毎証明）を受検する、などのように、受験機器の開発レベルと検査検定制度の特性に応じて受検

パターンを使い分けており、選択範囲は拡大している。 

 

［認定点検事業者の試験データの活用］ ･･･B）と C）、C）と D）との比較 

検査実施主体に対する調査結果によると、平成 11 年３月に工事設計認証制度を導入し、併せて認定点検事業者による

試験データの活用を制度化した際に、従来、総務 3-1 の技術基準適合認定制度下で実施していた型式毎証明に比べて、

民間の測定者の能力の適格性、測定に使用する測定器や測定方法など、当該データの測定条件に関する適正性の審査が

従来に比べて容易になったことを受けて、基本手数料を大幅に減額（約 100 万円→約 50 万円）している。 

さらに、現行の総務 3-2 の工事設計認証制度下において、実際に試験データを活用する場合、受検者にとってみれば、

認定点検事業者に対する⑧部外委託コストが新たに発生する一方で、その他のコスト項目（手数料の減免、機器本体の

持込不要化等）においてコスト削減につながっており、試験データを提出しないケースと提出するケースの間にコスト

負担状況の差異がみられる。 

上記を勘案すると、認定点検事業者による試験データの活用制度の導入前後（上記 B）と D）との比較）において、機

器（携帯電話）1台当たりに要するコストを比較すると、制度改変前（8.74 円）と制度改変後（7.50 円）において、1.24

円程度のコスト削減効果がみられる。なお、調査対象事業者６社のうち２社は、制度改変前後（認定点検事業者制度の

導入前後）における受検実績の比較を行っており、それによると、①手数料、③受検対応人件費、⑦書類作成コスト、

⑨事前準備コストの各項目においてコストが下がったと定性的にコメントしており、上記のコスト分析結果とも符合し

ている。 

 

［技術基準適合自己確認制度の導入］ 

平成 16 年１月 26 日から、無線設備の技術基準への適合性を製造業者等が自ら確認できる制度が導入され、製品の迅

速な市場への投入が促進されることが期待される。 

(2) 選 択 範 囲 

個別検定に加え型式検定制度が並立導入されていること、認定点検事業者による試験データの活用制度が導入されたこ

と、さらに受検者がこれらの制度の活用を選択することができることになり、受検者にとっての選択範囲は拡大している。 

また、技術基準適合自己確認制度の導入により、受検者にとっての選択範囲は一層拡大することが期待される。 

(3) そ の 他 なし 

 

33 



検査検定制度名等 総務 4:搬送式インターホン等の型式の指定 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 4 

(2) 制 度 名 

搬送式インターホン等の型式の指定 
（搬送式インターホン、一般搬送式伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄器、超音波

加工機、超音波ウェルダー、無電極放電ランプ又は電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の型式

の指定、搬送式インターホン、一般搬送式伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄器、

超音波加工機、超音波ウェルダー、無電極放電ランプ又は電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

の型式の変更の承認） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
［型式の指定］電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号。以下「施行規則」という。）第 46 条 

［型式の変更の承認］施行規則第 46 条の 3 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 100 条で規定する高周波利用設備を設置等する場合は、総務大臣に対し設備の単

位毎に許可申請等する必要があるが、型式指定を受けている高周波利用設備を使用する場合については、その個別の許可

申請等を不要とするために創設された制度 

(2) 制 度 の 概 要 

［型式の指定］ 

事業者による任意の申請に基づき、高周波利用設備製造者等が総合通信基盤局長に「型式指定申請書」を提出し、

電波法令等を満足する場合は、型式指定通知書が交付される。 

［型式の変更の承認］ 

事業者による任意の申請に基づき、高周波利用設備製造者等が総合通信基盤局長に「型式指定変更申請書」を提出

し、電波法令等を満足する場合は、型式指定変更通知書が交付される（ただし、型式の指定手続も型式の変更の指定

手続も手間として同じなどの理由から、ほとんどの受検者は型式の指定による申請を行っており、型式の変更の指定

手続に関する実績は少ない。）。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 47 年 5月 15 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

検査検定対象の見直し 

平成 11 年７月 12 日： 特別搬送式デジタル伝送装置（位相変調方式）を型式指定の対象に追加 

平成 11 年７月 28 日： 無電極放電ランプを型式指定の対象に追加 

平成 12 年 11 月２日： 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械を型式指定の対象に追加 

③型式指定通知 

①申請書等提出 
国 

（総合通信局） 
受検者 

（高周波利用設備製造者等） 
②審査（書類） 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

搬送式インターホン、一般搬送式伝送装置、特別搬送デジタル伝送装置、超音波洗浄器、超音波加工機、超音波ウェル

ダー、無電極放電ランプ又は電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 

（根拠法令等名：施行規則第 46 条及び第 46 条の３） 

(2) 検査検定受検者 
指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者 

（根拠法令等名：施行規則第 46 条及び第 46 条の３） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]地方支分部局（総合通信局及び沖縄総合通信事務所） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

総合通信局（10） 

沖縄総合通信事務所 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 施行規則第 46 条の２ 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
販売前 

（根拠法令等名：なし） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
可（オンライン申請可能） 

(3) 検査検定の受検手数料 

なし 

（手数料を設定していない理由： 個別の設置の許可を不要とするために創設した制度であるが、そもそも、個別の設

置の許可を得るための申請について手数料を設定しておらず、よって、本制度につい

ても手数料を設定していない。） 

□ 書面    □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

■ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

■ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施方
法 製品等 

■ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総合通信局長 

（根拠法令等名：施行規則第 46 条の２） 

(6) 合 格 付 与 方 法 書面により申請者に通知 

(7) 検査検定の有効期間 
指定の取消しがない限り、有効 

（根拠法令等名：施行規則第 46 条の５） 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                               （単位：社、件） 

区 分 平成 9年 10 年 11 年 12 年 13 年度 

(1) 対象事業者数 9 13 11 23 16 

 搬送式インターホン 1 0 1 2 0 

 超音波洗浄機、超音波ウェルダー等 6 11 8 15 9 

 一般搬送式デジタル伝送装置 2 1 0 0 1 

 特別搬送式デジタル伝送装置 0 1 0 4 4 

 無電極放電ランプ ― ― 2 1 0 

 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 ― ― ― 1 2 

(2) 検査検定実施件数 20 62 45 60 74 

 搬送式インターホン 2 0 1 2 0 

 超音波洗浄機、超音波ウェルダー等 16 53 40 45 51 

 一般搬送式デジタル伝送装置 2 1 0 0 2 

 特別搬送式デジタル伝送装置 0 8 0 10 16 

 無電極放電ランプ ― ― 4 1 0 

 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 ― ― ― 2 5 

(3) 手数料収入総額 ― ― ― ― ― 

（注）１ 対象事業者数は、各暦年に受検実績のあった事業者の延べ数を記載。 
   ２ 表記数値は、暦年（毎年１月～12 月）での実績値を記載している。 
   ３ 当該検査検定制度において、手数料を徴収していない。 

 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は講じられていない。 

 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

当該制度の中で、受検実績の多い『超音波洗浄機』等メーカー４社及び平成 12 年 11 月の制度改変に伴い、新たに検査対象に加えられた『電磁

誘導加熱を利用した文書複写印刷機械』メーカー２社を対象にして調査を実施した。 

 

１件当たりコスト 

区   分 
コスト発
生の有無

超音波洗浄機 
 

（４事業者） 

電磁誘導加熱を利用し
た文書複写印刷機械 
（２事業者） 

説 明 

① 手 数 料 × 0 円 当該検査において、受検料は徴収していない。 

② 手数料以外の納付金 × ― ―  

人件費 ○ 
9,000 円 

（４人時間） 
7,000 円 

（３人時間） 
③ 受検対応
コスト 

旅 費 × ― ― 

事前相談（電話等）及び事業者内での予備審査。なお、
実地検査は書類審査であり、立会いは存在しない。 

④ 機 会 費 用 × 
（参考） 
書類審査に要する期間

13 日 

（参考） 
書類審査に要する期間 

9 日 

生産前の検査であり、機会費用は発生しない。左記は参
考提示 

⑤ 機器維持管理コスト × ― ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ―  

⑦ 書類作成コスト ○ 
170,000 円 
（99 枚） 

96,000 円 
（98 枚） 

通常、１回の申請時に複数の型式を同時受検するケースが多
い。データ計測準備等に要する時間コスト等（多くの事業者は財
団法人テレコムエンジニアリングセンターに試験データ計測を
委託しており、その時の立会い等）も含まれた金額 

⑧ 部外委託経費 ○ 140,000 円 140,000 円 
多くの事業者は、申請書に添付する試験成績書作成のた
め、財団法人テレコムエンジニアリングセンターに試験デ
ーや計測を委託しており、その費用等 

⑨ 事前準備コスト × ― ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 
319,000 円 

（③、⑦及び⑧の合計）

243,000 円 

（③、⑦及び⑧の合計） 
 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

検査を実施している各地の総合通信局３局を対象にして調査を実施した。 

 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
20,000 円 
（９人時間） 

うち、書類審査にしめる時間は、１ないし５人で２ないし４時間の作業量 ① 検査検定
実施コスト 

旅 費 × ―  

② 機器運搬コスト × ―  

③ 機器維持管理コスト × ― 書類審査であり、機器などの保有・使用はない。 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 20,000 円  

 



検査検定制度名等 総務 5:無線設備等の点検に使用する測定器等の検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 5 

(2) 制 度 名 無線設備等の点検に使用する測定器等の検査（測定器等の較正） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 測定器等の較正に関する規則（平成９年郵政省令第 74 号。以下「規則」という。）第３条 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
無線設備等の点検に使用する測定器等の正確さを担保するため、独立行政法人通信総合研究所（CRL）又は総務大臣の

指定する指定較正機関により認定点検事業者が使用する測定器等の較正を行う制度 

(2) 制 度 の 概 要 

認定点検事業者が使用する７種類の測定器等（①周波数計、②スペクトル分析器、③電界強度測定器、④高周波電力計、

⑤電圧電流計、⑥標準信号発生器、⑦周波数標準器）は独立行政法人通信総合研究所又は指定較正機関で定期的（１年に

１回）に較正することが義務付けられている。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 平成９年 10 月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定実施主体の見直し 

平成 13 年７月 25 日： 指定較正機関について公益法人要件を撤廃（ただし、15 年 12 月現在、新たに指定較正機関

となった機関は存在しない。） 

② その他（検査手数料の見直し） 

平成 14 年３月 ８日： 財団法人テレコムエンジニアリングセンター較正手数料の変更 

通信総合研究所 
ﾃﾚｺﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

③較正完了通知書 
較正対象機器 
較正済ラベル貼付 

①申請書等提出 
較正対象機器 

②較正実施 
受検者 

（認定点検事業者） 

 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって、測定器等の較正に関する規則で定めるもの（①周波数計、②ス

ペクトル分析器、③電界強度測定器、④高周波電力計、⑤電圧電流計、⑥標準信号発生器、⑦周波数標準器）。 

（根拠法令等名：規則第２条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
認定点検事業者 

（根拠法令等名：電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「法」という。）第 24条の２第１項第２号） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

［独立行政法人］独立行政法人通信総合研究所  ※ 平成 16 年４月１日に独立行政法人情報通信研究機構に改変予定 

（根拠法令等名：法第 102 条の 18 第１項。規則第３条） 

［指定検査機関等］指定較正機関（名称：財団法人テレコムエンジニアリングセンター（TELEC）） 

※ ただし、周波数標準器を除く 

（根拠法令等名：法第 102 条の 18 第１項。規則第３条） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

独立行政法人通信総合研究所（東京都小金井市） 

財団法人テレコムエンジニアリングセンター（宮城、千葉、愛知、大阪、熊本） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 規則第 10 条 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
年に１回（較正を行った日の属する月の翌月の一日から一年） 

（根拠法令等名：法第 24 条の２第１項第２号。認定点検事業者等規則（平成９年郵政省令第 76 号）第５条） 

(2) 検査検定の受検の申請

書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 

下記の機器別手数料単価については、①～⑥は指定較正機関である財団法人テレコムエンジニアリングセンターの基本
料金を、⑦は独立行政法人通信総合研究所の手数料（法定）を、それぞれ調査時点での単価を記載している。 

① 周波数計        17,300 円 
② スペクトル分析器    45,000 円 
③ 電界強度測定器 
  ―測定範囲 9kHz～30MHz 64,000 円 
  ―  同  25MHz～1GHz 95,000 円 
④ 高周波電力計      24,500 円 
⑤ 電圧電流計        
  ―普通級        10,800 円 
  ―精密級        12,800 円 
⑥ 標準信号発生器     21,700 円 
⑦ 周波数標準器      219,900 円 

［通信総合研究所］：法第 103 条第１項第 19 号、電波法関係手数料令第９条の２に定める額 
［テレコムエンジニアリングセンター］：独自に定める。  
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□ 書面    ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
独立行政法人通信総合研究所又は指定較正機関（財団法人テレコムエンジニアリングセンター） 
（根拠法令等名：法第 102 条の 18 第１項。規則第５条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 
較正完了通知書による通知 
（根拠法令等名：規則第５条） 

(7) 検査検定の有効期間 
較正を行った日の属する月の翌月の一日から一年 
（根拠法令等名：法第 24 条の２第１項第２号。認定点検事業者等規則第５条） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：社、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 396 1,549 1,644 1,682 1,703 

(2) 検査検定実施件数 1,634 5,161 6,116 6,124 5,845 

 ①周波数計 527 1,516 1,793 1,830 1,696 

 ②スペクトル分析器 286 897 1,063 1,038 1,020 

 ③電界強度測定器 43 288 320 305 319 

 ④高周波電力計 636 1,891 2,148 2,225 2,133 

 ⑤電圧電流計 24 85 106 93 89 

 ⑥標準信号発生器 118 465 647 610 571 

 ⑦周波数標準器 0 19 39 23 17 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 65,317 169,268 210,994 299,551 208,010 

 通信総合研究所（⑦） 0 4,523 8,552 5,531 3,738 

 ﾃﾚｺﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（①～⑥） 65,317 164,745 202,442 204,020 204,272 

（注）対象事業者数については、各年度末（３月末）の実績値。（2）（3）については、各年度６月末の実績値。 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は講じられていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

認定点検事業者 14 社を対象にして調査を行った。 

 

区   分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 42,000 円 

（参考）国等における手数料収入 － 

【参考】検査 1件当たり平均手数料 
財団法人テレコムエンジニアリングセンター:40,000円

独立行政法人通信総合研究所     :220,000 円

検査対象品目により手数料にばらつきがあり。表記数値は回答
者平均値を採用した。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 
△ 

（事前相談）
3,000 円 

（1.3 人時間） 

半数の事業者が、受検日程調整などのために、電話で事前相談を行っ
ている。 
検査は、検査対象機器を独立行政法人通信総合研究所や財団法人テレ
コムエンジニアリングセンターに送付し、各機関において検査・較正後、
返送されるという形をとっており、受検者による検査への立会い等も行
われていない。 

③ 受検対応コス
ト 

旅 費 × ―  

④ 機 会 費 用 × 
【参考】検査実施主体での検査に要する時間
（検査対象機器の送付～返送までの時間）

4～10 日 

受検者側で、非使用時期の受検、支店間での機器の融通など、受検に
あわせて調整をしているため、機会費用が発生しないとする事業者が大
半を占めている（表記は参考提示）。 

⑤ 運 搬 コ ス ト ○ 12,000 円 

検査対象機器を独立行政法人通信総合研究所や財団法人テレコムエン
ジニアリングセンターに宅配便で送付し、返送を受けるための運送費用
及び機器に関する破損保険料。表記はテレコムエンジニアリングセンタ
ーに送付する機器についての実績値が主であるが、通信総合研究所で較
正を受ける「周波数標準機」については、機器の精密度合度、運搬の困
難さ等もあり、受検者持参による送付のケースが多く、精密機器の場合
の輸送コストは他の機器に比較して約二割増で、より高額なコスト負担
となる。 

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書類作成コスト ○ 
8,000 円 
（５枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 
【参考】機器納入メーカーでの較正サ

ービス手数料  46,000 円 

２社のみ機器納入メーカ－での較正（機器メンテナンスサービスの一
貫として実施）に要する費用を計上していたが、全体の傾向とは言えな
いため参考提示とした。 

⑨ 事前準備コスト △ 
13,000 円 
（６人時間） 

宅配便での輸送前の梱包、および返送後の開封・再設置作業に要する
作業コスト 

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
78,000 円／件 

（①、③、⑤、⑦及び⑨の合計） 
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(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

検査を実施している独立行政法人通信総合研究所及び指定較正機関である財団法人テレコムエンジニアリングセンターを対象にして調査を実施 

した。 

 

区 分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

【参考】検査に要する時間 

財団法人テレコムエンジニアリングセンター 

37,000 円～190,000 円（2日～10 日）

独立行政法人通信総合研究所 

190,000 円（最長 10 日） 

検査対象機器の種類や状態に応じて、検査に要する時間に幅がある

ため、両者の回答（実績）を参考提示とした。 
① 検査検定

実施コスト 

旅 費 × ―  

② 機器運搬コスト × ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 

【参考】検査機器維持管理コスト（年間平均）

財団法人テレコムエンジニアリングセンター 

5,220,000 円/年 

独立行政法人通信総合研究所 

4,030,000 円/年 

試験装置などの保守に要する費用（消耗費・物品費・修繕費）を記

載している。当該検査制度のコストとして切り出すことが不可能なた

め、参考提示とした。 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― ―  

 

 



検査検定制度名等 総務 6  :電気通信設備の技術基準適合確認 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 6-1:電気通信設備の技術基準適合確認 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 6-1 

(2) 制 度 名 電気通信設備の技術基準適合確認（電気通信設備の技術基準適合確認） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 12 条第４項 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 

（注） 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 125 号）により自己確認制度に制度改正さ
れた（平成 15 年７月 24 日公布。施行の日は、公布の日から１年を超えない範囲内で政令で定める日（平成 16 年３月 30 日現在未施行））。  

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持すること。 

・ 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。 

・ 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。 

・ 通信の秘密が侵されないようにすること。 

・ 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 

・ 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。 
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(2) 制 度 の 概 要 

第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に電気通信設備が技術基準に適合することについて、総務大臣の確認を受

けなければならない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

なお、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」により自己確認制度へと移行

することとなった。 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 60 年４月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

検査検定対象の範囲の見直し 

随 時： 新たな通信システム導入等に伴う技術基準の対象の追加等 

③確認証書交付 

①申請書等提出 
国 

（本省・総合通信局等） 
受検者 

（電気通信事業者） 
②確認 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

電気通信設備（電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備） 

（根拠法令等名：法第 12 条第４項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
第一種電気通信事業者（電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業者） 

（根拠法令等名：法第 12 条第４項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]総務省（総合通信局及び沖縄総合通信事務所） 

（根拠法令等名：法第 12 条第４項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

総務省本省 

総合通信局（10）、沖縄総合通信事務所 

※  事業者の事業区域が、各総合通信局等管轄内で完結する場合にはそれぞれの地域を管轄する総合通信局等で確認

を実施し、事業者の事業区域が複数管轄にまたがる場合には総務省本省で確認を実施する。 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
事業用電気通信設備の技術基準 

（根拠法令等名：法第 41 条） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
事業の開始前 
（根拠法令等名：法第 12 条第４項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可（電子媒体形式での書類提出可能） 
（根拠法令等名：電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）第 70 条） 

(3) 検査検定の受検手数料 
755,400 円 
（根拠法令等名：電気通信事業法施行令（昭和 60 年政令第 75 号）第９条） 

■ 書面   ■ 実地 
※ 汎用性のある機器の設置であり、かつ設備の措置状況等が書面により確認できる場合は、実地における確認を除く場
合がある。 施設・設備 

□ 運転中  ■ 運転停止（事業開始前） 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 
製 品 等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣 
（根拠法令等名：法第 12 条第４項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 技術基準適合確認証書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
変更がない限り有効 
（根拠法令等名：なし） 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：社、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数    138    153    178    249   383 

(2) 検査検定実施件数     18     37     81    121    70 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 12,494 25,682 56,223 91,404 52,878 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

① 制度改変は講じられていない。 

② なお、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律により自己確認制度に制度改正された。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等] 

① 電気通信事業者 12 社を対象にして調査を行った。 

② なお、今回の調査期間において全国規模で事業を展開している通信事業者は含まれず、調査対象とした受検者は、主に小規模の通信事業者の

ものとなっている。 

 

区分 
コスト発生の
有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 755,400 円  

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 
24,000 円 
（10 人時間） ③ 受検対応コ

スト 
旅 費 △ 21,000 円 

ほとんどの事業者が、管轄の総合通信局に赴き、事前相談（申請内容の説明等）
を行っている。 
確認は、書類を各総合通信局に提出し（大半が持参）、その後書類審査が行わ
れる（今回調査対象とした受検者では実地検査までは行われない。）。 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ――  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
220,000 円 
（54 枚） 

図面の作成などに当たって、部外委託を行っているケースもある（委託費を含
む。）。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ ― 書類作成補助のための部外委託等（⑦に集約） 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト △ 
【参考】 
2,400,000 円 

稼働監視、メンテナンス費用などを計上しているケース。一部の事業者におい
ては、事業開始に必要な設備の整備費用等も併せて計上されていたが、当該検査
に直接付随するものではないため参考提示とした。 

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
1,020,400 円 

（①、③及び⑦の合計）
 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等] 

検査を実施している各地の総合通信局（６局）を対象にして調査を実施した。 

 

区 分 
コスト発生の
有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
257,000 円 

（111 人時間） 
書類審査に要する時間 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ ― 
今回調査対象とした受検者では実地検査までは行われなかったことから、費用
は発生していない。 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ―  

③ 機器維持管理コスト × ―  

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 257,000 円  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

特になし 

なお、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律により自己確認制度に制度改正

され、国による確認手数料（75 万 5,400 円）が不要となる等、通信事業者の負担は大幅に軽減されることが想定される。 

(2) 選 択 範 囲 なし 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 総務 6  :電気通信設備の技術基準適合確認 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 6-2:電気通信設備の技術基準適合確認（変更） 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 6-2 

(2) 制 度 名 電気通信設備の技術基準適合確認（電気通信設備の技術基準適合確認（変更）） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 14 条第４項 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 

（注） 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 125 号）により自己確認制度に制度改正さ
れた（平成 15 年７月 24 日公布。施行の日は、公布の日から１年を超えない範囲内で政令で定める日（平成 16 年３月 30 日現在未施行））。  

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持すること。 

・ 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。 

・ 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。 

・ 通信の秘密が侵されないようにすること。 

・ 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 

・ 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。 
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(2) 制 度 の 概 要 

第一種電気通信事業者は、電気通信役務の種類及びその態様、業務区域、電気通信設備の概要についての事項を変更

するときは、改めて総務大臣の許可を得て、かつ、電気通信設備が技術基準に適合することについて、総務大臣の確認

を受ける。ただし、軽微な変更については除外される。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

なお、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律により自己確認制度へと移行
することとなった。 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 60 年４月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

検査検定対象の範囲の見直し 
随 時： 新たな通信システム導入等に伴う技術基準の対象の追加等 

③確認証書交付 

①申請書等提出 
国 

（本省・総合通信局等） 
受検者 

（電気通信事業者） 
②確認 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

電気通信設備（電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備） 
（根拠法令等名：法第 14 条第４項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
第一種電気通信事業者（電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業者） 
（根拠法令等名：法第 14 条第４項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]総務省（総合通信局及び沖縄総合通信事務所） 
（根拠法令等名：法第 14 条第４項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

総務省本省 
総合通信局（10）、沖縄総合通信事務所 
※ 事業者の事業区域が、各総合通信局等管轄内で完結する場合にはそれぞれの地域を管轄する総合通信局等で確認
を実施し、事業者の事業区域が複数管轄にまたがる場合には総務省本省で確認を実施する。 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
事業用電気通信設備の技術基準 
（根拠法令等名：法第 41 条） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
電気通信役務の種類及びその態様、業務区域、電気通信設備の概要についての事項を変更した後、事業の開始前 
（根拠法令等名：法第 14 条第４項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可（電子媒体形式での書類提出可能） 
（根拠法令等名：電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）第 70 条） 

(3) 検査検定の受検手数料 

なし 
（根拠法令等名：電気通信事業法施行令（昭和 60 年政令第 75 号）第９条） 
（手数料を徴収してない理由：事業用電気通信設備の変更における確認は、主として事業開始の時と同様のものの増 

設等であり、通常業務の範囲で対応可能なことから手数料を徴収しないこととしている 
ものである。） 

■ 書面   □ 実地 施設・

設備 ■ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検定の

実施方法 
製品等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣 
（根拠法令等名：法第 14 条第４項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 技術基準適合確認書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
変更がない限り有効 
（根拠法令等名：なし） 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：社、件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 138 153 178 249 383 

(2) 検査検定実施件数  34  28  53  19  69 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 ― ― ― ― ― 

（注）当該検査検定制度においては、手数料を徴収していない。 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

① 制度改変は講じられていない。 

② なお、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律により自己確認制度に制度改正された。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等] 

① 電気通信事業者 12 社を対象にして調査を行った。以下、調査対象機関において変更検査の受検実績のあった８社の回答の平均を提示する。 

② なお、今回の調査期間において全国規模で事業を展開している通信事業者は含まれず、調査対象とした受検者は、主に小規模の通信事業者の

ものとなっている。 

 

区分 
コスト発生
の有無 

１件当たり 
コスト 

説明 

① 手 数 料 × ― 手数料は徴収していない。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 
31,000 円 
（14 人時間） ③ 受検対応コ

スト 
旅 費 △ 20,000 円 

全事業者が、管轄の総合通信局に赴き、事前相談（申請内容の説明等）を行っている。 
確認は、書類を各総合通信局に提出し（大半が持参）、その後書類審査が行われる（実
地検査は行われない。）。 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
130,000 円 
（44 枚） 

図面の作成などに当たって、部外委託を行っているケースもある（委託費を含む。）。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ ― 書類作成補助のための部外委託等（⑦に集約） 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト △ ― 
稼働監視、メンテナンス費用などを計上しているケース。一部の事業者においては、事
業開始に必要な設備の整備費用等も併せて計上されていたが、当該検査に直接付随するも
のではないため削除（総務 6-1 に併せて参考提示）した。 

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
181,000 円 

（③及び⑦の合計）
 

   

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等] 

検査を実施している各地の総合通信局（６局）を対象にして調査を実施した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たり 
コスト 

説 明 

人件費 ○ 
52,000 円 

（23 人時間） 
書類審査に要する時間。実地検査はない。 ① 検査検定実

施コスト 
旅 費 × ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ―  

③ 機器維持管理コスト × ―  

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 52,000 円  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

特になし。 

なお、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律により自己確認制度に制度改

正され、通信事業者の負担は小幅ながら軽減されることが想定される。 

(2) 選 択 範 囲 なし 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 総務 7:端末機器技術基準適合認定 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 7 

(2) 制 度 名 
端末機器技術基準適合認定（端末機器の技術基準適合認定、本邦内で使用されることとなる端末機器の

技術基準適合認定） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
［端末機器の技術基準適合認定］電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 50 条第１項及び第 68 条第１項 

［本邦内で使用されることとなる端末機器の技術基準適合認定］法第 72 条の３第１項 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 

（注） 平成 16 年１月 26 日に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 125 号）が施行。以下、根拠法令

の名称・条番号は、本改正前のもの。 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
端末機器の自由な利用とそれに伴う確実な役務の提供を実現し、電気通信事業法の法目的である「電気通信役務の円滑

な提供を確保」及び「その利用者の利益を保護」に資すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する際に、その端末機器が電気通信回線設備を損傷等しないよう

定められた技術基準に適合していることの認定を受けている場合には、当該電気通信事業者による接続検査が不要となり、

端末機器の自由な利用等が可能となる。このため、端末機器のメーカー等は、任意の申請に基づき、端末機器に関し、指

定認定機関から技術基準への適合性についての認定を受け、認定を受けたことの表示を付して当該機器を市場に流通させ

る。 

なお、従来は、①機器を提出して申請機器１台ごとに認定を受ける方式（いわゆる個別認定）と、②機器を提出せず、

書面のみで同一の型式毎に認定を受ける方式（いわゆる型式毎認定）とが併存していたが、平成 11 年３月に、上述②の制

度が大量生産機種向けに設計（タイプ）を基礎として認証する「端末機器の設計についての認証」（総務 8）へと移行した

ことに伴い、ほとんどの受検者は当該設計認証方式での受検へと移行している。 

 

［本邦内で使用されることとなる端末機器の技術基準適合認定］ 

外国において、我が国で使用することとなる端末機器の技術基準適合認定を行おうとする者に対し、総務大臣が、

その者の申請により、端末機器の技術基準適合認定を行うことを承認し、この承認を受けた者（承認認定機関）に

外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器の技術基準適合認定を行うことを認める制度。た

だし、平成 15 年 12 月現在、承認認定機関を承認した実績はない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 16 年１月 26 日から施行された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する

法律では、端末機器の技術基準への適合性を製造業者等が自ら確認する制度（技術基準適合自己確認制度）の新設、指定

認定機関制度の登録制度の移行等を内容とする制度改正が行われている。 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 60 年４月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定対象の範囲の見直し 

随時       ： 新たな通信システム導入等に伴う対象の追加等 

② 検査検定実施主体の見直し 

平成 13 年 11 月 30 日： 指定認定機関について公益法人要件を撤廃。従来の指定公益法人に加えて、平成 14 年８月

にテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社が、同年９月に株式会社ディーエスピーリサーチ

が、15 年８月に株式会社ケミトックスがそれぞれ参入 

③ 検査検定基準の内容の見直し 

随時        ： 情報通信技術の進展に伴う端末機の高度化、多様化に対応して端末設備等規則を都度見直し  

④ 検査検定の方法の見直し 

平成 11 年 ３月 ６日： 機器を提出せず、書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の方式の１つ【当該制度

下における、いわゆる型式毎認定】を、大量生産機種向けの設計（タイプ）による認証制度

【総務 8の端末機器の設計についての認証】へと移行（別制度として創設） 

平成 11 年 ３月 ６日： 受検時に総務大臣が認定した「認定試験事業者」による試験データを提出した場合は、審

査の一部が省略され、かつ、受検料が減額される。 

⑤ その他（検査手数料の見直し） 

平成 13 年 11 月 30 日： 指定認定機関に係る手数料を法定制から大臣認可制へ移行 

③適合認定等証書交付 

①申請書提出 
受検者 

 
端末機器 
製造業者等 

指定認定機関 

 
財団法人電気通信端末

機器審査協会等 

②書類審査・認証 
 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

端末機器（電話用設備、無線呼出用設備、総合デジタル通信用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備） 

（根拠法令等名：法第 50 条第１項。端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則（平成 11 年郵

政省令第 14 号）第３条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
端末機器製造業者等 

（根拠法令等名：法第 50 条第１項） 
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４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関］総務省（指定に係る事務を行う指定認定機関が存在しない場合に限る。検査実績なし） 

（根拠法令等名：法第 50 条第１項） 

[指定検査機関等］財団法人電気通信端末機器審査協会 

         テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社(平成 14 年８月指定) 

株式会社ディーエスピーリサーチ（平成 14 年９月指定） 

株式会社ケミトックス（平成 15 年８月指定） 

（根拠法令等名：法第 68 条第１項及び第 72 条の３第１項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

財団法人電気通信端末機器審査協会（東京） 

テュフ・ライランド・ジャパン株式会社（神奈川） 

株式会社ディーエスピーリサーチ（大阪） 

株式会社ケミトックス（東京） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

法第 49 条 

・ 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。  

・ 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。  

・ 第一種電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるよう

にすること。 

端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
端末設備の使用前 

（根拠法令等名：法第 51 条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 

指定認定機関である財団法人電気通信端末機器審査協会による手数料規定（現在は総務大臣による認可。平成 13 年 11

月以前は法定制）による新規申請（単独）の際の通常料金。なお、変更申請の場合や、複数同時申請の場合、認定試験事

業者による試験データが添付されている場合には、当該単価から減額される。 

   平成 11 年３月から 

   平成 13 年 12 月まで 平成 14 年１月以降 

１ 電話用設備に接続される端末機器 

（1）電話機 59,300 円 53,400 円 

（2）構内交換設備又はボタン電話装置  

―収容回線数１回線 86,300 円 60,400 円 

―収容回線数２回線以上 86,300 円 73,400 円 

（3）変復調装置、ファクシミリ、その他の端末機器 55,600 円 52,800 円 

２ 無線呼出用設備に接続される端末機器 27,900 円 27,000 円 

３ 総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 55,400 円 52,600 円 

４ 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 

  ―インタフェースの種類１  36,300 円 33,900 円 

  ―インタフェースの種類２以上 36,300 円 36,300 円 

□ 書面   □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     ■ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

■ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

■ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣、指定認定機関又は承認認定機関 

（根拠法令等名：法第 50 条第１項、第 68 条第１項及び第 72 条の３第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 技術基準の適合認定等証書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
端末設備に変更がない限り有効 

（根拠法令等名：法第 51 条第１項） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                             （単位：台数、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― ― 

(2) 検査検定実施件数  10  12  10  6  3 

(3) 手数料収入総額 534 641 534 320 140 

（注） 検査対象機器の１つである携帯電話について、財団法人電気通信端末機器審査協会の実績値を記載した。 

 



 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

① 当該制度は、平成 11 年３月に下記の制度改変が行われている。 

  α） 機器を提出せず、書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の方式の１つ【当該制度下における、いわゆる型式毎認定】を、大量生

産機種向けの設計（タイプ）による認証制度【総務 8の端末機器の設計についての認証】へと移行（別制度として創設）した。 

  β） 受検時に総務大臣が認定した「認定試験事業者」による試験データを提出した場合は、審査の一部が省略され、かつ、受検料が減額され

ることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② さらに、平成 13 年 11 月に下記の制度改変が行われている。 

  γ） 指定認定機関について公益法人要件が撤廃され、同時に、指定認定機関に係る手数料が法定制から大臣認可制へと移行した。 

総務 8 端末機器の設計についての認証 

昭和 60 年 4月 

平成 11 年 3月 

総務 7 端末機器の技術基準適合認定 

型式検定 

本体提出不要 
個別検定 

本体提出必要 

型式検定 

本体提出不要 

（審査の一部省略） 

型式検定 

本体提出不要 

大量生産機種向けに設計による認証制度 

（型式検定） 

移 行 

創 設 創 設 

創 設 

認定試験事業者の 

試験データを提出 

通常の受検 

 

機器を提出せず書面

のみで同一型式ごと

に認定する制度 

（型式毎認定） 

機器１台ごとに 

認定する制度 

（個別認定） 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

① 当該制度の中で、最も受検実績の多い『携帯電話（端末機）』について、携帯電話機メーカー６社を対象にして調査を実施した。 

② なお、調査対象とした事業者からは、a）平成 11 年３月の制度改変以前は、機器を提出せず書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の

方式の１つ【当該制度下における、いわゆる型式毎認定】で受検をしていたこと、b）11 年３月の制度改変以降、大量生産機種向けの設計（タ

イプ）による認証制度【総務 8 の端末機器の設計についての認証】で受検をするように切り替えていること、及び、c）制度改変前後における

検査内容等に格段の相違は見られず、検査受検によって負担しているコストに変化はないこと、などの意見が寄せられている。 

③ 上記にかんがみ、今回の調査によって得られた検査検定受検者側が負担しているコストに関する情報は、『端末機器の設計についての認証（総

務 8）』において一括して計上した。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

① 指定認定機関の１つである財団法人電気通信端末機器審査協会を対象にして、調査を実施した。 

② 表記の数値は、『携帯電話（端末機）』を検査する際に要するコストを記載している。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 個別認定 

―総務 7：技術基準適合認定― 
型式検定 

―総務 8：設計認証― 

説 明 

人件費 ○ 

事前相談  1.6 人時間 

事前準備  3.3 人時間 

審  査  5.8 人時間 

 
合計 40,000 円 
（11 人時間） 

事前相談  3.5 人時間 

事前準備  4.2 人時間 

審  査  69.5 人時間 

 
合計 180,000 円 
（77 人時間） 

事前相談、事前準備（書類の不備等の補正
等）及び本審査に要するコスト 
すべて、機関内において実施しているため
旅費は発生しない。 

①検査検定
実施コスト 

旅 費 × ― ―  

② 機器運搬コスト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 
【参考】測定機器の年間の減価償却費 

約 30,000,000 円 
区分が困難とした上で、機関全体の測定機
器全体の各年度減価償却費を提示 

④ そ の 他 × ― ― 
その他、建物賃借料、管理部門人件費等の

間接費も発生しているがここでは割愛 

合 計 ― ― ―  
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検査検定制度名等 総務 8:端末機器の設計についての認証 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 8 

(2) 制 度 名 
端末機器の設計についての認証（端末機器の設計についての認証、本邦内で使用されることとなる端末

機器の設計についての技術基準適合認証） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 

［端末機器の設計についての認証］電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 50条の４第１項及

び第 72 条の２第１項 

［本邦内で使用されることとなる端末機器の設計についての技術基準適合認証］法第 72 条の３第６項 

(4) 所管府省部局等名 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 

（注） 平成 16 年１月 26 日に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 125 号）【端末機器の基準認証関連】

が施行。以下、根拠法令の名称・条番号は、本改正前のもの。 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
端末機器の自由な利用とそれに伴う確実な役務の提供を実現し、電気通信事業法の法目的である「電気通信役務の円滑

な提供を確保」及び「その利用者の利益を保護」に資すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する際に、その端末機器が電気通信回線設備を損傷等しないよう

定められた技術基準に適合していることの認証を受けている場合には、当該電気通信事業者による接続検査が不要とな

り、端末機器の自由な利用等が可能となる。このため、端末機器のメーカー等は、任意の申請に基づき、設計を単位とし

た端末機器に関し、指定認定機関から技術基準への適合性についての認証を受け、認証を受けたことの表示を付して当該

機器を市場に流通させる。 

 

［端末機器の設計についての認証］ 

APEC 閣僚会議（平成９年 11 月 22 日）において、端末機器１台ごとに審査を行う方式（総務 7-1 の端末機器の技術

基準適合認定制度下における、いわゆる個別認定）ではなく、大量生産機種向けに設計（タイプ）を基礎として認証

すべきとするガイドラインが示され、それに対応するために基準認証制度の合理化を図ったもの。制度創設以降、ほ

とんどの受検者は当該設計認証での受検へと移行している。 

 

［本邦内で使用されることとなる端末機器の設計についての認証］ 

外国において、我が国で使用することとなる端末機器の技術基準の適合性の認証を行おうとする者に対し、総務大

臣が、その者の申請により、端末機器の技術基準適合認定に準ずる認証を行うことを承認し、この承認を受けた者（承

認認定機関）に外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器の認証を行うことを認める制度。た

だし、平成 15 年 12 月現在、承認認定機関を承認した実績はない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 16 年１月 26 日から施行された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する

法律では、端末機器の技術基準への適合性を製造業者等が自ら確認する制度（技術基準適合自己確認制度）の新設、指定

認定機関制度の登録制度の移行等を内容とする制度改正が行われている。 

(3) 施 行 年 月 日 平成 11 年３月６日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定対象の範囲の見直し 

随時        ： 新たな通信システム導入等に伴う対象の追加等 

② 検査検定実施主体の見直し 

平成 13 年 11 月 30 日： 指定認定機関について公益法人要件を撤廃。従来の指定公益法人に加えて、平成 14 年８

月にテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社が、同年９月に株式会社ディーエスピーリ

サーチが、15 年８月に株式会社ケミトックスがそれぞれ参入 

③ 検査検定基準の内容の見直し 

随時       ： 情報通信技術の進展に伴う端末機器の高度化、多様化に対応して端末設備等規則を都度見直し 

④ 検査検定の方法の見直し 

平成 11 年３月 ６日： 機器を提出せず、書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の方式の１つ【総務 7の端

末機器の技術基準適合認定制度下における、いわゆる型式毎認定】を、大量生産機種向けの設

計（タイプ）による認証制度【当該制度】へと移行（別制度として創設） 

平成 11 年３月 ６日： 受検時に総務大臣が認定した「認定試験事業者」による試験データを提出した場合は、審査

の一部が省略され、かつ、受検料が減額される。 

⑤ その他（検査手数料の見直し） 

平成 13 年 11 月 30 日： 指定認定機関に係る手数料を法定制から大臣認可制へ移行 

③適合認定等 
証書交付 

①申請書提出 
受検者 

 
端末機器 
製造業者等 

指定認定機関 

 
財団法人電気通信端末

機器審査協会等 

②書類審査・認証 
 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

端末機器（電話用設備、無線呼出用設備、総合デジタル通信用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備） 
（根拠法令等名：法第 50条の４第１項。端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則（平成 11 

年郵政省令第 14 号）第３条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
端末機器製造事業者等 
（根拠法令等名：法第 50 条の４第１項及び第２項） 
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４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]総務省（指定に係る事務を行う指定認定機関が存在しない場合に限る。検査実績なし） 

（根拠法令等名：法第 50 条の４第１項） 

[指定検査機関等]財団法人電気通信端末機器審査協会 

        テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社(平成 14 年８月指定) 

株式会社ディーエスピーリサーチ（平成 14 年９月指定） 

株式会社ケミトックス（平成 15 年８月指定） 

（根拠法令等名：法第 72 条の２第１項及び第 72 条の３第６項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

財団法人電気通信端末機器審査協会（東京） 

テュフ・ライランド・ジャパン株式会社（神奈川） 

株式会社ディーエスピーリサーチ（大阪） 

株式会社ケミトックス（東京） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

法第 49 条 

・  電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。  

・  電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。  

・  第一種電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるよう

にすること。 

端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
端末設備の使用前 

（根拠法令等名：法第 51 条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 

指定認定機関である財団法人電気通信端末機器審査協会による手数料規定（現在は総務大臣による認可。平成 13 年 11

月以前は法定制）による新規申請（単独）の際の通常料金。なお、変更申請の場合や、複数同時申請の場合、認定試験事

業者による試験データが添付されている場合には、当該単価から減額される。 

   平成 11 年３月から 

   平成 13 年 12 月まで 平成 14 年１月以降 

１ 電話用設備に接続される端末機器 

（1）電話機 351,700 円 317,000 円 

（2）構内交換設備又はボタン電話装置 

―収容回線数１回線 722,600 円 506,000 円 

―収容回線数２回線以上 722,600 円 614,000 円 

（3）変復調装置、ファクシミリ、その他の端末機器 331,500 円 315,000 円 

２ 無線呼出用設備に接続される端末機器 125,400 円 120,000 円 

３ 総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 330,000 円 313,000 円 

４ 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 

  ―インタフェースの種類１  150,000 円 140,000 円 

  ―インタフェースの種類２以上 150,000 円 150,000 円 

□ 書面   □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

■ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

■ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製品等 

■ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣、指定認定機関又は承認認定機関 

（根拠法令等名：法第 50 条の４第１項、第 72 条の２第１項及び第 72 条の３第６項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 技術基準の適合認定等証書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
端末設備に変更がない限り有効 

（根拠法令等名：法第 51 条第１項） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

  

８ 検査検定の実績                                              （単位：件数、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― ― 

(2) 検査検定実施件数   2,440   2,132   1,798   1,715   1,577 

(3) 手数料収入総額 697,643 601,875 627,720 602,406 486,059 

（注） 検査対象機器の１つである携帯電話について、財団法人電気通信端末機器審査協会の実績値を記載した。 

 



９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
① 当該制度は、平成 11 年３月に下記の制度改変（創設）が行われている。 
  α） 機器を提出せず、書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の方式の１つ【総務 7 の端末機器の技術基準適合認定制度下における、

いわゆる型式毎認定】を、大量生産機種向けの設計（タイプ）による認証制度【当該制度】へと移行（別制度として創設）した。 
  β） 受検時に総務大臣が認定した「認定試験事業者」による試験データを提出した場合は、審査の一部が省略され、かつ、受検料が減額され

ることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② さらに、平成 13 年 11 月に下記の制度改変が行われている。 
  γ） 指定認定機関について公益法人要件が撤廃され、同時に、指定認定機関に係る手数料が法定制から大臣認可制へと移行した。 

総務 8 端末機器の設計についての認証 

昭和 60 年 4月 

平成 11 年 3月 

総務 7 端末機器の技術基準適合認定 

型式検定 

本体提出不要 
個別検定 

本体提出必要 

型式検定 

本体提出不要 

（審査の一部省略） 

型式検定 

本体提出不要 

大量生産機種向けに設計による認証制度 

（型式検定） 

移 行 

創 設 創 設 

創 設 

認定試験事業者の 

試験データを提出 

通常の受検 

 

機器を提出せず書面

のみで同一型式ごと

に認定する制度 

（型式毎認定） 

機器１台ごとに 

認定する制度 

（個別認定） 

 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① 当該制度の中で、最も受検実績の多い『携帯電話（端末機）』について、携帯電話機メーカー６社を対象にして調査を実施した。 
② なお、調査対象とした事業者からは、a）平成 11 年３月の制度創設以前は、機器を提出せず書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の
方式の１つ【総務 7の端末機器の技術基準適合認定制度下における、いわゆる型式毎認定】で受検をしていたこと、b）11 年３月の制度創設以降、
大量生産機種向けの設計（タイプ）による認証制度【当該制度】で受検をするように切り替えていること、及び、c）制度改変前後における検査
内容等に格段の相違は見られず、検査受検によって負担しているコストに変化はないこと、などの意見が寄せられている。 
③ 上記にかんがみ、以下で提示している検査検定受検者側が負担しているコストに関する情報は、当該制度創設以前の『端末機器の技術基準適
合認定（総務 7）』制度下におけるいわゆる型式毎認定の情報も、一括して計上している。 
④ さらに、調査対象とした事業者において、認定試験事業者による試験データの活用を行っている事業者は存在しなかったため、当該制度改変
による影響については把握できなかった。 

 
１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生
の有無 ～平成 13年 12 月 平成 14 年 1月～ 

説 明 

① 手 数 料 ○ 

■手数料単価（電話機） 
351,700 円 

※平成 11 年 3 月までは、総務 7
の端末機器の技術基準適合認
定制度下における、いわゆる型
式毎認定の際の手数料 

■手数料単価（電話機） 
317,000 円 

 

左記の手数料単価については、新規申請（単独）の
際の通常料金であり、変更申請の場合や、複数型式の
同時申請の場合、認定試験事業者による試験データが
添付されている場合には、当該単価から減額される。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 
事前相談△
事前審査○

380,000 円 
（164 人時間） 

社内で行われる事前審査（データ計測等）に費やさ
れる時間数が大半を占めている。 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 △ ― 
１社のみ、事前相談の際に指定認定機関である財団法人
電気通信端末機器審査協会（東京）を訪問したとの回答があ
ったが、全体的な傾向とは言えないため、削除対応とした。 

④ 機 会 費 用 × 
【参考】検査実施主体での検査に要する時間 5～20 日 

（書類申請～書類受理までの時間） 
検査機関での審査は書類審査であり、受検者による
検査への立会いも行われていない。 

⑤ 運 搬 コ ス ト △ 1,000 円 
申請書類の提出時及び認定証書の受理時の交通費。
なお、書類審査であるため、機器の運搬はない。 

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書類作成コスト ○ 
1,100,000 円 
（271 枚） 

機器操作マニュアルが含まれており、それが全体の約３
分の１程度を占めている。なお、例えば財団法人電気通信
端末機器審査協会が収受している書類は平均52枚 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ―  

⑨ 事前準備コスト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

1,832,700 円／型式 
（①、③、⑤及び⑦の合計）

1,798,000 円／型式 
（①、③、⑤及び⑦の合計）

 
※1受検型式当たりの平均生産台数 272,441 台を基に計算 

 

 

 

合 計 
― 

6.73 円/台 6.60 円/台 
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(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

① 指定認定機関の 1つである財団法人電気通信端末機器審査協会を対象にして、調査を実施した。 

② 表記の数値は、『携帯電話（端末機）』を検査する際に要するコストを記載している。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 個別認定 

―総務 7：技術基準適合認定― 
型式検定 

―総務 8：設計認証― 

説 明 

人件費 ○ 

事前相談  1.6 人時間 

事前準備  3.3 人時間 

審  査  5.8 人時間 

 
合計 40,000 円 
（11 人時間） 

事前相談  3.5 人時間 

事前準備  4.2 人時間 

審  査  69.5 人時間 

 
合計 180,000 円 
（77 人時間） 

事前相談、事前準備（書類の不備等の補
正等）及び本審査に要するコスト 
すべて、機関内において実施しているた

め旅費は発生しない。 

① 検査検定
実施コスト 

旅 費 × ― ―  

② 機器運搬コスト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 
【参考】測定機器の年間の減価償却費 

約 30,000,000 円 
区分が困難とした上で、機関全体の測定

機器全体の各年度減価償却費を提示 

④ そ の 他 × ― ― 
その他、建物賃借料、管理部門人件費等

の間接費も発生しているがここでは割愛 

合 計 ― ― ―  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

［個別検定制度に加え、型式認定制度の導入］ 

指定認定機関である財団法人電気通信端末機器審査協会の意見によると、基本的には書類による審査であり、平成 11

年３月に機器を提出せず書面のみで同一の型式ごとに認定を受ける従来の方式の１つ（いわゆる型式毎認定）が、別途

新たに設計認証制度として制度化される前後において、審査方法に大きな変更がなかったことから、制度改変前後での

コスト面での変化は特段見られないとのことであった。一方、受検者側の回答においても、制度改変前後でのコスト面

での変化はないとの意見が寄せられており、調査結果とも一致する。 

 

［認定試験事業者による試験データの活用］ 

 今回調査対象とした携帯電話メーカーにおいては、認定試験事業者による試験データの活用を行っている事業者が存

在しなかったため、当該制度改変前後でのコスト面での変化を把握することはできなかった。 

 しかしながら、平成 13 年度の実績では、当該制度での検査全体の約 18 パーセントが認定試験事業者による試験デー

タを活用する形での受検であること、当該制度を活用した受検の場合、手数料の減額、検査の一部省略などの措置が講

じられており、その影響は、①手数料及び③受検対応コスト（人件費）に反映されるものと推測される。 

 

［公益法人要件の撤廃、指定認定機関に係る手数料を法定制→認可制へ移行］ 

当該制度改変を受けて、財団法人電気通信端末機器審査協会では、平成 14 年１月１日に手数料を一律約 10 パーセン

ト程度値下げ（電話機の例では、１型式当たり約 3 万 5,000 円、10 パーセントの値下げ）しており、その影響は、①手

数料に反映されている。 

 

［技術基準適合自己確認制度の導入］ 

平成 16 年１月 26 日から、端末機器の技術基準への適合性を製造業者等が自ら確認できる制度が導入され、製品の迅速

な市場への投入が促進されることが期待される。 

(2) 選 択 範 囲 

従来から存在する個別認定制度（総務７の端末機器の技術基準適合認定）と、型式検定制度（当該制度）が並立導入され

ていること、認定試験事業者による試験データの活用制度が導入されたこと、さらに受検者がこれらの制度の活用を選択す

ることができることになり、受検者にとっての選択範囲は拡大している。 

また、技術基準適合自己確認制度の導入により、受検者にとっての選択範囲は一層拡大することが期待される。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 総務 9:端末設備基準適合認定 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 9 

(2) 制 度 名 端末設備基準適合認定 

(3) 根 拠 法 令 等 名 

旧・郵便振替規則（昭和 23 年逓信省令第 32 号。以下「規則」という。）第 50条の６第１項 

旧・郵便振替規則第 50 条の６第１項の基準等（平成 10 年郵政省告示第 500 号。以下「基準等」という。）第２ 

→平成 15 年４月１日に廃止されており、現在は、日本郵政公社の内部基準にて定義されている。 

(4) 所管府省部局等名 
旧・郵政事業庁貯金部業務課 

 →平成 15 年４月１日に、日本郵政公社に移行 

（注） 当該制度は、平成 15 年４月に、国（旧・郵政事業庁）による検査から、公社化された日本郵政公社による検査へと移行している。これ以降の
制度概要については、従前の国による検査についての情報を整理している。 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

デビットカードサービス（キャッシュカードを利用して預貯金口座の残高の範囲内でデパートやスーパーなどの店頭で

買物代金を即時にキャッシュレスで決済するサービス）実施希望企業が設置する端末設備が、郵便貯金キャッシュカード

を利用した決済が可能である端末設備であることを確認すること。 

(2) 制 度 の 概 要 
デビットカードサービス実施希望企業から、認定請求書及び必要書類（端末設備の仕様等に関する資料等）の提出を受

け、書類審査及び接続試験により、当該企業が設置する端末設備が告示基準に適合するか否かを審査 

(3) 施 行 年 月 日 平成 10 年 10 月 26 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

デビットカードサービス用端末設備 

（根拠法令等名：規則第 50 条の 6第 1項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
デビットカードサービス実施希望企業 

（根拠法令等名：基準等第 2） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
［国の機関］旧・郵政事業庁 

（根拠法令等名：規則第 50 条の６第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

旧・郵政事業庁 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 基準等第２ 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
使用前、随時 

（根拠法令等名：なし） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 

請求書 否 

端末設備の仕様等 可 

端末設備の設置場所一覧 可 

会社の定款又はこれに準ずる書類 否 

財務状況に関する書類（３年分） 否  

(3) 検査検定の受検手数料 
なし 

（手数料を設定していない理由：なし） 

■ 書面     ■ 実地 
施設・設備 

■ 運転中   □ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製 品 等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
郵政事業庁長官 

（根拠法令等名：規則第 50 条の６第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 認定通知書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
認定端末設置に重大な変更がない限り有効 

（根拠法令等名：なし） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数     ―     ―     ―     ―     ― 

(2) 検査検定実施件数     ―     14     69     120     20 

(3) 手 数 料 収 入 総 額     ―     ―     ―     ―     ― 

（注） 当該検査制度においては、手数料を徴収していない。 
 



検査検定制度名等 総務 10  :製造所等の検査 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 10-1:製造所等の完成検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 10-1 

(2) 制 度 名 製造所等の検査（製造所等の完成検査） 
(3) 根 拠 法 令 等 名 消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 11 条第５項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁危険物保安室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
 製造所等における火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災による被害を軽減し、

もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

 法第 11 条第５項の規定による製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可を受けた者は、設置又

は変更を行ったときには、市町村長等が行う完成検査を受け、法第 10 条第４項の技術上の基準に適合していると認められ

た後でなければ、当該製造所等を使用してはならない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 34 年９月 30 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

① 検査検定実施主体の見直し 

平成 11 年３月 17 日： 製造所等の変更工事に係る完成検査等について自主検査結果の活用が図られた。 

② 検査検定方法の見直し 

平成 13 年４月９日： 国際流通の一層の円滑化を図る観点から、タンクコンテナの輸入時に行う完成検査について、

危険物を貯蔵した状態で行う等を内容とするタンクコンテナに係る完成検査の簡素化及び合理化

等が図られた。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備 

（根拠法令等名：法第 11 条第５項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
製造所等の設置又は、製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者で、当該設置又は変更を行ったもの。 

（根拠法令等名：法第 11 条第５項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]総務省 

（根拠法令等名：法第 11 条第１項及び第５項） 

[地方公共団体]都道府県、市町村 

（根拠法令等名：法第 11 条第１項及び第５項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

総務省本省 

都道府県（47） 

市町村（全国 894 消防本部、平成 15 年４月１日現在） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準 

（根拠法令等名：法第 10 条第４項） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
製造所等の使用前 

（根拠法令等名：法第 11 条第５項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否（システム検討中） 

(3) 検査検定の受検手数料 
法第 16 条の４第１項、危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号）第 40 条、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令（平成 12 年政令第 16 号）による。 

□ 書面    ■ 実地   （一部書面可） 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 （仮使用承認により一部運転可） 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別 （抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
市町村長等 

（根拠法令等名：法第 11 条第１項及び第２項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 完成検査済証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 
製造所等の変更工事に係る完成検査等について自己検査結果の活用が可能 

（根拠法令等名：平成 11 年３月 17 日付消防危第 22 号危険物規制課長通知） 

 
８ 検査検定の実績                                                （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 

(2) 検査検定実施件数 53,103 47,729 45,838 45,816 45,592 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 不明 

 
９ 検査検定に要するコスト 
（1）コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

① 次の制度改変をコスト分析の対象とした。 

平成 11 年３月 17 日：製造所等の一定の変更工事に係る完成検査等について、認定事業所が行う自主検査結果を活用するインセンティブ制度の導入 

② 今回の調査では、完成検査について、液体危険物タンクを有する製造所等について行われる変更工事を対象として、コストの状況を把握するとと

もに、完成検査前検査については、液体危険物タンクのうち屋外タンク貯蔵所に対して行われる水張検査に係るコストの状況を把握することとした。 

③ コスト分析は、インセンティブ制度を導入していない事業者について行うとともに、インセンティブ制度を導入した事業者については、①の制度

改変による影響を把握するため、その導入以前と、その導入により自主検査結果を活用した場合のコストを比較する方法で行った。 

 
（2）検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等] 

① 石油精製事業者、石油化学事業者等 26 事業者を調査対象とした。このうち、調査対象とした平成９年度から 13 年度の期間中にインセンティブ

制度の認定事業者となり自主検査結果を活用した実績のある事業者は４事業者あり、いずれも 13 年度に活用実績があることから、これら４事業

者については、インセンティブ制度の導入以前（９年度から 12 年度）と導入後（13 年度）の受検に要するコスト比較を行った。 

なお、平成 11 年３月のインセンティブ制度導入後、13 年度までに全国で認定事業者となっているのは、石油精製事業者を中心とする上記の４

事業者を含む 12 事業者である。 

② 今回調査対象とした事業者において、調査対象期間中（平成９年度から 13 年度）に完成検査を受検した液体危険物タンクの規模は、容量１千

キロリットル以上１万キロリットル未満のものが全体の約 40 パーセント、１万キロリットル以上のものが約 27 パーセントであり、この両区分の

ものが全体の約７割を占めている。タンク容量の別については、実地検査時間等に大きな差異はないことから（１万キロリットル未満のものが約

１時間、１万キロリットル以上のものが約２時間程度）、コスト分析はタンク容量別の区分は行わずに実施した。 

 

１件当たりコスト 

インセンティブ制度を導入し自主検査を行っ

た事業者（４事業者）の変化の状況 
区  分 

コスト

発生の

有無 

インセンティブ制度

を導入していない事

業者（22 事業者） 平成 9～12 年度 平成 13 年度 

説 明 

① 手 数 料 ○ 11,000 円 9,400 円 8,900 円 
手数料単価は、対象となる工事の内容
により異なる。 

② 手数料以外の納付金 × － － －  

人件費 ○ 

13,000 円 

(5.5 人時間) 

（内訳） 

事前相談 1.5 人時間

実地検査 4.0 人時間

10,000 円 

(4.2 人時間) 

(内訳) 

事前相談 0.2 人時間

実地検査 4.0 人時間 

10,000 円 

(4.2 人時間) 

(内訳) 

事前相談 0.2 人時間

実地検査 4.0 人時間

 

③ 受検対応

コスト 

旅 費 ○ 

14,000 円 

（内訳） 

事前相談１人×１回

書類提出１人×１回

7,000 円 

（内訳） 

書類提出１人×１回

7,000 円 

（内訳） 

書類提出１人×１回

移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使

用 

④ 機 会 費 用 × － － －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × － － －  

⑥ 保 管 コ ス ト × － － －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
14,000 円 

（5.9 人時間、11 枚）

44,000 円 

（19.0 人時間、9枚）

44,000 円 

（19.0 人時間、9枚）

※ 

※ インセンティブ制度を活用した工事
の場合は、完成検査申請時に、申請書
のほか、自主検査結果報告書とチェッ
クリストを提出している。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ ※ 0 0 
※ 自主検査及び図面等の作成を外部委
託している場合あり 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ ※ ※ ※ 
※ 自社試験等にコストを要している場
合あり 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （12,000 円） （3,900 円） （3,900 円） 
消防法に基づく定期点検 
タンク１基当たり 

⑪ 任意自主点検コスト △ ※ ※ ※ 
※ 日常点検等の実施（実施内容は事業
者により異なる。） 

⑫ インセンティブ適用コスト △ － － 

（導入コスト） 

・申請手数料 

（420,000 円） 

・書類作成コスト 

（1,800,000 円、 

770 人時間） 

認定有効期間は５年 

⑬ そ の 他 × － － －  

52,000 円 70,400 円 69,900 円 
合 計 － 

（①、③及び⑦の合計） 
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（3）検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等] 

検査検定実施主体は市町村長等であり、検査を実施する 16 の消防局及び消防本部を調査対象とした。なお、検査実施主体に対しては、インセンテ

ィブ制度の導入実績が少ないことからインセンティブ制度導入前後のコスト比較は実施していない。 

 

区   分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

12,000 円 

(5.0 人時間) 

（内訳） 

事前相談 0.7 人時間 

書類審査 0.6 人時間 

実地検査 3.7 人時間 

 

① 検査検定

実施コスト 

旅 費 ○ 7,000 円 移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 19,000 円  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

コスト分析結果からは、制度改変によるコスト削減の影響は把握できなかった。 

なお、受検手数料について、インセンティブ制度の導入により自主検査結果を活用した場合においても、自主検査結果を

活用しない場合と受検手数料が同額であることについて、受検者から、自主検査結果を活用した場合にメリットの導入を求

める意見があった。 

(2) 選 択 範 囲 

受検者から、時間外や休日に自主検査が可能となったことから、消防本部のスケジュールに左右されることがなくなり、

検査時期の選択の幅が広がり、また、時間短縮が可能となったとの意見があった。 

なお、インセンティブ制度の対象となる変更工事の内容が、タンク本体工事の対象が１千キロリットル未満のタンクに限

定されていることについて、対象範囲の拡大を求める意見があった。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 総務 10 :製造所等の検査 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 10-2:製造所等の完成検査前検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 10-2 

(2) 制 度 名 製造所等の検査（製造所等の完成検査前検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 11 条の２第１項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁危険物保安室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
製造所等における火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災による被害を軽減し、も

って安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

 工事の工程が製造所等の安全性の確保の上で特に重要と考えられるタンクを有する製造所等については、完成検査を受け

る前段階の当該製造所等の設置又は変更の工事の工程ごとに完成検査前検査を受けなければならない。 

 

〔フロー図〕 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 52 年２月 15 日 

(4) 制度改変の状況 
（平成 9～13 年度） 

① 検査検定実施主体の見直し 
平成 11 年３月 17 日： 製造所等の変更工事に係る完成検査等について自主検査結果の導入が図られた。 

② 検査検定基準の見直し 
  平成 13 年３月 23 日： 海外で製作された液体危険物タンクの完成検査前検査について、海外の公正かつ中立な検査機

関による検査報告書を活用した検査の実施が図られた。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

製造所、貯蔵所、取扱所のうち、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等 
（根拠法令等名：危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号（以下「政令」という。））第８条の２第１項） 

(2) 検査検定受検者 
製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者で、当該設置又は変更を行ったもの。 
（根拠法令等名：法第 11 条の２） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体
名 

[地方公共団体]都道府県、市町村 
（根拠法令等名：法第 11 条の２第１項） 

(2) 検査検定実施主体
の所在地・窓口数等 

都道府県（47） 
市町村（全国 894 消防本部、平成 15 年４月１日現在） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準 
（根拠法令等名：法第 10 条第４項） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時
期 

政令で定める工程ごとに行う。 
（根拠法令等名：法第 11 条の２。政令第８条の２） 

(2) 検査検定の受検の
申請書に係る電子化
対応 

否（システム検討中） 

(3) 検査検定の受検手数料 法第 16 条の４第１項、政令第 40 条、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成 12 年政令第 16 号）による。 

□ 書面    ■ 実地   （一部書面可） 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 （仮使用承認により一部運転可） 

□ 型式      □ 個別（□ 全個）  □ 個別（□ 抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検 査
検 定 の
実 施 方
法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
市町村長等 
（根拠法令等名：法第 11 条の２第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 タンク検査済証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 
製造所等の変更工事に係る完成検査等について自己検査結果の活用が可能 
（根拠法令等名：平成 11 年３月 17 日付消防危第 22 号危険物規制課長通知） 

 

８ 検査検定の実績                                               （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 

(2) 検査検定実施件数 33,654 27,081 22,767 23,118 21,774 

(3) 手数料収入総額 不明 

 

９ 検査検定に要するコスト 

（1）コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

① 次の制度改変をコスト分析の対象とした。 

平成 11 年３月 17 日：製造所等の一定の変更工事に係る完成検査等について、認定事業所が行う自主検査結果を活用するインセンティブ制度の導入 

② 今回の調査では、完成検査について、液体危険物タンクを有する製造所等について行われる変更工事を対象として、コストの状況を把握するとと

もに、完成検査前検査については、液体危険物タンクのうち屋外タンク貯蔵所に対して行われる水張検査に係るコストの状況を把握することとした。 

③ コスト分析は、インセンティブ制度を導入していない事業者について行うとともに、インセンティブ制度を導入した事業者については、①の制度

改変による影響を把握するため、その導入以前と、その導入により自主検査結果を活用した場合のコストを比較する方法で行った。 

 

（2）検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等] 

① 石油精製事業者、石油化学事業者等 22 事業者を調査対象とした。このうち、調査対象とした平成９年度から 13 年度の期間中にインセンティブ

制度の認定事業者となった事業者は４事業者あるが、このうち同期間中に自主検査結果を活用した実績のある事業者は１事業者（13 年度の１事

例）のみであり、同事業者については、インセンティブ制度の導入以前（９年度から 12 年度）と導入後（13 年度）の受検に要するコスト比較を

行った。 

なお、平成 11 年３月のインセンティブ制度導入後、13 年度までに全国で認定事業者となっているのは、石油精製事業者を中心とする上記の４

事業者を含む 12 事業者である。 

② 今回調査対象とした事業者において、調査対象期間中（平成９年度から 13 年度）に完成検査前検査を受検した液体危険物タンクの規模は、容

量１千キロリットル以上１万キロリットル未満のものが全体の約 24 パーセント、１万キロリットル以上のものが約 54 パーセントであり、この両

区分のものが全体の約８割を占めている。タンク容量の別については、実地検査時間等に大きな差異はないことから（１万キロリットル未満のも

のが約１時間、１万キロリットル以上のものが約２時間程度）、コスト分析はタンク容量別の区分は行わずに実施した。 

 

１件当たりコスト 

インセンティブ制度を導入し自主検査を行っ
た事業者（１事業者）の変化の状況 

区  分 
コスト
発生の
有無 

インセンティブ制度
を導入していない事
業者（21 事業者） 平成 9～12 年度 平成 13 年度 

説 明 

① 手 数 料 ○ 130,000 円 6,000 円 6,000 円 
手数料単価は、対象となる工事の内容
により異なる。 

② 手数料以外の納付金 × － － －  

人件費 ○ 

15,000 円 
(6.5 人時間) 

（内訳） 
事前相談 1.4 人時間
実地検査 5.1 人時間

19,000 円 
(8.0 人時間) 

(内訳) 
事前相談   0 人時間
実地検査 8.0 人時間

19,000 円 
(8.0 人時間) 

(内訳) 
事前相談  0 人時間
実地検査 8.0 人時間

 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 ○ 

14,000 円 
（内訳） 
事前相談１人×１回
書類提出１人×１回

7,000 円 
（内訳） 
書類提出１人×１回

7,000 円 
（内訳） 
書類提出１人×１回

移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使
用 

④ 機 会 費 用 × － － －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × － － －  

⑥ 保 管 コ ス ト × － － －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
11,000 円 

（4.7 人時間、10 枚）
19,000 円 

（8.0 人時間、10 枚）

19,000 円 
（8.0 人時間、10 枚）

※ 

※ インセンティブ制度を活用した工事の場
合は、完成検査申請時に、申請書のほか、
自主検査結果報告書とチェックリストを提
出している。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト 
○ 

1,300,000 円 
※１ 

9,000 円 
（4.0 人時間）※２ 

9,000 円 
（4.0 人時間）※２

※１ 自主検査や水張用配管の準備等につい
て、外部委託で行っている場合と、自社で
事前準備を行っている場合があり、これら
を平均 
※２ ホース・ポンプ等水張の準備に要した
コスト 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （6,500 円） （19,000 円） （19,000 円） 
消防法に基づく定期点検 
タンク１基当たり 

⑪ 任意自主点検コスト △ ※ ※ ※ 
※ 日常点検等の実施（実施内容は事業
者により異なる。） 

⑫ インセンティブ適用コスト △ － － 

（導入コスト） 
・申請手数料 
（240,000 円） 

・書類作成コスト 
（3,200,000 円、
1,400 人時間） 

認定有効期間は５年 

⑬ そ の 他 × － － －  

1,470,000 円 60,000 円 60,000 円 
合 計 － 

（①、③、⑦、⑧又は⑨の合計） 
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（3）検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等] 

検査検定実施主体は市町村長等であり、検査を実施する 16 の消防局及び消防本部を調査対象とした。なお、検査実施主体に対しては、インセンテ

ィブ制度の導入実績が少ないことからインセンティブ制度導入前後のコスト比較は実施していない。 

 

区 分 
コスト発
生の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

10,000 円 
(4.4 人時間) 

（内訳） 
事前相談 0.9 人時間 
書類審査 0.2 人時間 
実地検査 3.3 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000 円 移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 17,000 円  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

コスト分析結果からは、制度改変によるコスト削減の影響は把握できなかった。 

なお、受検手数料について、インセンティブ制度の導入により自主検査結果を活用した場合においても、自主検査結果を

活用しない場合と受検手数料が同額であることについて、受検者から、自主検査結果を活用した場合にメリットの導入を求

める意見があった。 

(2) 選 択 範 囲 

受検者から、時間外や休日に自主検査が可能となったことから、消防本部のスケジュールに左右されることがなくなり、

検査時期の選択の幅が広がり、また、時間短縮が可能となったとの意見があった。 

なお、インセンティブ制度の対象となる変更工事の内容が、１千キロリットル未満のタンクに限定されていることについ

て、対象範囲の拡大を求める意見があった。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度 総務 10  :製造所等の検査 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 10-3:特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安に関する検査

 

１ 検査検定制度名 

(1) 整 理 番 号 総務 10-3 

(2) 制 度 名 製造所等の検査（特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安に関する検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 14 条の３第１項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁危険物保安室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
製造所等における火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災による被害を軽減し、

もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

 製造所等の完成後の一定時期ごとに、一定の製造所等に対し保安検査が義務付けられている。当該保安検査は、市町村

長等が行政行為として製造所等の検査を行うものである。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 49 年６月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

屋外タンク貯蔵所については、容量１万キロリットル以上のもの。 

移送取扱所については、配管の延長が 15 キロメートルを超えるもの、又は配管の最大常用圧力が 0.95 メガパスカル以

上でかつ延長が７キロメートル以上 15 キロメートル以下のもの。 

（根拠法令等名：危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号。以下「政令」という。）第８条の４第１項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者 

（根拠法令等名：法第 14 条の３第１項。政令第８条の４第１項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]総務省  
（根拠法令等名：法第 14 条の３第１項） 

[地方公共団体]都道府県、市町村 
（根拠法令等名：法第 14 条の３第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

総務省本省 
都道府県（47） 
市町村（全国 894 消防本部、平成 15 年４月１日現在） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準 
（根拠法令等名：法第 10 条第４項） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
原則として８年に１回 
（根拠法令等名：政令第８条の４第２項第１号及び第２号） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否（システム検討中） 

(3) 検査検定の受検手数料 法第 16 条の４第１項、政令第 40 条、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成 12 年政令第 16 号）による。 

□ 書面    ■ 実地   （一部書面可） 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 （移送取扱所については、運転中のケースあり） 

□ 型式      □ 個別（全個）   □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
市町村長等 

（根拠法令等名：法第 14 条の３） 

(6) 合 格 付 与 方 法 保安検査済証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
原則として、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特

定屋外タンク貯蔵所については 10 年間、前以外の特定屋外タンクについては８年間、移送取扱所については１年間 
（根拠法令等名：政令第８条の４第２項第１号、第２号及び第３号） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
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８ 検査検定の実績                                               （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 

(2) 検査検定実施件数 313 331 318 291 313 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 不明 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

石油精製事業者等９事業者を調査対象として、特定屋外タンク貯蔵所（１万キロリットル以上５万キロリットル未満のタンクのもの。）に係る特 

定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安に関する検査の受検に係る状況を調査した結果をコスト分析した。 

 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 790,000 円 平成 13 年度の受検手数料額 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

40,000 円 
（17.5 人時間） 

（内訳） 
実地検査 17.5 人時間 

事前相談は多くの事業者において実施されていない。 
③ 受検対応コ
スト 

旅 費 ○ 
7,000 円 

（内訳） 
書類提出 1人×1回 

移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使用 

④ 機 会 費 用 （○） 
平均 3～5か月間 
タンクを開放 

受検に際してタンクを開放するに併せてタンクの補修工事等も行われることが多く、これ
らを含めタンクの開放期間は平均 3か月間から 5か月間となっているが、他のタンクに移し
替える等の対応により機会費用は発生していないと回答の事業者もあり、受検によるタンク
開放期間がどの程度機会費用に結びついているかは不明 

⑤ 運 搬 コ ス ト △ － 
検査用機器の運搬にコストを要していると回答の事業者がある（３事業者：10 万円程度/
１件）。 

⑥ 保 管 コ ス ト △ － 
受検タンクの内容物を他のタンクに移し保管するコストを要していると回答の事業者が
ある（１事業者：500 万円程度/１件）。 

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
11,000 円 

（4.6 人時間、12 枚）
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ － 

民間の検査会社に非破壊検査等を外部委託で実施している例がある（３事業者：数百万円
ないし１千万円以上）。 
申請書類の作成や検査の立会を外部委託している例がある（４事業者：内容により 10 万
円ないし数百万円程度）。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 
自主検査・各種点検や検査前のコーティング剥離及び同復旧等にコストを要していると回
答の事業者がある（７事業者：人時間や金額はまちまち）。 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （有） 
年１回の定期点検にコストを要していると回答の事業者がある（２人時間程度と回答の事
業者が多いが、数十時間以上と回答のものもある。）。 

⑪ 任意自主点検コスト △ － 日常的に行われている場合が多いが、内容はまちまち 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
848,000 円 

（①、③及び⑦の合計）

⑤、⑥、⑧及び⑨については、事業者一般にコストを要しているか否かの判断が困難であ
り、また金額もまちまちであることから、受検１件当たりのコストを算出するに当たって、
合計には含めていない。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

検査検定実施主体は市町村長等であり、検査を実施する 10 の消防局及び消防本部を調査対象として、特定屋外タンク貯蔵所（１万キロリット

ル以上５万キロリットル未満のタンクのもの。）に係る特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安に関する検査の実施に係る状況を調査した結

果をコスト分析した。 

 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

22,000 円 
(9.3 人時間) 

（内訳） 
実地検査 9.3 人時間 

３検査主体から事前相談に 1.5 人時間程度のコストを要しているとの回答も
あり。 ① 検査検定実

施コスト 

旅 費 ○ 
14,000 円 
（２人） 

移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 36,000 円  

 



検査検定制度 総務 10  :製造所等の検査 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 10-4：不等沈下等の場合の特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 10-4 

(2) 制 度 名 製造所等の検査（不等沈下等の場合の特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 14 条の３第２項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁危険物保安室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
製造所等における火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災による被害を軽減し、 

もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

製造所等の完成後に、不等沈下など一定の事由が生じた場合に、一定の製造所等に対し保安検査が義務付けられている。
当該保安検査は、市町村等が行政行為として製造所等の検査を行うものである。 
 

〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 52 年２月 15 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

屋外タンク貯蔵所で容量１千キロリットル以上のもの。 
（根拠法令等名：危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号。以下「政令」という。）第８条の４第４項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
政令で定める屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事項が生じた時の、当該所有者、管理者又は占有者 
（根拠法令等名：法第 14 条の３第２項。政令第８条の４第４項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[地方公共団体]都道府県及び市町村 
（根拠法令等名：法第 14 条の３第２項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県（47） 
市町村（全国 894 消防本部、平成 15 年４月１日現在） 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 
製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準 
（根拠法令等名：法第 10 条第４項） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
１/100 以上の不等沈下が発生した場合など 
（根拠法令等名：政令第８条の４第５項。危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号。以下「規則」とい

う。）第 62 条の２の３） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否（システム検討中） 

(3) 検査検定の受検手数料 法第 16 条の４第１項、政令第 40 条、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成 12 年政令第 16 号)による。 

□ 書面     ■ 実地 （一部書面可） 
施設・設備 

□ 運転中    ■ 運転停止 

□ 型式       □ 個別（全個）   □ 個別（抽出） 

□ 書面     □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内   □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
市町村長等 
（根拠法令等名：法第 14 条の３） 

(6) 合 格 付 与 方 法 保安検査済証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
原則として、なし 
（根拠法令等名：政令第８条の４第５項。規則第 62 条の２の３） 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                                （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 

(2) 検査検定実施件数 24 32 21 23 10 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 不明 
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検査検定制度 総務 11  ：検定対象機械器具等の検定 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 11-1：型式承認に係る試験 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 11-1 

(2) 制 度 名 検定対象機械器具等の検定（型式承認に係る試験） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 21 条の３第３項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁予防課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

検定対象機械器具等は、火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重要な役割を果たすものであるが、一定

の性能等を有しないことにより実際の火災等において必要な機能を発揮することができないものがあるとすれば、国民の生命、身

体及び財産を火災から保護することができず極めて問題であることから、検定対象機械器具等の検定制度により、一定の性能等

を有することについてあらかじめ検査をし、かかる一定の性能等を担保する必要があるもの。 

(2) 制 度 の 概 要 

① 申請者は、型式試験の申請を行う場合、型式申請書類に消防法令で定める見本を添えて日本消防検定協会又は指定検定

機関（以下「協会等」という。）に提出する。 

② 協会等は、提出された①の見本について、検定対象機械器具等に係る技術上の規格を定める省令（以下「規格省令」とい

う。）に適合しているかどうかについて該当する規格省令に基づく試験（以下「型式試験」という。）を行う。 

③ 協会等は、②の型式試験の結果に意見を付して申請者に通知する。 

④ 申請者は、③の型式試験の結果及び意見を添えて型式承認の申請を総務大臣に行う。 

⑤ 総務大臣は、申請された④の型式の形状等が消防法令の技術基準等に適合しているか審査し、適合している場合には型式

承認をする。 

⑥ 総務大臣は、⑤により型式承認をしたときは、申請者に通知するとともに、公示する。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 39 年１月１日 

(4) 制 度 改 変 の状 況 

（平成 9～13 年度） 

なし 

※ 平成 14 年度以降の制度改変の状況 

平成 14 年 10 月 25 日： 指定検定機関の指定要件として、公益法人要件を除外した。 

平成15年 ６ 月 18日： 法の一部改正により指定検定機関を登録検定機関に改めるとともに、型式承認に係る試験を実施し 

たものが個別検定を行うこととした（平成 16 年６月１日から施行）。 

総務大臣 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

検定対象機械器具等 

（根拠法令等名：消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号。以下「施行令」という。）第 37 条。消防法施行規則（昭和 36 年自治省 

令第６号）第 34 条の３及び第 34 条の４） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
型式承認を受けるため検定対象機械器具等についての試験を受けようとする者 

（根拠法令等名：法第 21 条の３第１項、第２項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[指定検査機関等]日本消防検定協会 

（根拠法令等名：法第 21 条の３第１項から第３項まで） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

日本消防検定協会（本所：東京都調布市） 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 法第 21 条の２第２項、消火器の技術上の規格を定める省令（昭和 39 年自治省令第 27 号）等 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
型式承認を受けようとする時 

（根拠法令等名：法第 21 条の３第１項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

 

 

 

日本消防検定協会

又は指定検定機関

 

 

 

 

申請者 

使用者

④ 型式承認 
③ 型式承認申請

① 型式試験申請 

② 型式試験結果通知 

⑤ 個別検定申請 

⑥ 個別検定 
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(3) 検査検定の受検手数料 法第 21 条の 15、施行令第 40 条による。 

□ 書面   □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

■ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

■ 書面    ■ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製品等 

■ 検査場内  ■ 現地 （２次試験は、現地において実施する。） 

(5) 合 格 付 与 権 者 
なし（日本消防検定協会又は登録検定機関において実施した試験の結果に基づき、総務大臣は当該型式を承認する。） 

（根拠法令等名：法第 21 条の３第３項及び第 21 条の４第２項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 
型式試験…試験結果に意見を付して通知する。 

（型式承認…型式承認をした場合は、その旨を通知する。） 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績  （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 169 （平成 14 年８月現在） 

(2) 検査検定実施件数 569 336 367 360 431 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 22,773 14,965 12,662 12,338 18,517 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

① 検定対象機械器具等を製造する事業者を調査対象とし、検定対象機械器具等のうち型式試験申請数が多い「消火器」及び「火災報知設備の感知器」

の２種類を調査対象品目として、これに係る型式承認に係る試験の受検に係る状況を調査した結果をコスト分析した。 

② 「消火器」については５事業者、「火災報知設備の感知器」については４事業者を調査対象とした。 

 

【消火器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 11,000 円 受検手数料額 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

8,000 円 
（3.4 人時間） 

（内訳） 
事前相談 1.0 人時間 

実地検査(説明)2.4 人時間

型式試験は第一次試験と第二次試験に分かれており、第二次試験は申請者が類
似の型式を取得している場合等に省略されることがある。左記に記載のコストは、第
一次試験のみに係るもので、実地検査（説明）は日本消防検定協会に書類及び見本
を持ち込んだ際の説明等に要するものである（試験は協会において実施されるが事 
業者の立会いは要しない。）。 
第二次試験が省略されない場合は、第二次試験は申請者の工場等において実施
される。 ③ 受検対応コ

スト 

旅 費 （○） 58,000 円 

協会への往復旅費２回分（日本消防検定協会への書類及び見本の持ち込みと試
験終了後の試験結果等の引き取りに要するもの） 
事業者の所在地を勘案し、移動旅費単価（全国２ないし３か所の場合：2 万 9,000
円）を使用 
日本消防検定協会への書類及び見本の持ち込みと試験終了後の試験結果等の
引き取りは社用車等で行われる場合が多いが、高速代等の運搬コストの状況はまち
まちなので、旅費相当額としてコスト計算した。 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト ○ － ③旅費を参照 

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
78,000 円 

（33.9 人時間、152 枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ － 
消火器の種類により、漏れ電流試験を外部委託で実施する場合があると回答の事

業者あり（１事業者回答：年度総額 4万 2,480 円） 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × －  

⑩ 法定自主点検コスト × －  

⑪ 任意自主点検コスト × －  

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
155,000 円 

（①、③及び⑦の合計） 
⑧については、一部の事業者からの回答であるので、「１件当たりコスト」には含め
ていない。 
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【火災報知設備の感知器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 56,000 円 
試験の手数料額は種別により多様であるので、検査検定実施主体による過去５か

年度の１件当たり手数料収入額の平均値を使用した。 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

19,000 円 

（8.1 人時間） 

（内訳） 

事前相談 5.8 人時間 

実地検査(説明)2.3 人時間

上記〔消火器の場合〕と同様 ③ 受検対応コ

スト 

旅費 （○） 58,000 円 上記〔消火器の場合〕と同様 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト ○ － ③旅費を参照 

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
190,000 円 

（80.9 人時間、135 枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 試験用機材の準備コストを要すると回答の事業者あり（１事業者：約８万円） 

⑩ 法定自主点検コスト × －  

⑪ 任意自主点検コスト × －  

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
323,000 円 

（①、③及び⑦の合計） 
⑨については、一部の事業者からの回答であるので、「１件当たりコスト」には含め
ていない。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

日本消防検定協会を調査対象として、平成９年度から 13年度について、「消火器」及び「火災報知設備の感知器」の２種類を調査対象品目として、型式承

認に係る試験の実施に要するコストの状況を分析した。 

 

【消火器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

300,000 円 

（実地検査（第一次試験）

128.0 人時間） 

申請者が類似の型式を取得したことがない場合等には、更に第二次試験（28.0 人

時間）が実施される。 
① 検査検定実

施コスト 

旅 費 △ － 第二次試験を実施する場合は、事業者の工場への往復旅費を要する。 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト △ － 

検査検定用機器については維持管理コストが発生しているが、調査対象品目に係

るコストを分割計上することは困難であるが、ISO/IEC17025 に基づく試験所としての

要件を満足するよう、常に計測器、試験機器等の校正、維持、管理がされている。 

④ そ の 他 × －  

合 計 － 300,000 円  

 

【火災報知設備の感知器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

320,000 円 

（実地検査（第一次試験）

137.5 人時間） 

申請者が類似の型式を取得したことがない場合等には、更に第二次試験（9.3 人時

間）が実施される。 
① 検査検定実

施コスト 

旅 費 △ － 第二次試験を実施する場合は、事業者の工場への往復旅費を要する。 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト △ － 

検査検定用機器については維持管理コストが発生しているが、調査対象品目に係

るコストを分割計上することは困難であるが、ISO/IEC17025 に基づく試験所としての

要件を満足するよう、常に計測器、試験機器等の校正、維持、管理がされている。 

④ そ の 他 × －  

合 計 － 320,000 円  

 



検査検定制度 総務 11  :検定対象機械器具等の検定 

検査検定関係許認可等事項名等 総務11-2:検定対象機械器具等の個別検定 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 11-2 

(2) 制 度 名 検定対象機械器具等の検定（検定対象機械器具等の個別検定） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）第 21 条の８第 1項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁予防課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

検定対象機械器具等は、火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重要な役割を果たすものであるが、一定

の性能等を有しないことにより実際の火災等において必要な機能を発揮することができないものがあるとすれば、国民の生命、

身体及び財産を火災から保護することができず極めて問題であることから、検定対象機械器具等の検定制度により、一定の性

能等を有することについてあらかじめ検査をし、かかる一定の性能等を担保する必要があるもの。 

(2) 制 度 の 概 要 

① 申請者は、型式承認された型式の製品について個別検定を受ける場合、申請書を日本消防検定協会又は指定検定機関

（以下「協会等」という。）に提出する。 

② 協会等は、申請のあった検定対象機械器具等について個別検定を行い、その形状等が型式承認を受けた型式に係る形状

等と同一であるときは、個別検定に合格したものとし、合格の表示を付す。 

③ 販売業者等は、②の表示が付されているものでなければ、販売、陳列してはならず、設置等の工事に使用してはならない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 39 年１月１日 

(4) 制 度 改 変 の状 況 

（平成 9～13 年度） 

なし 

 

※ 平成 14 年度以降の制度改変の状況 

平成 14 年 10 月 25 日： 指定検定機関の指定要件として、公益法人要件を除外した。 

平成 15年 ６月 18日： 法の一部改正により指定検定機関を登録検定機関に改めるとともに、型式承認に係る試験を実施し

たものが個別検定を行うこととした（平成 16 年６月１日から施行）。 

総務大臣 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名称・

範囲等 

検定対象機械器具等 

（根拠法令等名：消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。）第37条。消防法施行規則（昭和36年自治省

令第６号）第 34 条の３及び第 34 条の４） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
型式承認を受けた者で当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る個別検定を受けようとする者 

（根拠法令等名：法第 21 条の７） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[指定検査機関等]日本消防検定協会 

（根拠法令等名：法第 21 条の７及び第 21 条の８第１項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 
日本消防検定協会（本所：東京都調布市、大阪支所：大阪府大阪市） 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 法第 21 条の２第２項、消火器の技術上の規格を定める省令（昭和 39 年自治省令第 27 号）等 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る個別検定を受けようとするとき 

（根拠法令等名：法第 21 条の７） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 法第 21 条の 15、施行令第 40 条による。 

□ 書面    □ 実地 (4) 検査検

定の実施
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

 

 

 

日本消防検定協会

又は指定検定機関

 

 

 

 

申請者 

使用者

④ 型式承認 
③ 型式承認申請

① 型式試験申請 

② 型式試験結果通知 

⑤ 個別検定申請 

⑥ 個別検定 
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□ 型式      □ 個別（全個）  ■ 個別（抽出） 

□ 書面    ■ 実地 

方法 

製品等 

□ 検査場内  ■ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
日本消防検定協会 

（根拠法令等名：法第 21 条の９第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 個別検定に合格した検定対象機械器具等に、合格した旨の表示を付す。 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 169 （平成 14 年８月現在） 

(2) 検査検定実施件数 11,521 11,505 11,075 10,998 10,839 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 1,380,875 1,242,795 1,162,582 1,348,376 1,277,621 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

① 検定対象機械器具等を製造する事業者を調査対象とし、検定対象機械器具等のうち検定件数が多い「消火器」及び「火災報知設備の感知器」の２種類

を調査対象品目として、検定対象機械器具等の個別検定の受検に係る状況を調査した結果をコスト分析した。 

② 「消火器」については６事業者、「火災報知設備の感知器」については５事業者を調査対象とした。 

 

【消火器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 410,000 円 

左記のコストは、調査対象事業者における１件の個別検定の手数料支払額の平均であ

る（「大型」の手数料額は１個 500 円（×114 個）、「小型」の手数料額は１個 60 円で（×

5,897 個）ある。）。 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

48,000 円 

（20.6 人時間） 

（内訳） 

事前相談 0.2 人時間

実地検査 20.4 人時間

 ③ 受検対応コ

スト 

旅費 × － 申請書類は郵送される場合が多い。 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
6,000 円 

（2.5 人時間、８枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × －  

⑩ 法定自主点検コスト × －  

⑪ 任意自主点検コスト △ － 
日常検査業務として抜取り検査を実施していると回答の事業者が１事業者あった（毎年

200 回程度×1.5 人時間）。 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
464,000 円 

（①、③及び⑦の合計）
⑪については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でないので、合計に
含めていない。 
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【火災報知設備の感知器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 1,300,000 円 左記のコストは、調査対象事業者における１件の個別検定の手数料支払額の平均である。 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

94,000 円 

（40.6 人時間） 

（内訳） 

事前相談 0.2 人時間

実地検査 40.4 人時間

 ③ 受検対応コ

スト 

旅費 ○ 29,000 円 移動旅費 2万 9,000 円（全国２ないし３か所の場合）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コスト ○ 
13,000 円 

（5.6 人時間、23 枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コスト △ － 
検定器具（温度計、濃度計等）の校正費用を要していると回答の事業者が１事業者あっ

た（年間 36 万円）。 

⑩ 法定自主点検コスト × －  

⑪ 任意自主点検コスト × －  

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
1,436,000 円 

（①、③及び⑦の合計）
⑨については、一部の事業者からの回答であり事業者一般に要するコストか否かの判
断ができないので、「１件当たりコスト」には含めていない。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

日本消防検定協会を調査対象として、平成９年度から13年度について、「消火器（小型）」及び「火災報知設備の感知器」の２種類を調査対象品目として、

検定対象機械器具等の個別検定の実施に要するコストの状況を分析した。 

 

【消火器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
36,000 円 

（実地検査 15.5 人時間）
１回の個別検定は２人程度で行われる。 

① 検査検定実

施コスト 
旅 費 ○ 58,000 円 

事業者の所在地を勘案し、移動旅費単価（全国２ないし３か所の場合：2 万 9,000 円）を

使用（2 万 9,000 円×２人） 

② 機 器 運 搬 コスト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 94,000 円  

 

【火災報知設備の感知器の場合】 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
36,000 円 

（実地検査 15.5 人時間）
１回の個別検定は２人程度で行われる。 

① 検査検定実

施コスト 
旅 費 ○ 58,000 円 

事業者の所在地を勘案し、移動旅費単価（全国２ないし３か所の場合：2 万 9,000 円）を

使用（2 万 9,000 円×２人） 

② 機 器 運 搬 コスト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 94,000 円  

 



検査検定制度名等 総務 12、  経産 7、  国交 2 ：石油パイプライン事業用施設の検査 ※ 

総務 12-1、経産 7-1、国交 2-1：事業用施設の完成検査 

総務 12-3、経産 7-3、国交 2-3：事業用施設の一部完成検査 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 12-4、経産 7-4、国交 2-4：工事を必要としない事業用施設の検査 

総務 12-5、経産 7-5、国交 2-5：事業用施設の完成検査（法第 15条第 1項

本文に規定するもの以外のもの） 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 12-1、3、4、5  経産 7-1、3、4、5  国交 2-1、3、4、5 

(2) 制 度 名 

石油パイプライン事業用施設の検査 

（事業用施設の完成検査、事業用施設の一部完成検査、工事を必要としない事業用施設の検査、事業用

施設の完成検査（法第 15 条第１項本文に規定するもの以外のもの）） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
石油パイプライン事業法（昭和 47 年法律第 105 号。以下「法」という。）第 16 条第１項、第 16 条第４項、第 18 条第

１項及び第 19 条第２項 

(4) 所管府省部局等名 
総務省消防庁危険物保安室 
経済産業省資源エネルギー庁石油流通課 
国土交通省総合政策局貨物流通施設課、航空局飛行場部新東京国際空港課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
 石油パイプラインの適正な設置、運営、並びに事業施設の保安を確保するために必要な規制を行うことで、公共の安全 

を確保し､石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図る。 

(2) 制 度 の 概 要 

① 事業用施設の完成検査 

  石油パイプライン事業者は、法第 15 条第１項の工事の計画の認可に係る事業用施設について、工事が完成したとき

は、主務大臣の検査を受けなければならない。 

② 事業用施設の一部完成検査 

  石油パイプライン事業者は、法第 15 条第１項の工事の計画の認可に係る事業用施設について、全体としては未完成

であるが、取りあえずその一部を使用して事業を行いたいという意向がある場合、主務大臣の検査を受けることができ

る。 

③ 工事を必要としない事業用施設の検査 

  石油パイプライン事業者は、法第 15 条第１項ただし書に規定する工事を必要としない事業用施設について、主務大

臣の検査を受けなければならない。 

④ 事業用施設の完成検査（法第 15 条第１項本文に規定するもの以外のもの） 

  石油パイプライン事業者は、法第 15 条第１項本文に規定するもの以外のものの工事の計画の認可に係る事業用施設

について、工事が完成したときは、主務大臣の検査を受けなければならない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 47 年 12 月 25 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 
なし 

受
付 

完
成
検
査 

完
成
検
査
合
格
証
を

交
付 

完
成
検
査
申
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

認可計画に係る事業施設 
（根拠法令等名：石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令（昭和 47 年通商産業省、運

輸省、建設省、自治省令第 1号）第 2条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
石油パイプライン事業者 
（根拠法令等名：法第 29 条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]総務省、経済産業省及び国土交通省 
（根拠法令等名：法第 41 条第１項第３号及び第３項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

総務省本省、経済産業省本省及び国土交通省本省 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準（石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令

（昭和 47 年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第 2号）） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
当該事業用施設等の工事完成後など 
（根拠法令等名：法第 16 条、第 18 条及び第 19 条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否（システム検討中） 

(3) 検査検定の受検手数料 法第 33 条、石油パイプライン事業法施行令（昭和 47 年政令第 437 号）第３条第１項による。 

□ 書面    ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 
※ 新東京国際空港公団が行なうパイプライン事業にあっては、総務大臣及び国土交通大臣 
（根拠法令等名：法第 41 条） 



67 

(6) 合 格 付 与 方 法 完成検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                        （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 1 1 1 1   1 

(2) 検査検定実施件数 0 0 0 0   2 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 0 0 0 0 966 

（注）１ 上記の内容は、総務省及び国土交通省に係るものである。 
   ２ 平成 13 年度実施の検査検定実施件数は、「事業用施設の一部完成検査」及び「事業用施設の完成検査（法第 15 条第 1 項本文に規定するもの

以外のもの）」に係るものである。 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

 (2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

新東京国際空港公団を調査対象として、石油パイプライン事業用施設に係る事業用施設の一部完成検査の受検に係る状況を調査した結果をコス

ト分析した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 483,200 円 平成 13 年度の受検手数料額 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

260,000 円 
（110.3 人時間） 

（内訳） 
事前相談 20.3 人時間 
実地検査 90.0 人時間 

 

③ 受検対応
コスト 

旅費 ○ 84,000 円 
事前相談（５回）及び申請書類提出に係る３人分の旅費 
新東京国際空港・霞ヶ関間の旅費（4,680 円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
280,000 円 

（120.0 人時間、50 枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 
事前の自主検査としてコストを要している場合がある（平成 13 年度：配
管気密試験費用 450 万円）。 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （266,000,000 円） 
部外委託で実施 
年額 

⑪ 任意自主点検コスト ○ （662,000,000 円） 
部外委託で実施 
年額 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
1,107,200 円 

（①、③及び⑦の合計） 

⑨については、毎年発生しているものではないので、合計には含めていない。 
⑩及び⑪については、受検１件当たりのコストに含めることは適当でないので、合

計には含めていない。 

 

 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

検査検定実施主体である総務省及び国土交通省の本省を調査対象とし、石油パイプライン事業用施設に係る事業用施設の一部完成検査につい

て、平成 13 年度に実施された配管に係る工事の状況についてコスト分析した。 

 
１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生
の有無 総務省 国土交通省 

説 明 

人件費 ○ 

32,000 円 
(14 人時間) 

（内訳） 
事前相談 4人時間 
実地検査 10 人時間 

65,000 円 
(28 人時間) 

（内訳） 
事前相談 16 人時間 
実地検査 12 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 
9,000 円 
（２人） 

19,000 円 
（４人） 

実地検査に係る旅費として、霞ヶ関・新東京国際空港
間の旅費（4,680 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × － －  

③ 機器維持管理コスト × － －  

④ そ の 他 × － －  

41,000 円 84,000 円 
合 計 － 

（総計：125,000 円） 

 

 



検査検定制度名等 総務 12 、 経産 7 、 国交 2 ：石油パイプライン事業用施設の検査 ※ 

検査検定関係許認可等事項名等 総務 12-2、経産 7-2、国交 2-2：事業用施設の保安検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 12-2  経産 7-2  国交 2-2 

(2) 制 度 名 石油パイプライン事業用施設の検査（事業用施設の保安検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 石油パイプライン事業法（昭和 47 年法律第 105 号。以下「法」という。）第 29条 

(4) 所管府省部局等名 
総務省消防庁危険物保安室 
経済産業省資源エネルギー庁石油流通課 
国土交通省総合政策局貨物流通施設課、航空局飛行場部新東京国際空港課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
 石油パイプラインの適正な設置、運営、並びに事業施設の保安を確保するために必要な規制を行うことで、公共の安全 

を確保し､石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図る。 

(2) 制 度 の 概 要 

 事業用施設のうち、特に基幹的な施設については、定期的に検査を行い、事業用施設の使用開始後においても保安の万

全の確保を図る。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 47 年 12 月 25 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

石油パイプライン事業の事業用施設（送油用圧送機及び送油導管並びにこれらの付属設備） 
（根拠法令等名：石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令（昭和 47 年通商産業省・運輸省・自治省令

第 1号。以下「省令」という。）第６条第１項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
石油パイプライン事業者 
（根拠法令等名：法第 29 条。省令第６条第１項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]総務省、経済産業省及び国土交通省 
（根拠法令等名：法第 41 条第１項第３号及び第３項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

総務省本省、経済産業省本省及び国土交通省本省 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 
事業用施設に関する保安規定 
（根拠法令等名：法第 27 条第１項。省令第２条） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
前回の検査の日から１年を経過した日の前後１か月をこえない時期。ただし、省令第６条第２項第１号及び第２号に揚

げる場合は、主務大臣が定める時期となる。 
（根拠法令等名：法第 29 条。省令第６条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否（システム検討中） 

(3) 検査検定の受検手数料 法第 33 条、石油パイプライン事業法施行令（昭和 47 年政令第 437 号）第３条第２項による。 

□ 書面    ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 
※ 新東京国際空港公団が行うパイプライン事業にあっては、総務大臣及び国土交通大臣 
（根拠法令等名：法第 41 条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査結果通知書の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
最大で 13 か月 
ただし、省令第６条第２項第１号及び第２号に揚げる場合は、この限りではない。 
（根拠法令等名：省令第６条） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                        （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数   1   1   1   1   1 

(2) 検査検定実施件数   1   1   1   1   1 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 468 468 468 483 483 

（注） 上記の内容は、総務省及び国土交通省に係るものである。  
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９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

新東京国際空港公団を調査対象として、送油用圧送機及び送油導管並びにこれらの付属設備に係る事業用施設の保安検査の受検に係る状況を調

査した結果をコスト分析した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 483,200 円 平成 13 年度の受検手数料額 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

900,000 円 
（386.9 人時間） 

（内訳） 
事前相談 35.9 人時間 
実地検査 351.0 人時間 

 

③ 受検対応コ
スト 

旅費 ○ 130,000 円 
事前相談（３回）及び申請書類提出に係る７人分の旅費 
新東京国際空港・霞ヶ関間の旅費（4,680 円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
2,400,000 円 
（130 枚） 

申請書類に付随する資料のコストを含む。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × －  

⑩ 法定自主点検コスト ○ （266,000,000 円） 
部外委託で実施 
年額 

⑪ 任意自主点検コスト ○ （662,000,000 円） 
部外委託で実施 
年額 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
3,913,200 円 

（①、③及び⑦の合計） 
⑩及び⑪については、受検１件当たりのコストに含めることは適当でない
ので、合計には含めていない。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

検査検定実施主体である総務省及び国土交通省の本省を調査対象とし、送油用圧送機及び送油導管並びにこれらの付属設備に係る事業用施設の

保安検査の実施に係る状況を調査した結果をコスト分析した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 総務省 国土交通省 

説 明 

人件費 ○ 

42,000 円 
(18.0 人時間) 

（内訳） 
事前相談 4.0 人時間 
実地検査 14.0 人時間 

150,000 円 
(64.0 人時間) 

（内訳） 
事前相談 10.8 人時間 
実地検査 53.2 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 
9,000 円 
（２人） 

37,000 円 
（８人） 

実地検査に係る旅費として、霞ヶ関・新東京国際空港
間の旅費（4,680 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × － －  

③ 機器維持管理コスト × － －  

④ そ の 他 × － －  

51,000 円 187,000 円 
合 計 － 

（総計：238,000 円） 

 

 



検査検定制度名等 総務 13、経産 24:事業所の新設又は変更の確認 ※ 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 13 経産 24 

(2) 制 度 名 事業所の新設又は変更の確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という。）第 11 条第１項 

(4) 所管府省部局等名 
総務省消防庁特殊災害室 
経済産業省原子力安全・保安院保安課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

法上のいわゆるレイアウト規制は、石油及び高圧ガスを共に扱う特定事業所の新設又は変更について石油コンビナート

等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令（昭和 51 年通商産業省・自治省令第１号）の基

準に基づいて防災上の観点から必要な施設の配置方法等を求めているものであり、これを国において確認することによ

り、石油コンビナート等特別防災区域における災害の発生及び拡大の防止等を図り、石油コンビナート等特別防災区域に

係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とするものである。 
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(2) 制 度 の 概 要 

 レイアウト事業所の新設又は変更を行う者はその計画を事前に国に届出することとされており、計画が石油コンビナー

ト等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の基準に基づいて防災上適切に施設の配置等

を行おうとしているものか否かについて国において審査することとされている。この計画が防災上適切なものであること

が審査により確認された後、レイアウト事業所において新設又は変更に係る工事等が行われるが、完了後、その旨を届け

出させて、当該新設又は変更が届け出られた計画に適合して行われているかを確認するものである。 

 

〔フロー図〕 

 

  

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 51 年６月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

第 1種特定事業者のうち石油と高圧ガスを共に扱う特定事業所（レイアウト事業所）の事業所内の配置等 
（根拠法令等名：法第 11 条第１項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
レイアウト事業所の新設又は変更をする特定事業者 
（根拠法令等名：法第５条及び第７条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]総務省、経済産業省（及び各経済産業局）  
（根拠法令等名：法第 11 条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

総務省本省 
経済産業省本省 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第９条～第 13 条 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
工事完了後 
（根拠法令等名：法第 11 条第１項。石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第 14 条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 
94,850～453,600 円 
（根拠法令等名：石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和 51 年政令第 129 号）第 37 条） 

■ 書面   ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内 □ 現地 
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(5) 合 格 付 与 権 者 
総務大臣及び経済産業大臣 
（根拠法令等名：法第 11 条第２項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 総務大臣、経済産業大臣名で新設等計画に適合していることを確認した旨を通知 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績  （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 レイアウト事業者 216（平成 13 年 4月現在） 

(2) 検査検定実施件数 25 21 18 10 23 

(3) 手数料収入総額 
2,311 
2,189 

1,161 
1,969 

807 
2,311 

534 
928 

1,166 
2,515 

（注） 手数料収入総額の上段は総務省、下段は経済産業省に係るものである。 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 
 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等] 

石油コンビナート等特別防災区域に所在する９事業者を調査対象とし、事業所の新設又は変更の確認のうち、変更の確認の受検に係る状況を調

査した結果をコスト分析した。 

 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 226,800 円 平成 13 年度において最も受検件数が多い手数料額を使用 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

88,000 円 
（38.0 人時間） 

（内訳） 
事前相談 4.1 人時間 
実地検査 33.9 人時間 

左記のほか、県及び市（消防本部）に事前相談をしている場合（１事業者：15 人
時間）、実地検査前に現地の消防署が図面と現地の整合性の確認を実施している場合
（１事業者：20 人時間）がある。 ③ 受検対応

コスト 

旅 費 ○ 92,000 円 
事前相談及び申請書類提出 
移動旅費（全国１か所の場合 4万 6,000 円）を使用 
申請書類の提出は郵送で行われている場合もある。 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
160,000 円 

（70.2 人時間、197 枚）
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 310,000 円 測量及び図面作成を外部委託している場合がある（５事業者回答）。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 

自社での測量実施にコストを要している場合がある（１事業者回答：測機の借料
50 万円、測量 50 人時間）。 
確認当日の実測作業に伴う作業員派遣にコストを要している場合がある（１事業
者回答：5万円）。 

⑩ 法定自主点検コスト × － 石油コンビナート等災害防止法に基づくものは実施されていない。 

⑪ 任意自主点検コスト △ － 
日常的な点検にコストを要している場合がある（事業者により実施内容は異な
る。）。 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
876,800 円 

（①、③、⑦及び⑧の合計）

⑧については、一部の事業者から回答があったものであるが、回答がなかった事業者におい
てもコストを要している状況が予想されることから、これを含めて合計を算出している。 
⑨については、一部の事業者からの回答であるため、合計には含めていない。 

 

 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

検査検定実施主体である総務省及び経済産業省の本省を調査対象とし、事業所の新設又は変更の確認のうち、変更の確認の実施に係る状況を調

査した結果をコスト分析した。 

 
１件当たりコスト 

区 分 
コスト発
生の有無 総務省 経済産業省 

説 明 

人件費 ○ 

42,000 円 
(18 人時間) 

（内訳） 
事前相談 4人時間 
実地検査 14 人時間 

30,000 円 
(13 人時間) 

（内訳） 
事前相談 1人時間 
実地検査 12 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 
92,000 円 
（２人） 

34,000 円 
（２人） 

総務省については、移動旅費（全国１か所の場合 4万 6,000 円）を使用 
経済産業省については、変更の確認は経済産業局が実質的な検査を実施
していることから、移動旅費（ブロック内の場合 1万 7,000 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × － －  

③ 機器維持管理コスト × － －  

④ そ の 他 × － －  

134,000 円 64,000 円 
合 計 － 

（総計：198,000 円） 

 

 



検査検定制度名等 総務 14：特定防災施設等の設置の検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 総務 14 

(2) 制 度 名 特定防災施設等の設置の検査 

(3) 根 拠 法 令 等 名 石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という。）第 15 条第２項 

(4) 所管府省部局等名 総務省消防庁特殊災害室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
 石油コンビナート等災害防止法に定める特定事業所内における災害が発生した場合、拡大防止、消火活動の円滑な実

施、早期通報を目的とした設備の設置を目的としたものである。 

(2) 制 度 の 概 要 

 石油コンビナート等特別防災区域の特定事業者に特定防災施設等の設置を義務付けており、市町村長等に届け出て検

査を受けることとし、事業者に定期点検等をさせることを定め、特定事業所の防災施設の整備を図り、防災機能を充実

させるものである。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 51 年６月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 
なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

特定防災施設（流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常用通報設備） 

（根拠法令等名：法第 15 条第２項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
特定事業所において特定防災施設を設置した特定事業者 

（根拠法令等名：法第 15 条第２項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [地方公共団体]市町村長等 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 
市町村長等：全国 894 消防本部（平成 15 年４月１日現在） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令（昭和 51 年自治省令第 17 号。以下「省令」

という。）第３条～第 13 条 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
工事完了後 

（根拠法令等名：法第 15 条第２項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 市町村の手数料条例による。 

■ 書面   ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式    □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施方

法 製品等 

□ 検査場内  ■ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
市町村長等 

（根拠法令等名：省令第 14 条第２項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査済証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
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８ 検査検定の実績 （単位：事業者数） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 特定事業者 809（対象施設数 1,614）（平成 13 年４月現在） 

(2) 検査検定実施件数 市町村等が実施するためデータはない。 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 市町村等が実施するためデータはない。 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

 石油コンビナート等特別防災区域に所在する事業者等９事業者を調査対象とし、消防用屋外給水施設を対象施設として、特定防災施設等の設置

の検査の受検に係る状況を調査した結果をコスト分析した。 

 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 56,000 円 
配管延長により受検手数料額は異なるので、事業者の支払った手数料額の１件

当たり平均を使用した。 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

38,000 円 
（16.5 人時間） 

（内訳） 
事前相談 2.5 人時間 
実地検査 14.0 人時間 

 
③ 受検対応コ

スト 

旅費 ○ 14,000 円 
事前相談及び申請書類提出 

移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
160,000 円 

（71.2 人時間、61 枚）
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ － 
申請書類作成を外部委託している場合（１事業者回答：10 万円）、施設作動確認

等の検査準備作業を外部委託している場合(２事業者回答：20 万円)がある。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 
事前の自主検査等を実施していると回答の事業者が２事業者あった（2.5 人時

間）。 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （有） 

１年に１回以上の法定点検にコストを要している（年間 10 数時間から 100 時間

以上まで事業者により実施内容は異なる。）。 

外部委託で実施の場合もある。 

⑪ 任意自主点検コスト △ － 

日常的な点検にコストを要している場合がある（年間数時間ないし数十時間等、

事業者により実施内容は異なる。）。 

外部委託で実施の場合もある（年間 200 万円程度等）。 

⑫ インセンティブ適用コスト ×   

⑬ そ の 他 ×   

合 計 － 
268,000 円 

（①、③及び⑦合計）

⑧及び⑨については、一部の事業者からの回答であり事業者一般に要するコス
トか否かの判断ができないので、「１件当たりコスト」には含めていない。 
⑩及び⑪については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でな
いので、合計には含めていない。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

 ９道府県の９消防局及び消防本部を調査対象とし、消防用屋外給水施設を調査対象施設として、特定防災施設等の設置の検査の実施に係る状況

を調査した結果をコスト分析した。 

 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

34,000 円 
(14.8 人時間) 

（内訳） 
事前相談 3.6 人時間 
書類審査 2.1 人時間 
実地検査 9.1 人時間 

 ① 検査検定実

施コスト 

旅 費 ○ 7,000 円 移動旅費 7,000 円（県内の場合）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 41,000 円  

 



検査検定制度名等 文科 1  :原子炉施設の検査 
検査検定関係許認可等事項名 文科 1-1:原子炉施設の工事（溶接検査を除く。）及び性能に関する使用前検査 

1-2:原子炉施設の変更に係る工事（溶接検査を除く。）及び性能に関する使用前検査 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 1-1、2 

(2) 制 度 名 
原子炉施設の検査 
（原子炉施設の工事（溶接検査を除く。）及び性能に関する使用前検査、原子炉施設の変更に係る工事（溶接検査を除く。）及び性能に関する使用前検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年第 166 号。以下「法」という。）第 28条 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
法第 28 条第１項に基づき工事が認可を受けた設計及び方法に従って行われていること、性能が技術上の基準を満たし

ていることについて確認することにより、災害を防止し、公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

試験研究の用に供する原子炉の設置者であって、運転を開始する前の者又は原子炉施設を変更する者は、工事及び性能
について文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ原子炉施設を使用してはならないとするもの。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 32 年 12 月９日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

試験研究の用に供する原子炉施設（うち、使用前の原子炉施設が対象） 
（根拠法令等名：法第 28 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
試験研究の用に供する原子炉の設置者であって、運転を開始する前の者 
試験研究の用に供する原子炉の設置者であって、原子炉施設を変更する者 
（根拠法令等名：法第 28 条第 1項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]文部科学省 
（根拠法令等名：法第 28 条） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

文部科学省本省 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 
法第 28 条第２項 
試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（昭和 62 年総理府令第 11 号） 
試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和 32 年総理府令第 83 号)第３条の５ 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
試験研究の用に供する原子炉の使用の開始前 
（根拠法令等名：法第 28 条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 

臨界実験装置に係る使用前検査：446,000 円 
熱出力が 100 キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る使用前検査：517,700 円 
熱出力が 100 キロワットを超える原子炉に係る使用前検査：1,197,400 円 
（根拠法令等名：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）別表第１） 

■ 書面    ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
文部科学大臣 

（根拠法令等名：法第 28 条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 使用前検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                         （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 試験研究の用に供する原子炉の設置者 10（事業所数 13）（平成 14 年 10 月現在） 

(2) 検査検定実施件数    29    24    28    14    22 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 7,934 24,901 22,708 24,301 16,012 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 
① 研究開発施設の２事業者と大学１施設を調査対象として、試験研究用炉に係る原子炉施設の変更に係る工事（溶接検査を除く。）及び性能に
関する使用前検査の受検に係る状況を調査した結果についてコスト分析を実施した。 

② 研究開発施設の２事業者については、受検内容の違いによりコスト負担の状況が大きく異なるので、平均は算出しないで、両事業者のコスト
負担の状況を併記した。 

 

【研究開発施設の場合】 

１件当たりコスト 区 分 コスト発
生の有無 研究開発施設① 研究開発施設② 

説 明 

① 手 数 料 ○ 1,197,400 円 1,197,400 円 平成 13 年度の受検手数料額（熱出力が 100
キロワット以上の場合） 

② 手数料以外の納付金 × －   

人件費 ○ 

79,000 円 
(34 人時間) 

(内訳) 
事前相談 2人時間 
実地検査 32 人時間 

240,000 円 
(105 人時間) 

(内訳) 
事前相談 36 人時間 
実地検査 69 人時間 

 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 ○ 

700,000 円 
(内訳) 
事前相談１人×２回 
書類提出１人×１回 

実地検査１人×668,000 円 

560,000 円 
(内訳) 
事前相談３人×４回 
書類提出３人×１回 
実地検査３人×３回 

事前相談の旅費については、茨城・東京間
1万 1,520 円を使用 
研究開発施設①の実地検査に係る旅費は外

国旅費 
研究開発施設②の実地検査に係る旅費は移

動旅費（全国１か所の場合の旅費 4 万 6,000
円）を使用して算出 

④ 機 会 費 用 × － －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × － －  

⑥ 保 管 コ ス ト × － －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 74,000 円 
（32 人時間、134 枚） 

210,000 円 
（90 人時間、50 枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × － －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ ※ － 
※ 研究開発施設①については、受検内容に
よって10万円ないし300万円程度の準備費
用を要する場合がある。 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （110,000,000 円） 

⑪ 任意自主点検コスト ○ （48,000,000 円） 
（360,000,000 円） 

保安規定に基づく外部委託費用 
研究開発施設②については、法定自主点検

と任意自主点検の区別が困難 
左記のほか職員も実施 

⑫ インセンティブ適用コスト × －   

⑬ そ の 他 × －   

合 計 － 2,050,400 円 
（①、③及び⑦の合計） 

2,207,400 円 
（①、③及び⑦の合計） 

⑩及び⑪については、受検１件当たりのコ
ストの算出に含めることは適当でないので、
合計には含めていない。 
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【大学施設の場合】 

区 分 コスト発
生の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 × － 当該施設は国立大学であり、手数料の納付を要していない。 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

99,000 円 
（43 人時間) 

(内訳) 
事前相談 3人時間 
実地検査 40 人時間 

 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 ○ 

84,000 円 
(内訳) 
事前相談３人×３回 
書類提出３人×１回 

移動旅費（県内の場合の旅費 7,000 円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 260,000 円 
（112 人時間、44 枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × －  

⑩ 法定自主点検コスト ○ （1,100,000 円（480 人時間）） 年額 

⑪ 任意自主点検コスト ○ （4,400,000 円） 年額、外部委託費用で、このほか職員も実施 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 443,000 円 
（③及び⑦の合計） 

⑩及び⑪については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適
当でないので、合計には含めていない。 

 

 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

国（文部科学省本省）を対象として、試験研究用炉に係る原子炉施設の変更に係る工事（溶接検査を除く。）及び性能に関する使用前検査の実

施に係る状況を調査した結果についてコスト分析を実施した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

97,000 円 
(42 人時間) 

（内訳） 
事前相談 12 人時間 
書類審査 6人時間 
実地検査 24 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 92,000 円 
（２人×１回） 移動旅費（全国１か所の場合の旅費 4万 6,000 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 189,000 円  

 



検査検定制度名等 文科 1  :原子炉施設の検査 
検査検定関係許認可等事項名 文科 1-3:原子炉施設の溶接検査 

1-4:原子炉施設のうち輸入したものの溶接検査 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 1-3、4 

(2) 制 度 名 原子炉施設の検査（原子炉施設の溶接検査、原子炉施設のうち輸入したものの溶接検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 28 条の２
第１項及び第４項 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
法第 28 条の２第１項及び第４項に基づき溶接が認可を受けた方法に従って行われていること及び性能が技術上の基準

を満たしていることについて確認することにより、災害を防止し、公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

試験研究の用に供する原子炉の設置者であって、原子炉施設の溶接を行うもの又は溶接した原子炉施設のうち輸入した
物を使用するものは、その溶接が認可を受けた方法に従って行われていること及び省令で定める技術上の基準に適合した
ものであることについて検査を受け、合格した後でなければ当該原子炉施設を使用できないとするもの。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 61 年 11 月 26 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 
 
※ 平成 14 年度以降の制度改変の状況 
平成 15 年 10 月１日： 溶接検査については、従来、指定検査機関（（財）原子力安全技術センター）が実施していた

が、独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）の設置に伴い、同日から、同機
構が実施することとされた。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であって、溶接をするもの。 
溶接をした原子炉核の容器その他の主務省令で定める原子炉施設であって輸入したもの。 
（根拠法令等名：試験研究の用に供する原子炉の設置及び運転に関する規則（昭和 32 年総理府令第 83 号。以下「規則」

という。）第３条の７） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
試験研究炉の溶接を要する機器を製造しようとする者 
（根拠法令等名：法第 28 条の２第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]文部科学省（なお、機構に行わせることとした場合には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令
（平成 15 年文部科学省令第 45 号）第２条第３項に基づき、国は検査を行わない。） 

（根拠法令等名：法第 28 条の２第１項及び第４項） 
[独立行政法人] 原子力安全基盤機構 
（根拠法令等名：法第 61 条の 24 ） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

文部科学省本省 
独立行政法人原子力安全基盤機構（東京都港区） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則（昭和 61 年総理府令第 74 号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
原子炉施設の使用前 
（根拠法令等名：法第 28 条の２第１項、第４項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否 

(3) 検査検定の受検手数料 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）別表第２による。 

■ 書面    ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 
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(5) 合 格 付 与 権 者 
文部科学大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構 
（根拠法令等名：規則第３条の 13） 

(6) 合 格 付 与 方 法 溶接検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：事業者数、件、千円） 
区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 プラント機器製造工場  25 工場（平成 14 年 10 月現在） 
(2) 検査検定実施件数     11    11    24    10     9 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 14,599 3,425 9,413 14,035 4,336 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

溶接を実施する３事業者を調査対象として、原子炉施設の溶接検査の受検に係る状況を調査した結果についてコスト分析を実施した。 

 

区 分 コスト発
生の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 700,000 円 検査実施主体における平成９年度から13年度の手数料収入総額を検査実施
件数で除した額を使用 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

500,000 円 
（217.2 人時間) 

(内訳) 
事前相談 25.8 人時間 
実地検査 191.4 人時間 

１事業者から、書類審査にコストを要している旨回答があった（４人時間）。 
実地検査のコストについては事業者間に幅がある（15.2 人時間ないし 300.6
人時間）。 ③ 受検対応コ

スト 

旅 費 ○ 

410,000 円 
(内訳) 
事前相談３人×２回 
書類提出３人×１回 

移動旅費（全国１か所の場合の旅費 4万 6,000 円）を使用 
申請書類の提出が郵送で行われている場合もある。 

④ 機 会 費 用 × －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × －  
⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 440,000 円 
（189.4 人時間、114 枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 受検前の自主確認にコストを要していると回答の事業者が１事業者あった
（71,000 円（30.8 人時間））。 

⑩ 法定自主点検コスト × －  
⑪ 任意自主点検コスト × －  
⑫ インセンティブ適用コス
ト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 2,050,000 円 
（①、③及び⑦の合計） 

⑨については、１事業者からの回答であり１件当たりのコストの算出には
含めていない。 

   

 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 
検査検定実施主体である（財）原子力安全技術センター（※）を調査対象として、原子炉施設の溶接検査の実施に係る状況を調査した結果につ
いてコスト分析を実施した。 
 ※ 調査対象時点におけるもので、平成 15 年 10 月からは、機構が実施している。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

65,000 円 
(28.2 人時間) 

（内訳） 
書類審査 2.5 人時間 
実地検査 25.7 人時間 

事前相談は適宜に実施している。 ① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 92,000 円 
（46,000 円×２回） 

事業者工場及び原子炉施設で実地検査を実施 
移動旅費（全国１か所の場合の旅費 4万 6,000 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  
③ 機器維持管理コスト × －  
④ そ の 他 × －  

合 計 － 157,000 円  

 



検査検定制度名 文科 1  :原子炉施設の検査 
検査検定関係許認可等事項名 文科 1-5:原子炉施設のうち一定のものの性能に係る定期検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 1-5 

(2) 制 度 名 原子炉の検査（原子炉施設のうち一定のものの性能に係る定期検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 29 条 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
法第 29 条に基づき毎年一回定期に、原子炉施設の性能が技術上の基準を満たしていることについて確認することによ

り、災害を防止し、公共の安全を確保すること。 
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(2) 制 度 の 概 要 

原子炉設置者は、原子炉施設のうちその安全性に関し重要な部分に関し、性能が省令で定める技術上の基準に適合して
いるかどうかについて、毎年一回定期検査を受けなければならないとしたもの。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 36 年９月 30 日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

原子炉施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号。以下「施
行令」という。）で定めるもの。 
（根拠法令等名：法第 29 条第１項。施行令第 10 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
試験研究の用に供する原子炉を設置する者 
（根拠法令等名：法第 29 条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]文部科学省 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 文部科学省本省 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 試験研究の用に供する原子炉の設置及び運転に関する規則（昭和 32年総理府令第 83 号。以下「規則」という。）第 3条の 17 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 毎年１回 （根拠法令等名：法第 29 条第１項） 
(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 

臨界実験装置に係る定期検査：261,800 円 
熱出力が 100 キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る定期検査：305,200 円 
熱出力が 100 キロワットを超える原子炉に係る定期検査：1,041,700 円 
（根拠法令等名：施行令別表第 1） 

■ 書面    ■ 実地 施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 文部科学大臣 （根拠法令等名：規則第３条の 16） 

(6) 合 格 付 与 方 法 施設定期検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 １年 （根拠法令等名：法第 29 条第１項） 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
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８ 検査検定の実績                                         （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 試験研究の用に供する原子炉の事業者 10（事業所数 13）（平成 14 年 10 月現在） 

(2) 検査検定実施件数 23 23 24 23 23 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 7,906 7,090 6,594 14,213 10,040 
 
９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 
① 研究開発施設の１事業者と大学２施設を調査対象として、試験研究用炉に係る原子炉施設のうち一定のものの性能に係る定期検査の受検に係
る状況を調査した結果についてコスト分析を実施した。 
② 大学２施設については、コスト負担の状況が大きく異なるので、平均は算出しないで、両施設のコスト負担の状況を併記した。 

 
【研究開発施設の場合】 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 1,041,700 円 平成 13 年度の受検手数料額（熱出力が 100 キロワットを超える場合） 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

110,000 円 
（45.4 人時間) 
(内訳) 
事前相談 9.4 人時間 
実地検査 36.0 人時間 

 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 

120,000 円 
(内訳) 
事前相談１人×９回 
書類提出１人×１回 

旅費については、茨城・東京間 1万 1,520 円を使用 

④ 機 会 費 用 × －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × －  
⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 280,000 円 
（120.0 人時間、100 枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  
⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × －  

⑩ 法定自主点検コスト ○ （110,000,000 円） 保安規定に基づく外部委託費用 

⑪ 任意自主点検コスト ○ （48,000,000 円） 保安規定に基づく外部委託費用 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  
⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
1,551,700 円 

（①、③及び⑦の合計） 
⑩及び⑪については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でない
ので、合計には含めていない。 

 

【大学施設の場合】 

１件当たりコスト 区 分 コスト発生
の有無 大学施設① 大学施設② 

説 明 

① 手 数 料 × － － 当該施設は国立大学であり、手数料の納付を要してい
ない。 

② 手数料以外の納付金 × － －  

人件費 ○ 

420,000 円 
(183.0 人時間) 
(内訳) 
事前相談 3.0 人時間 
実地検査 180.0 人時間 

1,200,000 円 
(520.8 人時間) 
(内訳) 
事前相談 60.0 人時間 
実地検査 460.8 人時間 

 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 

28,000 円 
(内訳) 
事前相談１人×３回 
書類提出１人×１回 

470,000 円 
(内訳) 
事前相談３人×５回 

大学施設①の旅費については、移動旅費（県内の場合
の旅費 7,000 円）を使用 
大学施設②の旅費については、大阪・東京間 3万 1,380

円を使用 
④ 機 会 費 用 × － －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × － －  
⑥ 保 管 コ ス ト × － －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 260,000 円 
（112 人時間、200 枚） 

190,000 円 
（80 人時間、14 枚） 

大学施設②の書類枚数は申請書に係るもので、その
他、計画書・要領書等の作成を要する（コストには、そ
の他書類の作成分を含んでいる。）。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × － －  
⑨ 事前 準 備 コ ス ト × － －  

⑩ 法定自主点検コスト ○ （1,100,000 円 
（480 人時間）） 

（1,300,000 円 
（547.5 人時間）） 年額 

⑪ 任意自主点検コスト ○ （4,400,000 円） （1,500,000 円 
（627.5 人時間）） 

年額 
大学施設①の内容は外部委託費用で、ほかに職員も実
施している。 

⑫ インセンティブ適用コスト × － －  
⑬ そ の 他 × － －  

合 計 － 
708,000 円 

（③及び⑦の合計） 
1,860,000 円 

（③及び⑦の合計） 
⑩及び⑪については、受検１件当たりのコストの算出に
含めることは適当でないので、合計には含めていない。 
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 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 
国（文部科学省本省）を対象として、試験研究用炉に係る原子炉施設のうち一定のものの性能に係る定期検査の実施に係る状況を調査した結果
についてコスト分析を実施した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

150,000 円 
(64 人時間) 

（内訳） 
事前相談 16 人時間 
書類審査 8人時間 
実地検査 40 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 92,000 円 
（２人×１回） 移動旅費（全国１か所の場合の旅費 4万 6,000 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  
③ 機器維持管理コスト × －  
④ そ の 他 × －  

合 計 － 242,000 円  

 



検査検定制度名等 文科 2  :核燃料物質の使用施設等の検査 
検査検定関係許認可等事項名 文科 2-1:核燃料物質の使用施設等に係る施設検査（溶接検査を除く。） 

2-2:核燃料物質の使用施設等の変更に係る施設検査（溶接検査を除く。） 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 2-1、2 

(2) 制 度 名 
核燃料物質の使用施設等の検査 
（核燃料物質の使用施設等に係る施設検査（溶接検査を除く。）、核燃料物質の使用施設等の変更に係る施設検査（溶接検査を除く。）） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 55 条の２ 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
法第 55 条の２に基づき核燃料物質の使用施設等について、工事が技術上の基準を満たしているか否か検査を行い、原

子力災害を防止して公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号。以下「施行令」という。）で
定める核燃料物質を使用する者は使用施設等の工事を行った際には文部科学大臣又は指定検査機関の検査を受け、これに
合格した後でなければ当該使用施設の使用を開始することができない。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 36 年９月 30 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

検査検定対象の範囲の見直し  
平成 12 年６月 16 日： 東海村臨界事故を受けて、検査対象を拡大 
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検査申請者による手続 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

施行令で定める核燃料物質の使用施設等 
（根拠法令等名：施行令第 16 条の２） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
施行令で定める核燃料物質の使用者であって、使用を開始する前の者 
施行令で定める核燃料物質の使用者であって、使用施設等を変更する者 
（根拠法令等名：法第 55 条の２） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]文部科学省 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

文部科学省本省 

 

５ 検査検定基準 

 名 称 ・ 法 令 等 名 核燃料物質の使用等に関する規則（昭和 32 年総理府令第 84 号。以下「規則」という。）第２条の５ 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 核燃料物質の使用施設等の使用開始前 （根拠法令等名：法第 55 条の２第１項） 
(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数
料 

345,800 円 
（根拠法令等名：施行令別表第１） 
■ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   □ 運転停止 

□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 文部科学大臣 （根拠法令等名：規則第２条の４） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 



83 

８ 検査検定の実績                                        （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 核燃料物質使用者 12 （事業者数 16） （平成 14年 11 月現在） 

(2) 検査検定実施件数    24     42     62     60    41 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 6,937 14,175 21,715 15,215 9,682 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

調査対象とする制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 
  使用施設等設置者３事業者（研究・開発施設２、燃料事業者１）について、核燃料物質の使用施設等の変更に係る施設検査（溶接検査を除く。）
の受検に係る状況を調査した結果をコスト分析した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 345,800 円 平成 13 年度の手数料単価 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

150,000 円 
(64.9 人時間) 

(内訳) 
事前相談 16.9 人時間 
実地検査 48.0 人時間 

 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 

140,000 円 
(内訳) 
事前相談３人×３回 
申請手続３人×１回 

茨城・東京間 1万 1,520 円を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 710,000 円 
（307.4 人時間、130 枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 2,200,000 円 
左記は、２事業者から回答あったものの平均 
１事業者は、材料検査、寸法検査、耐圧検査等を実施（300 万円） 
１事業者は、耐震計算、臨界計算、遮蔽計算等を実施（132 万円） 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － １事業者から、受検前の事前検査等のコストの回答あり（32 万 1,785 円（139
人時間））。 

⑩ 法定自主点検コスト 

⑪ 任意自主点検コスト 
○ （有） 

保安規定に定める自主検査、巡視・点検等に要するコスト 
事業者により数百万円ないし数千万円の幅で部外委託で実施 
その他、事業者自らも実施 

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 3,545,800 円 
（①、③、⑦及び⑧の合計） 

⑧については、２事業者から回答があったが、事業者一般に実施されているこ
とが想定されるので、１件当たりコストの算出に含めている。 
⑨については、事業者一般に実施されているか否かの判断ができないので、１
件当たりコストの算出には含めていない。 
⑩及び⑪については、１件当たりコストの算出に含めることは適当でないので、
合計には含めていない。 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 
  検査検定実施主体である文部科学省を調査対象として、核燃料物質の使用施設等の変更に係る施設検査（溶接検査を除く。）の実施に係る状況を
調査した結果についてコスト分析を実施した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

51,000 円 
(22 人時間) 

（内訳） 
事前相談 4人時間 
書類審査 2人時間 
実地検査 16 人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 92,000 円 
（２人×１回） 移動旅費（全国１か所の場合の旅費 4万 6,000 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 143,000 円  

 



検査検定制度名等 文科 2  :核燃料物質の使用施設等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 文科 2-3:使用施設等に係る溶接検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 2-3 

(2) 制 度 名 核燃料物質の使用施設等の検査（使用施設等に係る溶接検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「法」という。）第55条の３第１項 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 
 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
法第 55 条の３に基づき溶接が技術上の基準に適合していることについて検査することにより、原子力災害を防止して

公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号。以下「施行令」という。）で
定める核燃料物質を使用する者は使用施設等の溶接を行った際にはその溶接について文部科学大臣又は独立行政法人原
子力安全基盤機構（以下「機構」という。）の検査を受け、これに合格した後でなければ当該使用施設の使用を開始する
ことができない。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 61 年 11 月 26 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

検査検定対象の範囲の見直し 
平成 12 年６月 16 日： 東海村臨界事故を受けて、検査対象を拡大 
 

※ 平成 14 年度以降の制度改変の状況 
平成 15 年 10 月１日： 溶接検査については、従来、指定検査機関（（財）原子力安全技術センター）が実施してい

たが、機構の設置に伴い、同日から、機構が実施することとされた。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

核燃料物質の貯蔵容器その他の文部科学省令で定める使用施設等であって、溶接をするもの。 
（根拠法令等名：核燃料物質の使用等に関する規則（昭和 32 年総理府令第 84 号。以下「規則」という。）第２条の６） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
使用施設等の溶接を要する機器の溶接を行うもの。 
（根拠法令等名：法第 55 条の３第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]文部科学省（なお、機構に行わせることとした場合には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令
（平成 15 年文部科学省令第 45 号）第２条第３項に基づき、国は検査を行わない。） 

（根拠法令等名：法第 55 条の３第１項） 
[独立行政法人] 原子力安全基盤機構 
（根拠法令等名：法第 61 条の 24） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

文部科学省本省 
独立行政法人原子力安全基盤機構（東京都港区） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 使用施設等の溶接の技術基準に関する規則（昭和 61 年総理府令第 73 号） 
 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 核燃料物質の使用施設等の使用開始前 （根拠法令等名：法第 55 条の３第１項） 
(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 否 

(3) 検査検定の受検手数料 施行令別表第２による。 

■ 書面    ■ 実地 施設・設備 
□ 運転中   □ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 文部科学大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構 （根拠法令等名：規則第２条の 10） 
(6) 合 格 付 与 方 法 溶接検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
 
８ 検査検定の実績                                        （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 8 （平成 14 年 11 月現在） 

(2) 検査検定実施件数 0   2    13    18 6 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 0 542 3,634 9,129 5,835 
 
９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

調査対象とする制度改変は行われていない。 
 
 (2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

溶接を実施する３事業者を調査対象として、使用施設等に係る溶接検査の受検に係る状況を調査した結果についてコスト分析を実施した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 370,000 円 平均 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

130,000 円 
（56.6 人時間) 

(内訳) 
事前相談 2.8 人時間 
実地検査 53.8 人時間 

事前相談については２事業者から回答があり、そのうち１事業者は電話等に 
よるもの。 
２事業者から、状況に応じて書類審査にコストを要している旨回答があっ
た（４人時間）。 ③ 受検対応

コスト 

旅 費 △ － 申請書類は郵送で提出される場合が多い。 
状況に応じて、事前相談及び書類審査にコストを要している。 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 240,000 円 
（102.2 人時間、41 枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × －  

⑩ 法定自主点検コスト × －  

⑪ 任意自主点検コスト × －  

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
740,000 円 

（①、③及び⑦の合計） 
 

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 
検査検定実施主体である（財）原子力安全技術センター（※）を調査対象として、使用施設等に係る溶接検査の実施に係る状況を調査した結果
についてコスト分析を実施した。 
 ※ 調査対象時点におけるもので、平成 15 年 10 月からは、機構が実施している。 
 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

69,000 円 
(29.9 人時間) 

（内訳） 
書類審査 2.6 人時間 
実地検査 27.3 人時間 

事前相談は適宜に実施している ① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 92,000 円 
（46,000 円×２回） 

事業者工場及び使用施設等で実地検査を実施 
移動旅費（全国１か所の場合の旅費 4万 6,000 円）を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト × －  

④ そ の 他 × －  

合 計 － 161,000 円  
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検査検定制度名等 文科 3：廃棄物の工場又は事業所外の廃棄に関する確認 ※ 
 
 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 3 

(2) 制 度 名 廃棄物の工場又は事業所外の廃棄に関する確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 58 条の２第２項 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 
 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
法第 58 条の２に基づき事業所外の廃棄に関する措置が省令の規定に適合することについて確認することにより、原子

力災害を防止し、公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

試験研究の用に供する原子炉の設置者又は核燃料物質の使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を
事業所の外において廃棄する場合は、文部科学省令で定める保安のために必要な措置を講じなければならず、またその廃
棄に関する措置が省令の規定に適合することについて文部科学大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構の確認を受け
なければならないものとされている。 
 

〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 54 年１月４日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号。以下「施行令」という。）で定める場合に
おいて、試験研究の用に供する原子炉を設置するもの又は核燃料物質の使用者が講ずる、事業所外の廃棄に関する措置 
・ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を廃棄施設に廃棄する場合（核燃料物質又は核燃料物質によって
汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した原子炉設置者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。） 
・ 法第 61 条の２の２第１項第３号に該当して核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の海洋投棄をする場合以外の場合 
（根拠法令等名：施行令第 17 条の２） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
試験研究の用に供する原子炉の設置者又は核燃料物質の使用者で、事業所外で核燃料物質又は核燃料物質によって汚染

された物を廃棄するもの。 
（根拠法令等名：法第 58 条の２） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]文部科学省 
（根拠法令等名：法第 58 条の２第２項） 

[独立行政法人]原子力安全基盤機構（制度としては存在するが、行わせていない。） 
（根拠法令等名：法第 61 条の 25 第２項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 文部科学省本省 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則（昭和 53 年総理府令第 56 号。以下「規則」という。）第２条 
 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
試験研究の用に供する原子炉の設置者又は核燃料物質の使用者が、事業所外で核燃料物質又は核燃料物質によって汚染

された物を廃棄するとき 
（根拠法令等名：法第 58 条の２第２項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 容器 1個につき 140,700 円 （根拠法令等名：施行令別表第１第 38 号） 
□ 書面    □ 実地 施設・設備 
□ 運転中   □ 運転停止 
□ 型式      ■ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  ■ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 文部科学大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構 （根拠法令等名：規則第５条） 
(6) 合 格 付 与 方 法 確認証の交付 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
 
８ 検査検定の実績                                        （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 0 0 0 0 0 
(2) 検査検定実施件数 0 0 0 0 0 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 0 0 0 0 0 
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検査検定制度名等 文科 4:核燃料物質等の運搬に関する確認 ※ 
 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 4 

(2) 制 度 名 核燃料物質等の運搬に関する確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 59 条の２第２項 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 
 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 法第 59 条の２に基づき運搬に関する措置が技術上の基準に適合することについて確認することにより、原子力災害を
防止し、公共の安全を確保すること。 
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(2) 制 度 の 概 要 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬するときはその運搬に関する措置が省令で定める技術上の基
準に適合することについて文部科学大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）の確認を受けな
ければならない。 
 

〔フロー図〕 

                                （法第５９条の２第３項） 

③ 運搬確認申請           ① 承認容器の申請 

                                     

                                  

              ④ 確認実施             ② 容器の承認 

           （法第５９条の２第２項）          （法第５９条の２第３項） 

             運搬確認証の交付 

（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

（昭和 53 年総理府令第 57 号）第 17 条） 

            ⑤ 確認結果の報告 

             （核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力 

安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令（平成 15 年文部科学省令第 45 号）第８条） 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 61 年 11 月 26 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 
 
※ 平成 14 年度以降の制度改変の状況 
  平成 15 年 10 月１日： 承認容器による運搬に係る確認については、従来、指定運搬物確認機関（（財）原子力安全

技術センター）が一部を実施していたが、機構の設置に伴い、同日から、承認容器による運
搬に係る運搬物確認は機構が実施することとされた。 

原子力事業者 
 

運搬事業者

文 部 科 学 省 
独立行政法人原子
力安全基盤機構

文部科学省 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（うち、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害
の防止及び核物質防護のため特に必要があるとして政令で定める場合が対象） 
（根拠法令等名：法第 59 条の２第２項。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政

令第 324 号。以下「施行令」という。）第 17 条の４） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
政令で定める場合において核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する試験研究炉設置者及び核燃料物

質使用者 
（根拠法令等名：法第 59 条の２第２項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]文部科学省（なお、機構に行わせることとした場合には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令
（平成 15 年文部科学省令第 45 号）第２条第３項に基づき、国は確認を行わない。） 

（根拠法令等名：法第 59 条の２第２項） 
［独立行政法人］原子力安全基盤機構（※ 承認容器による運搬に係るものに限る。） 
（根拠法令等名：法第 61 条の 26 第２項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

文部科学省本省 
独立行政法人原子力安全基盤機構（東京都港区） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和 53 年総理府令第 57 号。以下「規則」という。）第２条～第 14 条 
 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
試験研究の用に供する原子炉の設置者又は核燃料物質の使用者が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を

工場等の外で運搬するとき 
（根拠法令等名：法第 59 条の２第２項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 否 

(3) 検査検定の受検手数料 施行令別表第 1による。 
■ 書面    ■ 実地 施設・設備 
□ 運転中   □ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個）  □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 文部科学大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構 （根拠法令等名：規則第 17 条） 
(6) 合 格 付 与 方 法 運搬確認証の交付 
(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
 
８ 検査検定の実績                                        （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 合計 191 事業者（平成 14 年 11 月現在） 

(2) 検査検定実施件数     22 
   183 

    14 
   195 

    30 
   160 

   62 
    9 

    8 
   25 

(3) 手 数 料 収 入 総 額  6,604 
12,136 

 4,777 
12,351 

12,047 
10,692 

18,894 
 2,984 

4,065 
8,288 

（注）1 「(1)対象事業者数」は、運搬物確認の対象となり得る事業者数である。 
2 「(2)検査検定実施件数」及び「(3)手数料収入総額」欄の上段の数字は国に係るもの、下段の数字は指定運搬物確認機関に係るものである。 
3 国に係る実績のうち、平成 9 年度から 11 年度については旧科学技術庁に係るもので、現在、原子力安全・保安院が所管している運搬物確認
に係るものも含まれる。平成 12、13 年度については、文部科学省に係るものである。 
 

９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 
研究開発施設の２事業者を対象として、核燃料物質等の運搬に関する確認のうち、承認容器による確認で国が確認を行うものについて、各事業
者の代表的な受検事例について調査した結果をコスト分析した。コスト分析を行った各事業者の代表的な受検事例の内容は、次のとおりである。 
① 新燃料を海外から茨城県内の研究施設へ運搬する際に行われる確認 
② 新燃料を茨城県内の事業所間で運搬する際に行われる確認 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発

生の有無 上記①の確認の場合 上記②の確認の場合 
説 明 

① 手 数 料 ○ 331,500 円 331,500 円 平成 13 年度の代表的な手数料額 
② 手数料以外の納付金 × －   

人件費 ○ 

28,000 円 
(12 人時間) 

(内訳) 
事前相談 4人時間 
実地検査 8人時間 

74,000 円 
(32 人時間) 

(内訳) 
事前相談 2人時間 
実地検査 30 人時間 

①の実地検査は、海外で作成された発送前実地検査書の
書類審査 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 

46,000 円 
(内訳) 
事前相談２人×１回 
書類提出１人×１回 
実地検査１人×１回 

35,000 円 
(内訳) 
事前相談２人×１回 
書類提出１人×１回 

旅費については、茨城・東京間 1万 1,520 円を使用 

④ 機 会 費 用 × － －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × － －  
⑥ 保 管 コ ス ト × － －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 370,000 円 
（160 人時間、23 枚） 

37,000 円 
（16 人時間、40 枚）  

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 2,900,000 円 － ①については、発送前の実地検査を国外の第三者機関に
外部委託するもの。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ 81,000 円 
（35 人時間） － 

①については、検査検定実施主体に対する説明用資料の
作成（20 人時間）と、発送前の自主検査（15 人時間）に要
するもの。 

⑩ 法定自主点検コスト ○ （2,900,000 円） （2,200,000 円） 承認容器の定期自主検査費用（年額） 
⑪ 任意自主点検コスト × － －  
⑫ インセンティブ適用コスト × － －  
⑬ そ の 他 × － －  

3,756,500 円 477,500 円 
合 計 － 

（①、③、⑦、⑧及び⑨の合計） 
⑩については、受検１件当たりのコストの算出に含める
ことは適当でないので、合計には含めていない。 

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 
  国（文部科学省本省）を対象として、核燃料物質等の運搬に関する確認のうち、承認容器による確認で国が確認を行うものについて、上記(2)の
代表的な確認の実施事例について調査した結果をコスト分析した。 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発

生の有無 上記(2)①の確認の場合 上記(2)②の確認の場合 
説 明 

人件費 ○ 

28,000 円 
(12 人時間) 

（内訳） 
事前相談 2人時間 
実地検査 10 人時間 

28,000 円 
(12 人時間) 

（内訳） 
事前相談 2人時間 
実地検査 10 人時間 

 

① 検査検定
実施コスト 

旅 費 △ － 23,000 円 
（２人×１回） 旅費については、茨城・東京間 1万 1,520 円を使用 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × － －  
③ 機器維持管理コスト × － －  
④ そ の 他 × － －  

合 計 － 28,000 円 51,000 円  

 



検査検定制度名等 文科 5  :放射性同位元素の使用施設等の検査 
検査検定関係許認可等事項名 文科 5-1:放射性同位元素の使用施設等の設置又は変更の施設検査 

5-3:詰替施設等の設置又は変更の施設検査 
5-5:廃棄物詰替施設等の設置又は変更の施設検査 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 5-1、3、5 

(2) 制 度 名 
放射性同位元素の使用施設等の検査 
（放射性同位元素の使用施設等の設置又は変更の施設検査、詰替施設等の設置又は変更の施設検査、
廃棄物詰替施設等の設置又は変更の施設検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 

[使用施設等］放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。以下「法」という。） 
第 12 条の８第１項 

[詰替施設等］法第 12 条の８第２項 
[廃棄物詰替施設等］法第 12 条の８第３項 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 放射性同位元素等による放射線障害を防止し、公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

文部科学大臣が指定する者が、放射線取扱施設の使用前に行う施設検査を実施する。許可使用者、販売業者、賃貸業者
又は廃棄業者であって、一定要件を満たす者について、使用施設等を設置した時、又は変更した時は、その許可又は変更
の内容について、文部科学大臣（が指定する者）の検査を受け、これに合格した後でなければ、その使用施設等を使用し
てはならない。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 55 年 11 月 18 日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） なし 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

放射性同位元素の使用施設等・詰替施設等・廃棄物詰替施設等。ただし、軽微な変更については検査の対象外となる。 
［使用施設等］① 密封された放射性同位元素の貯蔵能力が 37 テラベクレル以上の事業所 
       ② 密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が 740 メガベクレル以上の事業所 
       ③ 放射線発生装置を使用する事業所 
［詰替施設等］① 密封された放射性同位元素の貯蔵能力が 37 テラベクレル以上の事業所 
       ② 密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が 740 メガベクレル以上の事業所 
［廃棄物詰替施設等］すべての事業所 
（根拠法令等名：法第 12 条の８。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和 35 年政令第 259

号。以下「施行令」という。）第 13 条。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規
則（昭和 35 年総理府令第 56 号。以下「施行規則」という。）第 14 条の 13） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 

法に基づき該当する放射性同位元素使用施設等を設置又は変更しようとする者 
許可使用者：放射性同位元素又は放射線発生装置の使用について、文部科学大臣から許可を受けた者 
販売業者 ：放射性同位元素を業として販売することについて、文部科学大臣から許可を受けた者 
賃貸業者 ：放射性同位元素を業として賃貸することについて、文部科学大臣から許可を受けた者 
廃棄業者 ：放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を業として廃棄することについて、文部科学

大臣から許可を受けた者 
（根拠法令等名：法第３条、第４条、第４条の２及び第 12 条の８） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関］文部科学省（ただし、検査実績なし。） 
[指定検査機関等］財団法人原子力安全技術センター 
（根拠法令等名：法第 41 条の９）  

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 財団法人原子力安全技術センター：１（東京） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
施行規則第 14 条の６～12 
（根拠法令等名：法第６条～第７条の２及び第 12 条の８第４項） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 放射性同位元素等使用施設等の使用前（検査に合格した後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。） （根拠法令等名：法第 12 条の８） 
(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 否 

放射性同位元素
放射線発生装置及び

廃棄物

使用者
販売業者・賃貸業者

廃棄業者

文部科学省
財団法人
原子力安全
技術センター

①施設の使用等の許可・変更許可申請
（法第３条、第４条、第４条の２、第１０条、
　第１１条、第１１条の２）

②許可・変更許可
（法第６条～第９条）

③施設検査申請
（施行規則第１４条の１４～１６）

④検査実施
（法第１２条の８）
⑤合格証の交付
（施行規則第１４条の１７）

⑥検査結果の報告
（指定機関等に関する規則第１８条）
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(3) 検査検定の受検手数料 

大規模：526,200 円（平成 12 年度まで 517,500 円） 
中規模：350,800 円（平成 12 年度まで 344,900 円） 
小規模：250,500 円（平成 12 年度まで 246,400 円） 
変 更：250,500 円（平成 12 年度まで 246,400 円） 
（根拠法令等名：施行令第 19 条） 
なお、財団法人原子力安全技術センターの業務規定に基づき、同時に受検する施設の数等により減額措置が講じられて

いる。 
□ 書面   ■ 実地 施設・設

備 □ 運転中  ■ 運転停止 
□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検定
の実施方法 

製品等 
□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 財団法人原子力安全技術センター 
（根拠法令等名：施行規則第 14 条の 17） 

(6) 合 格 付 与 方 法 施設検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 その後該当となる変更工事が実施されるまで（ただし、別途定期検査を受検する義務が課せられている。） （根拠法令等名：法第 12 条の８） 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                             （単位：社、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 
(1) 対 象 事 業 者 数    965    998  1,019  1,043  1,078 
(2) 検査検定実施件数    145    116     87    111    112 
 使用施設等    142    111     84    106    109 
 詰替施設等      1      3      3      4      3 
 廃棄物詰替施設等      2      2      0      1      0 
(3) 手数料収入総額 36,400 30,334 21,696 28,569 27,678 

 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 

 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① 放射性同位元素使用施設等を有している事業者８社を対象にして調査を行った。 
② なお、施設の新設工事事例が少ないことにかんがみ、調査実施時には施設の変更工事実施後の施設検査を対象としている。 

 

区分 コスト発生の
有無 １件当たりコスト 説 明 

①手 数 料 ○ 

230,000 円 
【参考】変更工事後の変更許

可申請時の手数料 
平成11年度まで  246,400円 
平成12年度以降    250,500円 

同時に複数施設を受検する場合、手数料が半額になるなどの減免措置が
講じられている。ここでは、回答の得られた受検者の平均値を採用した。 

②手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 91,000 円 
（39 人時間） 

財団法人原子力安全技術センターによる実地検査への同席に投入される
のは約 30 人時間 ③受検対応コ

スト 
旅 費 △ ― 一部の受検者が、事前相談・申請書類提出時に原子力安全技術センター

を訪問したケースがあるが、全体の傾向とは言えないので削除 
④機 会 費 用 × ―  

⑤運 搬 コ ス ト × ―  

⑥保 管 コ ス ト × ―  

⑦書 類 作 成 コ ス ト ○ 40,000 円 
（210 枚） 使用許可・変更許可申請時に提出した書類を用意する。 

⑧部 外 委 託 経 費 × ―  

⑨事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩法定自主点検コスト △ ― 
運用開始後、毎年実施される法定自主点検業務を回答する事業者が多か
ったが、当該検査に直接付随するものではないため削除（文科 5-2、4、6
の定期検査で参考提示） 

⑪任意自主点検コスト △ ― 
運用開始後、日常的に実施される任意自主点検業務を回答する事業が一
部あったが、当該検査に直接付随するものではないため削除（文科 5-2、4、
6の定期検査で参考提示） 

⑫インセンティブ適用コスト × ―  

⑬そ の 他 × ―  

合 計 ― 361,000 円 
（①、③及び⑦の合計）  
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(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等］ 
① 検査を実施している財団法人原子力安全技術センターを対象にして調査を実施した。 
② なお、文科 5-1 の施設検査と、文科 5-2 の定期検査のコスト発生状況について差異がなかったため、まとめて表記している。 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発生

の有無 A 大規模 B 中規模 C 小規模 
説 明 

人件費 ○ 74,000 円 
（32 人時間） 

49,000 円 
（21 人時間） 

35,000 円 
（15 人時間） 

検査実施前の検査機器の準備や書面確認に投入される時間
も含む。 ①検査検定実

施コスト 
旅 費 ○ 160,000 円 110,000 円 68,000 円 受検施設までの往復移動。規模による金額の差異は、実地検

査に従事する職員数の違いによるもの。 
②機 器 運 搬 コ ス ト ○ 15,000 円 中性子サーべイメーターを受検施設まで持参する。 

③機器維持管理コスト ○ 6,000 円 各種サーベイメーターの維持管理に要する年間コストを、施
設検査・定期検査の合計件数で割り戻した値 

④そ の 他 × ― その他発生しているコストとして、書類の保管、事務所借料
等の経費が存在する。 

255,000 円 180,000 円 124,000 円  合 計 ― 
（①、②及び③の合計）  

 



検査検定制度名等 文科 5  :放射性同位元素の使用施設等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 文科 5-2:放射性同位元素の使用施設等の定期検査 

5-4:詰替施設等の定期検査 
5-6:廃棄物詰替施設等の定期検査 

 

92 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 5-2、4、6 

(2) 制 度 名 
放射性同位元素の使用施設等の検査 
（放射性同位元素の使用施設等の定期検査、詰替施設等の定期検査、廃棄物詰替施設等の定期検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 

［使用施設等］放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。以下「法」という。）
第 12 条の９第１項 

［詰替施設等］法第 12 条の９第２項 
［廃棄物詰替施設等］法第 12 条の９第３項 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 放射性同位元素等による放射線障害を防止し、公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

文部科学大臣が指定する者が、放射線取扱施設の使用開始後定期的に行う定期検査を実施する。許可使用者、販売業者、
賃貸業者又は廃棄業者であって、一定要件を満たす者について、使用施設等について一定期間毎に、文部科学大臣（又は
文部科学大臣が指定する者）の検査を受けなければならない。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 55 年 11 月 18 日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） なし 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

放射性同位元素の使用施設等・詰替施設等・廃棄物詰替施設等 
［使用施設等］① 密封された放射性同位元素の貯蔵能力が 111 テラベクレル以上の事業所 
       ② 密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が 740 メガベクレル以上の事業所 
       ③ 放射線発生装置を使用する事業所 
［詰替施設等］① 密封された放射性同位元素の貯蔵能力が 111 テラベクレル以上の事業所 
       ② 密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が 740 メガベクレル以上の事業所 
［廃棄物詰替施設等］すべての事業所 
（根拠法令等名：法第 12 条の９。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和 35 年政令第 259

号。以下「施行令」という。）第 14 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 

法に基づき該当する放射性同位元素使用施設等を設置又は変更しようとする者 
許可使用者：放射性同位元素又は放射線発生装置の使用について、文部科学大臣から許可を受けた者 
販売業者 ：放射性同位元素を業として販売することについて、文部科学大臣から許可を受けた者 
賃貸業者 ：放射性同位元素を業として賃貸することについて、文部科学大臣から許可を受けた者 
廃棄業者 ：放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を業として廃棄することについて、文部科

学大臣から許可を受けた者 
（根拠法令等名：法第３条、第４条、第４条の２及び第 12 条の９） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関］文部科学省（ただし、検査実績なし。） 
[指定検査機関等］財団法人原子力安全技術センター 
（根拠法令等名：法第 41 条の９）  

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 財団法人原子力安全技術センター：１（東京） 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
放射線障害防止法施行規則（昭和 35 年総理府令第 56 号。以下「施行規則」という。）第 14条の６～12 
（根拠法令等名：法第６条～第７条の２及び第 12 条の９第４項） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 

① 密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が 740 メガベクレル以上である貯蔵施設を有するもの 
：３年ごと（施設検査に合格した日又は定期検査を受けた日から２年を経過した日以後１年以内の間） 

② その他の事業所 
：５年ごと（施設検査に合格した日又は定期検査を受けた日から４年を経過した日以後１年以内の間） 
（根拠法令等名：施行令第 16 条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否 

放射性同位元素
放射線発生装置及び

廃棄物

使用者
販売業者・賃貸業者

廃棄業者

文部科学省
財団法人
原子力安全
技術センター

①施設の使用等の許可・変更許可申請
（法第３条、第４条、第４条の２、第１０条、
　第１１条、第１１条の２）

②許可・変更許可
（法第６条～第９条）

③定期検査申請
（施行規則第１４条の１８～２０）

④検査実施
（法第１２条の９）
⑤合格証の交付
（施行規則第１４条の２１）

⑥検査結果の報告
（指定機関等に関する規則第１８条）
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(3) 検査検定の受検手数料 

大規模：526,200 円（平成 12 年度まで 517,500 円） 
中規模：350,800 円（平成 12 年度まで 344,900 円） 
小規模：250,500 円（平成 12 年度まで 246,400 円） 
（根拠法令等名：施行令第 19 条） 
なお、財団法人原子力安全技術センターの業務規定に基づき、同時に受検する施設の数等により減額措置が講じられて

いる。 
□ 書面   ■ 実地 施設・設備 
□ 運転中  ■ 運転停止 
□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 財団法人原子力安全技術センター （根拠法令等名：施行規則第 14 条の 21） 
(6) 合 格 付 与 方 法 定期検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
① 密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が 740 メガベクレル以上である貯蔵施設を有するもの：３年 
② その他の事業所：５年 
（根拠法令等名：法第 12 条の９。施行令第 16 条） 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                             （単位：社、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 
(1) 対 象 事 業 者 数    965    998  1,019  1,043  1,078 
 うち、検査周期 3年の事業者    213    215    221    221    228 
(2) 検査検定実施件数    307    206    154    203    281 
 使用施設等    300    198    149    198    269 
 詰替施設等      2      5      5      1      9 
 廃棄物詰替施設等      5      3      0      4      3 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 87,818 64,146 48,985 61,371 86,365 

 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 

 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① 放射性同位元素使用施設等を有している事業者 24 社を対象にして調査を行った。 
② なお、施設の規模により、手数料や受検対応コストが大きく異なるため、手数料の料金区分に従って整理した。 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発

生の有無 A 大規模 B 中規模 C 小規模 
説 明 

① 手 数 料 ○ 

平成 11 年度まで：
517,500 円 
平成 12 年度以降：
526,200 円 

平成 11 年度まで：
344,900 円 
平成 12 年度以降：
350,800 円 

平成 11 年度まで：
246,400 円 
平成 12 年度以降：
250,500 円 

同時に複数施設を受検する場合、手数料が半額に
なるなどの減免措置が講じられている。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 110,000 円 
（48 人時間） 

34,000 円 
（15 人時間） 

33,000 円 
（14 人時間） 

電話による事前相談で約１人時間を要し、残りは 
財団法人原子力安全技術センターによる実地検査
への同席に投入される人時間 ③ 受検対応コ

スト 
旅 費 △ ― 

一部の受検者が、事前相談・申請書類提出時に原
子力安全技術センターを訪問したケースがあるが、
全体の傾向とはいえないので削除 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 41,000 円 
（63 枚） 

11,000 円 
（19 枚） 

7,000 円 
（22 枚） 

図面の作成などに当たって、部外委託を行ってい
るケースもある（委託費を含む。）。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ ― 
一部の大規模事業者において、受検前に事業所内
で事前テストを行うなどの回答があったが、全体の
傾向とはいえないため削除 

⑩ 法定自主点検コスト ○ 【参考】 
（640,000 円／年） 

【参考】 
（410,000 円／年） 

【参考】 
（210,000 円／年） 

運用開始後、毎年実施される法定自主点検業務。
放射線の量、汚染状況等の測定が行われているが、
当該検査に直接付随するものではないため参考提
示とした。 

⑪ 任意自主点検コスト ○ 【参考】 
（780,000 円／年） 

【参考】 
（640,000 円／年） 

【参考】 
（400,000 円／年） 

運用開始後、日常的に実施される任意自主点検業
務。なお、大規模事業者に該当する１事業者の異常
値を排除して算出。当該検査に直接付随するもので
はないため参考提示とした。 

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

677,200 円 395,800 円 290,500 円 
合 計 ― 

（①、③及び⑦の合計） 

定期検査は、施設の規模に応じて３年周期、若しくは
５年周期で行われるため、当該値を３若しくは５で除し
た値が年度当たりの負担額となる。 
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(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等］ 
① 検査を実施している財団法人原子力安全技術センターを対象にして調査を実施した。 
② なお、文科５-１の施設検査と、文科５-２の定期検査のコスト発生状況について差異がなかったため、まとめて表記している。 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発

生の有無 A 大規模 B 中規模 C 小規模 
説 明 

人件費 ○ 74,000 円 
（32 人時間） 

49,000 円 
（21 人時間） 

35,000 円 
（15 人時間） 

検査実施前の検査機器の準備や書面確認に投入
される時間も含む。 ① 検査検定実

施コスト 
旅 費 ○ 160,000 円 110,000 円 68,000 円 受検施設までの往復移動。規模による金額の差異

は、実地検査に従事する職員数の違いによるもの。 

② 機 器 運 搬 コ ス ト ○ 15,000 円 中性子サーベイメーターを受検施設まで持参す
る。 

③ 機器維持管理コスト ○ 6,000 円 
各種サーベイメーターの維持管理に要する年間
コストを、施設検査・定期検査の合計件数で割り戻
した値 

④ そ の 他 × ― その他発生しているコストとして、書類の保管、
事務所借料等の経費が存在する。 

255,000 円 180,000 円 124,000 円 合 計 ― 
（①、②及び③の合計） 

 

 



検査検定制度名等 文科 6:放射性同位元素装備機器の機構確認 
 

1 検査検定制度の名称 

（1) 整 理 番 号 文科 6 

（2) 制 度 名 放射性同位元素装備機器の機構確認 

（3) 根 拠 法 令 等 名 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。以下「法」という。）第 12 条の４第１項 

（4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室 
 

2 検査検定制度の概要 

（1) 制 度 の 目 的 放射性同位元素等による放射線障害を防止し、公共の安全を確保すること。 

（2) 制 度 の 概 要 

事業者の任意の申請に基づいて、文部科学大臣が指定する者が、文部科学大臣の承認を受けた設計による放射性同位元
素装備機器の放射線障害防止機構について確認を行う制度。当該確認を受けた放射性同位元素装備機器は、『表示付放射
性同位元素装備機器』として一般の機器とは異なり、その利用者は利用に際して文部科学大臣の許可を得る必要がなく（届
出のみでよい。）、かつ、放射線取扱主任者の選任・測定の義務から免除されるというメリットを持つ。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（3) 施 行 年 月 日 昭和 55 年 11 月 18 日 
（4) 制度改変の状況 
（平成 9～13 年度） なし 

 

3 検査検定対象 

（1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

文部科学大臣から放射線障害防止機構に係る設計の承認を受けた放射性同位元素装備機器（ガスクロマトグラフ用エレ
クトロン・キャプチャ・ディテクタ） 
（根拠法令等名：法第 12 条の４） 

（2) 検査検定受検者 法により定められた許可を受けた放射性同位元素装備機器を販売又は賃貸しようとする者 
 

4 検査検定実施主体 

（1) 検査検定実施主体名 
[国の機関］文部科学省（ただし、検査実績なし。） 
[指定検査機関等］財団法人原子力安全技術センター 
（根拠法令等名：法第 39 条） 

（2) 検査検定実施主体
の所在地・窓口数等 

財団法人原子力安全技術センター（東京） 

 

5 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
放射線障害防止機構について、構造・材料・性能などが、設計承認されたものと同一であること。 
（根拠法令等名：法第 12 条の２～４。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和 35 年政令

第 259 号。以下「施行令」という。）第 12 条） 
 

6 検査検定方法等 

（1) 検査検定の実施時期 放射性同位元素装備機器の使用前 （根拠法令等名：法第 12 条の４） 
（2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 否 

（3) 検査検定の受検手数料 

41,000 円/台（平成 12 年度まで 40,300 円/台) 
５台以上で割引あり。 
（根拠法令等名：施行令第 19 条） 
なお、財団法人原子力安全技術センターの業務規定に基づき、同時に受検する機構台数が５台以上の場合、台数により

減額措置が講じられている。 
□ 書面   □ 実地 施設・設備 
□ 運転中  □ 運転停止 
□ 型式     ■ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面   ■ 実地 

（ 4) 検査
検定の実
施方法 製品等 

□ 検査場内 ■ 現地 

（5) 合 格 付 与 権 者 財団法人原子力安全技術センター （根拠法令等名：法第 12 条の４） 
（6) 合 格 付 与 方 法 機構確認証の交付。当該機器に機構確認の表示を付する。 

（7) 検査検定の有効期間 
機構確認を受けた日から５年 
有効期間の更新を受けようとする者は、再度機構確認を受けることになる。 
（根拠法令等名：法第 12 条の４） 

放射性同位元素装備機器（ＥＣＤ）

販売業者・賃貸業者
文部科学省

財団法人
原子力安全
技術センター

①設計承認申請
（法第１２条の２）

②設計承認
（法第１２条の３）

③機構確認申請
（法第１２条の４第１項、第１２条の６）

④確認実施
（法第１２条の４）
⑤確認表示の取り付け
（法第３９条）

⑥確認結果の報告
（指定機関等に関する規則第１１条第１項）
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7 インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
 

8 検査検定の実績                                            （単位：社、台数、千円） 
区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

（1) 対 象 事 業 者 数      5     5    5    5     5 
（2) 検査検定実施件数 

（回数）     70    77    72    66    77 

（台数）    490    462    457    487    552 
（3) 手数料収入総額 15,979 15,413 15,405 16,263 18,255 
 

9 検査検定に要するコスト 
（1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は講じられていない。 
 

（2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等] 

我が国において放射性同位元素装備機器（ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ）を製造しているすべての事業者（５
事業者。うち、２事業者はグループ企業であり、１件としてまとめて回答を得ている。）を対象にして調査を行った。 

 

区分 コスト発
生の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 

380,000 円 
 
【参考】検査１件当たり受検台数 
 平均  11.1 台／件 
【参考】検査手数料 
     平成11年度まで 平成12年度以降 
1～4台 40,300 円/台 41,000 円/台 
5～9 台 32,240 円 32,800 円 
10～19 台 30,225 円 30,750 円 
20 台～ 28,210 円 28,700 円 

同時に複数台受検する場合、台数の多寡による手数料の減免措置が
講じられている。ここでは、受検者の検査１件当たりの支払い手数料
の平均値を採用した。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 22,000 円 
（９人時間） 

受検前の事前準備と、実際の受検に、同程度の時間・人員が投入されている。
事前準備では、ガス漏れ検査、機器の軌道確認などを行っている。 ③ 受検対応

コスト 
旅 費 × ― 検査は受験者の事業所内で行われるため、旅費は発生せず。 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書類作成コスト ○ 9,000 円 
（８枚） 

申請書類自体は型式ごとに１枚で、その他、添付資料として、検査
成績書、線源仕様書のコピーなどが提出されている。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ 27,000 円 ２事業者が、平成 14 年以降、表面汚染測定を外部委託にて実施して
いるとの回答あり。 

⑨ 事前準備コスト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト ○ 6,000 円 施設点検及びサーベイメーターの較正料等 

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 

444,000 円／件 
（①、③、⑦、⑧及び⑪の合計） 

↓ 
40,000 円／台 

（検査１件当たり受検台数 11.1 台） 

 

 

（3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等] 
検査を実施している財団法人原子力安全技術センターを対象にして調査を実施した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 14,000 円 
（６人時間） 検査実施前の検査機器の準備等に投入される時間も含む。 ① 検査検定

実施コスト 
旅 費 ○ 46,000 円 受検施設までの往復移動 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― GM 式サーベイメーターを検査実施場所まで持参するため、運搬のための費用は発生しない。 

③ 機器維持管理コスト ○ 1,000 円 機構確認プレート刻印機、機構確認用管理パソコン保守費、治具（ノギス）に要す
る年間コストを検査実施総件数で割り戻した値 

④ そ の 他 × ― その他発生しているコストとして、書類の保管、事務所借料等の経費が存在する。 

合 計 ― 

61,000 円／件 
（①及び③の合計） 

↓ 
8,971 円／台 

（検査１件当たり
検査台数 6.8 台） 

 

 



検査検定制度名等 文科 7:放射性同位元素等に係る運搬物確認 
 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 7 

(2) 制 度 名 放射性同位元素等に係る運搬物確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。以下「法」という。）第 18 条の２ 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室 
 

２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 放射性同位元素等による放射線障害を防止し、公共の安全を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

文部科学大臣が指定する者が、承認容器による放射性同位元素等の運搬物の確認（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自
動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限る。）を行う制度。使用者、販売業者、賃貸業者、廃
棄業者、並びにこれらの者から運搬を委託された者が、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物のうち、
放射能の量が一定基準以上のもの（BM 型輸送物・BU 型輸送物）を工場又は事業所の外において運搬する場合、文部科学
大臣の確認を受けなければならない。あらかじめ文部科学大臣の承認を受けた容器（承認容器）による運搬物に係る確認
については、指定運搬物確認機関（財団法人原子力安全技術センター）に行わせることができる。 

［現地確認］ 承認容器により陸上輸送される BM 型又は BU 型輸送物について、放射能が 777 テラベクレルを超える
輸送物、その他必要な輸送物につき、輸送物が技術上の基準及び承認の内容に適合していることを、申
請書、点検記録等の書類及び現地における目視、実測等により確認する。 

［書面確認］ 上記以外の輸送物について、輸送物が技術上の基準及び承認の内容に適合していることを、申請書、
点検記録等の書類により確認する。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 55 年 11 月 18 日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） なし 

使用者
販売業者・賃貸業者

廃棄業者
運搬を委託された者（運搬業者）

文部科学省
財団法人
原子力安全
技術センター

①容器の承認申請
（法第１８条の２第３項、
　施行規則第１８条の１７）

②容器の承認
（法第１８条の２第３項）

③運搬物確認申請
（施行規則第１８条の１５第３項）

④確認実施
（法第１８条の２）
⑤運搬確認証の交付
（施行規則第１８条の１６）

⑥確認結果の報告
（指定機関等に関する規則第２３条）

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物のうち、放射能の量が一定基準以上のもの（BM 型輸送物・BU
型輸送物） 
（根拠法令等名：法第 18 条の２第２項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
放射性同位元素等を工場又は事業所の外において運搬しようとする者 
･･･使用者、販売業者、賃貸業者、廃棄業者、並びにこれらの者から運搬を委託された者 
（根拠法令等名：法第 18 条の２第２項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関］文部科学省（ただし、検査実績なし。） 
[指定検査機関等］財団法人原子力安全技術センター 

（根拠法令等名：法第 41 条の 10） 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 財団法人原子力安全技術センター：７（東京） 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律施行規則（昭和 35 年総理府令第 56 号。以下「施行規則」という。）
第 18 条の２～11 
放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所外における運搬に関する技術上の基準に

係る細目等を定める告示（平成２年科技庁告示第７号） 
（根拠法令等名：法第 18 条の２第２項） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 運搬する前 （根拠法令等名：法第 18 条の２） 
(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 否 

(3) 検査検定の受検手数料 

① 承認容器以外の容器で運搬しようとする者 458,600 円（平成 12 年度まで 436,900 円） 
② 承認容器で 777 テラベクレルを超えるものを運搬しようとする者 136,400 円（平成 12 年度まで 135,400 円） 
③ 承認容器で 777 テラベクレル以下のもの を運搬しようとする者 34,500 円（平成 12 年度まで 34,100 円） 
（根拠法令等名：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和 35 年政令第 259 号）第 19 条） 
なお、財団法人原子力安全技術センターの業務規定に基づき、上記②の場合において、休日・所定時間外の受検に関す

る増額措置、複数受験等の場合に関する減額措置が講じられている。 
□ 書面   □ 実地 施設・

設備 □ 運転中  □ 運転停止 
□ 型式     ■ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
■ 書面   ■ 実地      ※放射能量が一定規模以上の場合、実地検査を実施 

(4) 検査検定
の実施方法 

製品等 
□ 検査場内 ■ 現地  

97 



98 

(5) 合 格 付 与 権 者 財団法人原子力安全技術センター （根拠法令等名：施行規則第 18 条の 16） 
(6) 合 格 付 与 方 法 運搬確認証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし（運搬の度毎に確認を実施） （根拠法令等名：法第 18 条の２第２項） 
 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
 

８ 検査検定の実績                                               （単位：件、千円） 
区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

（1）対 象 事 業 者 数 放射性同位元素使用事業所（発生装置のみを使用する事業所を除く。）のうち A1値、A2 値以上の放射能量を取扱える事
業所が対象となり得るが、該当事業所の件数についてはデータなし 

（2）検査検定実施件数    571    567   498   492   475 
 777 テラベクレル超     42     65    43    49    35 
 777 テラベクレル以下    529    502    455    443    440 
（3）手数料収入総額 22,290 24,070 19,949 20,273 18,855 
 

９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は講じられていない。 
 

 (2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等] 
放射性同位元素等の運搬を行ったことのある事業者全 11 事業者のうち、平成 13 年度における受検実績が 10 件以上である事業者５事業者を対象

に調査を行った。 

 

区分 コスト発生の
有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 

46,000 円 
 
【参考】検査手数料 
      平成11年度まで  平成12年度以降 
 書面確認 34,100 円 34,500 円 
 現地確認 135,400 円 136,400 円 

承認容器の使用有無、放射能量の多寡により、A）書面確認のケー
スと、B）現地確認のケースがあり得るが、ここでは、受検者の支払
い手数料総額を受検件数で割り戻した値を採用した。 
なお、承認容器を用いないで運搬を行う場合には、国（文部科学省）
による検査を受検することとなっているが、調査対象期間において、
実績はなかった。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 25,000 円 
（11 人時間） 

受検（書面確認か現地確認）の他、原子力安全技術センター
に対する事前相談、受検前の事前準備が行われている。 
A）書面確認の場合は、原子力安全技術センターにおいて確
認を受ける際に同席をしている。B）現地確認の場合は、輸送
物の発送場所において確認を受ける。 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 7,000 円 事前相談及び書類確認の際に、原子力安全技術センター（東
京都）に訪問する際のコストを計上 

④ 機 会 費 用 × ―  
⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  
⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書類作成コスト ○ 4,000 円 
（６枚）  

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ ― 実際には運搬作業を運送業者に委託しているケースが大半
であるが、検査に直結する委託コストではないため削除 

⑨ 事前準備コスト × ―  
⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト ○ ― 輸送容器等の運搬前の点検に要するコスト。上記③受検対応
コスト（人件費）に併せて計上 

⑫  インセンティブ適用コスト × ―  
⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 82,000 円 
（①、③、⑦及び⑪合計）  

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等] 
検査を実施している財団法人原子力安全技術センターを対象にして調査を実施した。 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発生の

有無 現地確認 書面確認 
説 明 

人件費 ○ 22,000 円 
（10 人時間） 

6,000 円 
（3人時間） 検査実施前の書類確認、機器準備等に投入される時間も含む。 ① 検査検定

実施コスト 
旅 費 ○ 46,000 円 ― 検査実施場所までの往復移動。書面確認の場合は原子力安全技術センター内で実施 

② 機器運搬コスト × ―  
③ 機器維持管理コスト ○ 200 円 測定器の維持管理に関する年間コストを実施件数で割り戻した値 
④ そ の 他 × ―  その他発生しているコストとして、書類の保管、事務所借料等の経費が存在する。 

68,200 円 6,200 円 合 計 ― 
（①及び③の合計） 

 

 



検査検定制度名等 文科 8:教科書の検定 
 
 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 文科 8 

(2) 制 度 名 教科書の検定 

(3) 根 拠 法 令 等 名 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 21条第１項、第 40 条、第 51 条、第 51 条の９及び第 76 条 

(4) 所管府省部局等名 文部科学省初等中等教育局教科書課 
 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

小・中・高等学校の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持
向上、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されている。文部科学省において
は、このような要請に応えるため、小・中・高等学校の教育課程の基準として学習指導要領を定めるとともに、教科の主
たる教材として重要な役割を果たしている教科書について検定を実施しているもの。 

(2) 制 度 の 概 要 

 民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が学識経験者等から成る教科用図書検定調査審議会の議を経て、
合格したものを教科書として使用することを認める制度である。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22 年４月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

① 検査検定基準の内容の見直し 
平成 10 年： 指導要領改訂を踏まえた基準の改正（平成 12 年度から施行） 

② 検査検定の方法の見直し 
平成 10 年： 検定意見の文書化、誤記・誤植審査の廃止（平成 12 年度から施行） 

③ その他（検定結果公開の拡充） 
平成 10 年： 公開会場の拡充（全国６か所→８か所） 
平成 13 年： 検定意見書、修正表についても公開（従前は申請図書、合格見本の公開及び検定意見の公表） 

文 部 科 学 省  

 
文部科学省本省 

⑨審議・議決 

④審議・議決 

①検 定 申 請 ②教科書調査官 
の調査 

⑤報 告 
（必要な修正をさせた上で再
度審査を行うことが適当で
ある場合） 

⑥検定意見通知 
（合否の決定を留保） 

⑦修正表の提出 ⑧諮 問 

⑩答 申 ⑪合 否 の 決 定 
⑫検定決定（合否）
の通知 

⑬完成見本の提出 
⑭検定結果の公開 
（申請図書、合格見
本、検定意見書、修
正表等） 

③諮 問 

 

教
科
書
発
行
業
者 

 
教 科 用 図 書 
検定調査審議会 

 

３ 検査検定対象 
(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

教科用図書（図書の著作者又は発行者が文部科学大臣に申請した図書） 
（根拠法令等名：教科用図書検定規則（平成元年文部省令第 20 号。以下「検定規則」という。）第４条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 教科用図書を検定申請しようとする者（教科書発行業者） （根拠法令等名：検定規則第４条） 
 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]文部科学省 （根拠法令等名：法第 21 条１項） 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 文部科学省本省 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 義務教育諸学校教科用図書検定基準・高等学校教科用図書検定基準 
(根拠法令等名：検定規則第３条） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 文部科学大臣が官報で告示した期間 
（根拠法令等名：検定規則第４条第２項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 検定申請のオンライン・システムを導入。平成 16 年度から本格実施予定 

(3) 検査検定の受検手数料 小学校用 280 円/ページ、中学校用 450 円/ページ、高校用 560 円/ページ。（下限 56,000 円） （根拠法令等名：検定規則第 12 条第１項） 
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□ 書面   □ 実地 施設・設備 
□ 運転中  □ 運転停止 
□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面   □ 実地 製 品 等 
□ 検査場内 □ 現地 

(4) 検査検
定の実施
方法 

そ の 他 ■ 申請図書及び添付書類について、文部科学省において審査 

(5) 合 格 付 与 権 者 文部科学大臣 （根拠法令等名：検定規則第７条） 
(6) 合 格 付 与 方 法 検定決定の通知 

(7) 検査検定の有効期間 基本的には学習指導要領の改訂まで 
（根拠法令等名：義務教育諸学校教科用図書検定基準・高等学校教科用図書検定基準） 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 
 

８ 検査検定の実績                                             （単位：者、件、千円） 
区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 62 62 61 61 61 

(2) 検査検定実施件数 高等学校用 313 小学校用  189 
高等学校用 110 高等学校用(再申請) 1 小学校用  155 

中学校用 105 高等学校用 393 

(3) 手数料収入総額 38,446 25,346 13,395 62,954 37,092 
（注）「対象事業者数」には、教科書発行業者数を記載した（平成 15 年４月現在では 68 者）。 
 

９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 
 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
教科書検定への平均的な対応状況について、文部科学省及び社団法人教科書協会への調査結果を基に整理した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 96,000 円  

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 42,000 円 
（18 人時間） 申請、意見受領、修正表提出及び見本提出への対応 ③ 受検対応

コスト 
旅 費 ○ 28,000 円 東京都内４往復×１人として計算（教科書発行業者 68 者のうち 56 者は東京に本社がある。） 

④ 機 会 費 用 × ―  
⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  
⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 37,000 円 
（40 部、16 人時間） 提出書類の校正、コピー作成等 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ―  
⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  
⑩ 法定自主点検コスト × ―  
⑪ 任意自主点検コスト × ―  
⑫ インセンティブ適用コスト × ―  
⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 203,000 円 
（①、③及び⑦の合計）  

（注） 教科書の原稿作成（申請図書の作成、修正表の作成）に係るコストは計上していない。 
 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等］ 
① 文部科学省への調査結果を基に整理した。 
② 教科書検定については、毎年度対象となる学校種や申請点数・申請内容等が異なっており、申請図書１点当たりのコストは、これらの事情や
各教科、申請図書ごとに大きく異なるため、以下のコスト分析においては、平成 14 年度に検定を行ったもののうち、２教科（高校用理科、高
校用社会科）における平均的な状況を整理した。 

 
１件当たりコスト 区 分 コスト発生

の有無 理科の場合 社会科の場合 
説 明 

人件費 ○ 1,200,000 円 
（520 人時間） 

1,400,000 円 
（624 人時間） 教科書調査官の申請図書審査及び修正表審査への対応 ① 検査検定

実施コスト 
旅 費 × ― ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ―  

④ そ の 他 ○ 積算困難 積算困難 
専門委員の調査、審議会の審議に係る経費があるが、按分は困難であ
る。なお、予算上は、審議会経費 3,180 万 5,000 円、教科書検定事務処
理経費 4,748 万円が計上されている（平成 13 年度）。 

合 計 ― 1,200,000 円 1,400,000 円  

 
 



検査検定制度名等 厚労 1:病院等の構造設備の検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 1 

(2) 制 度 名 病院等の構造設備の検査 

(3) 根 拠 法 令 等 名 医療法（昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。）第 27 条 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省医政局総務課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 病院等の構造設備の是正を確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

頻度：病院等が開設又は増改築等を行ったとき 

検査内容：構造設備について検査 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 23 年 10 月 27 日 

(4) 制度改変の状況 
（平成 9～13 年度） 

検査検定対象範囲の見直し 
平成 12 年７月１日： 軽微な変更等の場合に限り、実地検査対象から除外（軽微な変更等については、自主検査を実施

し、その結果を届出） 

受検者 検査検定実施主体 

（医療機関） （都道府県等） 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造、設備 
（根拠法令等名：法第 27 条） 

(2) 検査検定受検者 
病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所を開設しようとする者等 
（根拠法令等名：法第 27 条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[地方公共団体]都道府県（診療所又は助産所については、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に

は、当該保健所を設置する市又は特別区） 
（根拠法令等名：法第 27 条） 

(2) 検査検定実施主体
の所在地・窓口数等 

都道府県：47 
保健所設置市：57 
特別区：23 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 法第 21 条第１項第２号から第 12 号まで及び第 2項 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
新規開設又は構造設備の変更をしようとする医療機関から申請があってから 10 日以内 
（根拠法令等名：医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 23 条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

不明 

(3) 検査検定の受検手数料 
条例で定める額 
（根拠法令等名：地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「地自法」という。)第 228 条第１項） 

□ 書面    ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面    □ 実地 

(4) 検 査
検 定の
実施方
法 

製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県知事（診療所又は助産所については、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合には、当該

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長） 
（根拠法令等名：法第 27 条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 許可証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                           （単位：施設数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 29,255 28,772 27,820 27,165 ― 

新 規    136    162    197    170    129 (2) 検査検定
実施件数 変 更    172    210    322    204    249 

(3) 手数料収入総額 
（新規及び更新） 

10,914 12,426 17,098 13,592 12,149 

(注) １ 「（1）対象事業者数」は、我が国の医療機関数を計上している。 
 ２ 「(2)検査検定実施件数」及び「(3)手数料収入総額」は、今回、調査対象とした 12 実施主体分を計上している。 

②検査申請 
③実地検査 

（但し、軽微な変更

等の場合は、実地検

査の対象から除外

し、自主検査） 

①開設又は構造設備の
変更 

④許可証の交付 
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９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

平成 12 年７月１日： 軽微な変更等の場合に限り、実地検査対象から除外（軽微な変更等については、自主検査を実施し、その結果を届出） 

 

（2）検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

 今回、調査対象とした受検者延べ 38 受検者のうち、新規開設に係る検査を受けた 14 受検者、変更に係る検査を受けた 17 受検者及び自主検査を

実施した７受検者について整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 コスト発

生の有無 
開設（新設） 

コスト発
生の有無

変更 
（軽微な変更等を除く。） 

コスト発
生の有無

軽微な変更等 
＜自主検査＞ 

説 明 

① 手 数 料 ○ 33,000 円 ○ 40,000 円 △ 22,000 円 

手数料は、地自法第 228 条第１項の規
定において、条例で定める額とされてい
る。 
左記については、今回、調査対象とし
た受検者の平均である。 
なお、今回、調査対象とした実施主体
の中には、自主検査の結果の届出に係る
手数料を徴収していないものもみられ
た。 

② 手数料以外の納付金 × ― × ― × ―  

人件費 ○ 
22,000 円 

（10 人時間） 
○ 

11,000 円 
（５人時間） 

○ 
＜自主検査＞ 
6,000 円 

（３人時間） 

事前相談の実施、実地検査への立
会いなどに係るコスト 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 △ （7,000 円） △ （7,000 円） ― 
なし 

（今回の調査では計上し
たものはみられない。） 

事前相談の実施のため実施主体の所
在地まで出向くコストについて、県内１
往復（１人）で計算 

④ 機 会 費 用 × ― × ― × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ― × ― × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― × ― × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
21,000 円 

（49枚、９人時間）
○ 

10,000 円 
（15枚、４人時間）

○ 
8,000 円 

（13枚、３人時間）
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― × ― × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― × ― × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― × ― × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― × ― × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― × ― × ―  

⑬ そ の 他 × ― × ― × ―  

合 計 ― 
76,000 円 

（①、③（旅費を除
く。）及び⑦の合計）

― 
61,000 円 

（①、③（旅費を除
く。）及び⑦の合計）

― 
36,000 円 

（①、③（旅費を除
く。）及び⑦の合計）

 

 

 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査した 12 実施主体について整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 コスト発

生の有無 
開設（新設） 

コスト発
生の有無

変更 
（軽微な変更等を除く。）

コスト発
生の有無

軽微な変更等 
＜自主検査＞ 

説 明 

人件費 ○ 
15,000 円 
（６人時間） 

○ 
12,000 円 
（５人時間） 

○ 
2,000 円 
（1人時間） 

 事前相談への対応、書面審査及び実地
検査の実施（軽微な変更＜自主検査＞を
除く。）等に係るコスト ① 検査検定

実施コスト 

旅 費 ○ 14,000 円 ○ 14,000 円 × 不要 
実地検査の実施のため病院等の所在地
まで出向くコストについて、県内１往復
（２人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― × ― × ―  

③ 機器維持管理コスト × ― × ― × ―  

④ そ の 他 × ― × ― × ―  

合 計 ― 
29,000 円 

（①及び②の合計）
― 

26,000 円 
（①及び②の合計）

― 
2,000 円 

（①のみ計上）
 

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

① 手数料は、地自法第 228 条第１項の規定において、条例で定める額とされている。 

今回、調査対象とした実施主体は、いずれも軽微な変更等の場合における自主検査の結果の届出に係る手数料の額を変

更（軽微な変更等を除く。）の場合の手数料よりも低く設定していることから、受検者は、これによって手数料が軽減さ

れた影響を受けている。 

なお、今回、調査対象とした実施主体の中には、当該手数料を徴収していないものもみられた。 

② 実施主体においては、実地検査が省略できることとなった。 

(2) 選 択 範 囲 
 軽微な変更等の場合における自主検査は、受検者の都合のよい時間に実施できることから、今回、調査対象とした受検者

の中には、検査機会の選択範囲が自由になったと説明しているものがみられる。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 厚労 2:理容所の使用前の確認  

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 2 

(2) 制 度 名 理容所の使用前の確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 理容師法（昭和 22 年法律第 234 号。以下「法」という。）第 11 条の２ 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省健康局生活衛生課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

理容所を開設しようとする者に対し、その施設を使用するに際しては、その構造設備に関し都道府県知事（保健所設置

市又は特別区においては市長又は区長）の検査を受けさせ、その確認を得なくてはならないようにすることで、開設の当

初から十分な衛生措置を確保するとともに、施設に対する衛生的管理に資するものである。 

 使用前検査は、理容所を通じて利用者が感染症等に伝染しないよう、事前に構造設備を検査することで、適切な衛生措 

置を確保することが目的であり、この検査確認が終了しないと理容所の開設が行えない。 

(2) 制 度 の 概 要 

理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事（保健所設置市又は特別区においては市長又は区長）の検査を

受け、その構造設備が法第 12 条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならないと

するものである。 

 理容所について講ずべき措置（法第 12 条） 

 １ 常に清潔に保つこと 

 ２ 消毒設備を設けること 

 ３ 採光、照明及び換気を充分にすること 

 ４ その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 30 年８月５日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 
なし 

受検者 検査検定実施主体 

（設置者） （都道府県等） 

①届出 
②確認（実地検査）

③検査確認済証等の交付 ④使用 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

使用前の理容所 

（根拠法令等名：法第 11 条の２） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
理容所を開設しようとする者 

（根拠法令等名：法第 11 条の２） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [地方公共団体]都道府県、保健所設置市、特別区 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

都道府県：47 

保健所設置：57 

特別区：23 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
理容所において講ずべき措置 

（根拠法令等名：理容師法施行規則（平成 10 年厚生省令第４号）第 25 条及び第 26 条。各都道府県条例） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
随時（理容所開設者が開設に当たって必要事項を届け出た時） 

（根拠法令等名：法第 11 条の２） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
不明 

(3) 検査検定の受検手数料 
自治事務のため手数料は設定していない。 

（根拠法令等名：地方自治法（昭和年 22 法律第 67 号）第 227 条） 

□ 書面   ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
検査実施者 

（根拠法令等名：法第 11 条の２。「昭和 30 年 10 月３日衛第 324 号公衆衛生局長通知」） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査確認済証等検査確認を証する書面の交付等 

(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                           （単位：施設数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― 140,911 

新  規   103   116   114   125     127 (2) 検査検定

実施件数 変  更     8    22    23    38      21 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 
（新規のみ） 

1,648 1,856 1,824 2,017   2,039 

(注)１ 「(1)対象事業者数」は、平成 13 年３月現在の理容所の施設数である。 
  ２ 「(2)検査検定実施件数」及び「(3)手数料収入総額」は、今回調査対象とした 11 実施主体分を計上している。 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

［調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした理容所の新設に係る 20 受検者及び変更に係る８受検者について整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 コスト発

生の有無
新 設 

コスト発
生の有無

変 更 
説 明 

① 手 数 料 ○ 16,000 円 × 不要  今回、調査対象とした受検者の平均 

② 手数料以外の納付金 × ― × ―  

人件費 ○ 
4,000 円 

(２人時間) 
○ 

2,000 円 

（１人時間) 

事前相談の実施及び実地検査への立会いに係るコス

ト ③ 受検対応コ

スト 
旅 費 △ （14,000 円） △ （14,000 円） 

 事前相談などのため実施主体の所在地まで出向く

コストについて、県内２往復（１人）で計算 

④ 機 会 費 用 × ― × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ― × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
6,000 円 

(９枚、３人時間) 
○ 

2,000 円 

(２枚、１人時間)

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― × ―  

⑬ そ の 他 × ― × ―  

合 計 ― 
26,000 円 

(①、③（旅費を除
く。）及び⑦の合計)

― 
4,000 円 

(③（旅費を除く。）
及び⑦の合計) 

 

 

（3）検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等] 

今回、調査対象とした 11 実施主体のうち、理容所の新設に係る検査検定を実施した延べ 11 主体及び変更に係る検査検定を実施した延べ６主体に 

ついて整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発
生の有無 新 設 変 更 

説 明 

人件費 ○ 
5,000 円 

(２人時間) 

5,000 円 

(２人時間) 
事前相談への対応、実地検査の実施などに係るコスト 

① 検査検定実

施コスト 
旅 費 ○ 14,000 円 14,000 円 

実地検査のため理容所の所在地まで出向くコストについて、

県内１往復（２人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ―  

④ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 19,000 円 19,000 円  

 



検査検定制度名等 厚労 3:美容所の使用前の確認 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 3 

(2) 制 度 名 美容所の使用前の確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 美容師法（昭和 32 年法律第 163 号。以下「法」という。）第 12 条 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省健康局生活衛生課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

 美容所を開設しようとする者に対し、その施設を使用するに際しては、その構造設備に関し都道府県知事（保健所設置

市又は特別区においては市長又は区長）の検査を受けさせ、その確認を得なくてはならないようにすることで、開設の当

初から十分な衛生措置を確保するとともに、施設に対する衛生的管理に資するものである。 

 使用前検査は、美容所を通じて利用者が感染症等に伝染しないよう、事前に構造設備を検査することで、適切な衛生措

置を確保することが目的であり、この検査確認がなされないと美容所の開設が行えない。 

(2) 制 度 の 概 要 

美容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事（保健所設置市又は特別区においては市長又は区長）の検査を

受け、その構造設備が法第 13 条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならないと

するものである。 

 美容所について講ずべき措置（法第 13 条） 

 １ 常に清潔に保つこと 

 ２ 消毒設備を設けること 

 ３ 採光、照明及び換気を充分にすること 

 ４ その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 32 年９月２日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 
なし 

受検者 検査検定実施主体 

（設置者） （都道府県等） 

①届出 
②確認（実地検査）

③検査確認済証等の交付 ④使用 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

使用前の美容所 

（根拠法令等名：法第 12 条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
美容所を開設しようとする者 

（根拠法令等名：法第 12 条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [地方公共団体]都道府県、保健所設置市、特別区 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

都道府県：47 

保健所設置市：57 

特別区：23 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
美容所において講ずべき措置 

（根拠法令等名：美容師法施行規則（平成 10 年厚生省令第７号）第 25 条及び第 26 条。各都道府県条例） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
随時（美容所開設者が開設に当たって必要事項を届け出た時） 

（根拠法令等名：法第 12 条） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
不明 

(3) 検査検定の受検手数料 
自治事務のため手数料は設定していない。 

（根拠法令等名：地方自治法（昭和年 22 法律第 67 号）第 227 条） 

□ 書面   ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
検査実施者 

（根拠法令等名：法第 12 条。「昭和 30年 10 月３日衛第 324 号公衆衛生局長通知」） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査確認済証等検査確認を証する書面の交付等 

(7) 検査検定の有効期間 なし 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                           （単位：施設数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― 202,434 

新  規   188   235   264   277     260 (2) 検査検定

実施件数 変  更    14    18    35    37      13 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 
（新規のみ） 

3,008 3,760 4,224 4,443   3,891 

(注)１ 「(1)対象事業者数」は、平成 13 年３月現在の美容所の施設数である。 
２ 「(2)検査検定実施件数」及び「(3)手数料収入総額」は、今回、調査対象とした 12 実施主体分を計上している。 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした美容所の新設に係る 20 受検者及び変更に係る９受検者について整理した。 

 

１件当たりコスト 説 明 
区 分 コスト発

生の有無
新 設 

コスト発
生の有無

変 更  

① 手 数 料 ○ 16,000 円 × 不要  今回、調査対象とした受検者の平均 

② 手数料以外の納付金 × ― × ―  

人件費 ○ 
4,000 円 
(２人時間) 

○ 
2,000 円 
(１人時間) 

事前相談の実施及び実地検査への立会い
に係るコスト 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 △ （14,000 円） △ （14,000 円） 
 事前相談などのため実施主体の所在地ま
で出向くコストについて、県内２往復（１人）
で計算 

④ 機 会 費 用 × ― × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ― × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
13,000 円 

(14 枚、6人時間) 
○ 

1,000 円 
(2 枚、0.4 人時間) 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― × ―  

⑬ そ の 他 × ― × ―  

33,000 円 3,000 円 
合 計 ― (①、③（旅費を除く。）

及び⑦の合計) 

― (③（旅費を除く。）及び
⑦の合計) 

 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした 12 実施主体のうち、美容所の新設に係る検査検定を実施した延べ 12 主体及び変更に係る検査検定を実施した延べ７主体

について整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発
生の有無 新 設 変 更 

説 明 

人件費 ○ 
5,000 円 
(2.2 人時間) 

4,000 円 
(1.7 人時間) 

事前相談への対応、実地検査の実施などに係るコスト 
① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 14,000 円 14,000 円 
実地検査のため美容所の所在地まで出向くコストに

ついて、県内１往復（２人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ―  

④ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 19,000 円 18,000 円  

 



1検査検定制度名等 厚労 4:クリーニング所の使用前の確認 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 4 

(2) 制 度 名 クリーニング所の使用前の確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 クリーニング業法（昭和 25 年法律第 207 号。以下「法」という。）第５条の２ 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省健康局生活衛生課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

 クリーニング所を開設しようとする者に対し、その施設を使用するに際しては、その構造設備に関し都道府県知事（保

健所設置市又は特別区においては市長又は区長）の検査を受けさせ、その確認を得なくてはならないようにすることで、

開設の当初から衛生措置を確保し、もってクリーニングに関する衛生の向上を図ることを目的とする。 

 使用前検査は、クリーニング所を通じて利用者が感染症等に伝染しないよう、事前に構造設備を検査することで、適切

な衛生措置を確保することが目的であり、この検査確認が行われないとクリーニング所の開設が行えない。 

(2) 制 度 の 概 要 

クリーニング所を開設しようとする者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事（保健所設置市又は特

別区においては市長又は区長）の検査を受け、法第３条第２項又は第３項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなけれ

ば、当該クリーニング所を使用してはならないとするものである。 

 

クリーニング所について講ずべき措置（法第３条第２項又は第３項の規定） 

１ 洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも１台備えること（脱水の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱

水機は備えなくとも良い。） 

２ クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと 

３ 洗たく物を洗たく又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと 

４ 洗たく物をその用途に応じて区分して処理すること 

５ 洗場については、床が、不浸透性材料（コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。）で築造され、

これに適当なこう配と排水口が設けられていること 

６ 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合

においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。た

だし、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。 

７ その他都道府県知事が定める必要な措置 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 39 年６月 30 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

なし 

受検者 検査検定実施主体 

（営業者） （都道府県等） 

①届出
②確認（実地検査）

③検査確認済証等の交付 ④使用 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

使用前のクリーニング所 
（根拠法令等名：法第５条の２） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
クリーニング所を開設しようとする者 
（根拠法令等名：法第５条の２） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [地方公共団体]都道府県、保健所設置市、特別区 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県：47 
保健所設置市：57 
特別区：23 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
クリーニング所の構造設備の規定 
（根拠法令等名：法第３条第２項又は第３項） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
随時（クリーニング営業者が開設に当たって必要事項を届け出た時） 
（根拠法令等名：法第５条の２） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

不明 

(3) 検査検定の受検手数料 
自治事務のため手数料は設定していない。 
（根拠法令等名：地方自治法（昭和年 22 法律第 67 号）第 227 条） 

□ 書面   ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製 品 等 

□ 検査場内 □ 現地 
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(5) 合 格 付 与 権 者 
検査実施者 
（根拠法令等名：法第５条の２） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査確認済証等検査確認を証する書面の交付等 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                            （単位：施設数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― 162,347 

新  規   140   144   141   135     100 (2) 検査検定

実施件数 変  更     3     4     7     4       8 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 
（新規のみ） 

2,240 2,304 2,256 2,160   1,600 

(注) １ 「(1)対象事業者数」は、平成 13 年３月現在のクリーニング所の施設数である。 
   ２ 「(2)検査検定実施件数」及び「(３)手数料収入総額」は、今回、調査対象とした 10 実施主体分を計上している。 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象としたクリーニング所の新設に係る 23 受検者（うち、取次所９）及び変更に係る５受検者（うち、取次所１）について整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 コスト発

生の有無
新 設 

コスト発
生の有無

変 更 
説 明 

① 手 数 料 ○ 16,000 円 × 不要 今回、調査対象とした受検者の平均 

② 手数料以外の納付金 × ― × ―  

人件費 ○ 
6,000 円 
(３人時間) 

○ 
2,000 円 
(１人時間) 

事前相談の実施及び実地検査への立会いに係る
コスト ③ 受検対応コ

スト 
旅 費 △ （14,000 円） △ （14,000 円） 

 事前相談などのため実施主体の所在地まで出向
くコストについて、県内２往復（１人）で計算 

④ 機 会 費 用 × ― × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ― × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ― × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
7,000 円 

(６枚、３人時間) 
○ 

2,000 円 
(３枚、１人時間) 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― × ―  

⑬ そ の 他 × ― × ―  

合 計 ― 
29,000 円 

(①、③（旅費を除
く。）及び⑦の合計)

― 
4,000 円 

(③（旅費を除く。）及
び⑦の合計) 

 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした 10 実施主体のうち、クリーニング所の新設に係る検査検定を実施した延べ 10 主体及び変更に係る検査検定を実施した延

べ５主体について整理した。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 新 設 変 更 

説 明 

人件費 ○ 
5,000 円 
(２人時間) 

5,000 円 
(２人時間) 

事前相談への対応、実地検査の実施などに係るコスト 
① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 14,000 円 14,000 円 
実地検査のためクリーニング所の所在地まで出向くコス
トについて、県内１往復（１人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ―  

④ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 19,000 円 19,000 円  

 



検査検定制度名等 厚労 5:製品検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 5 

(2) 制 度 名 製品検査 

(3) 根 拠 法 令 等 名 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 25条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省食品安全部企画情報課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

法第 11 条第１項の規定により規格が定められた食品、添加物、器具及び容器包装のうち、法第 25 条第１項の規定に基

づき政令で定めるものの検査を行うもので、現在、食品衛生法施行令（昭和 28年政令第 229 号。以下「施行令」という。）

第４条第１項の規定において「タール色素」が対象となっている。 

 タール色素とは、コールタールを原料として作られる着色料で、同一の化学物質が、食品用以外にも工業用その他の用

途があって、そのために、他の工業用に使用される品質の悪いものが食品用に使用されるおそれもあるため、本検査の対

象とすることにより、食品用に販売されるのを防ぐこと。 

(2) 制 度 の 概 要 

規格が定められた食品、添加物、器具及び容器包装のうち政令で定めるものは、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又

は登録検査機関の行う検査を受けなければならない。 

なお、現在、検査対象はタール色素であり、その実施主体は、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号。以下

「施行規則」という。）第 24 条の規定により、登録機関のみとなっている。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 23 年１月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

検査検定の方法の見直し 
平成 10 年３月： 検査検定の対象品目（タール色素）におけるロットを形成する最大量について、これまで 300 キログ

ラムとされていたものを撤廃（検査抽出率の緩和） 
 
[参考] 
検査検定実施主体の見直し 
平成 16 年２月 27 日： 指定検査機関制度から登録検査機関制度に移行するとともに、従前この検査を実施していた国

立医薬品食品衛生研究所は実施しないこととなった。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

タール色素 
（根拠法令等名：施行令第４条第１項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
タール色素を使用して食品、添加物、器具又は容器包装を製造又は加工する者 
（根拠法令等名：法第 25 条第１項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [登録検査機関]63 法人 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

登録検査機関：83 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
法第 25 条第１項の検査 
（根拠法令等：施行令第４条第４項。施行規則第 24 条） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
不定期 
（根拠法令等名：法第 25 条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 
１件につき登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額 
（根拠法令等名：法第 25 条第２項） 

□ 書面   □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） ■ 個別（抽出） 

□ 書面   ■ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製 品 等 

■ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
厚生労働大臣 
（根拠法令等名：施行令第４条第４項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 製品検査合格証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
法令等による規定はないが、各製造事業者等が独自にタール色素の品質に問題が生じない程度の期間を設定して管理して

いる（通常、１年程度であれば問題ないとされている。）。 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

受検者 

（タール色素の検査を受けようと

する業者） 

①申請 
②検査 

検査検定実施主体 

（登録検査機関） 

③製品検査合格証の交付 
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８ 検査検定の実績                                          （単位：事業者数、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数      9     10     10     10     9 

(2) 検査検定実施件数    571    284    260    176    162 

(3) 手数料収入総額 39,970 19,880 18,200 21,208 20,396 

 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

検査検定の方法の見直し（検査抽出率の緩和） 

平成 10 年３月： 検査検定の対象品目（タール色素）におけるロットを形成する最大量について、これまで 300 キログラムとされていたものの撤廃 

 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした４受検者のうち、制度改変の前後のいずれにおいても検査検定対象品目を製造していた３受検者について整理した。 

なお、平成９年度から 13 年度までの受検者総数は、10 前後と少数である。 

（注）整理の対象とした平成９年度及び 10 年度は、国立医薬品食品衛生研究所大阪支所から受検していたものであるが、法改正により 16 年２月

27 日からは登録検査機関から受検することとなった（２－(４)参照）。 

 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 制度改変前 

（平成９年度）
制度改変後 

（平成 10 年度）

説 明 

○ 70,000 円 70,000 円 
① 手 数 料 

 
総受検 
件数 

288 件 146 件 

手数料は、定額である。 
 なお、制度改変後の平成 12 年度に、検査項目の増加などに伴い 12 万
5,900 円に改定されている。 

② 手数料以外の納付金 × ― ―  

人件費 ○ 
15,000 円 
（６人時間） 

15,000 円 
（６人時間） 

 当該検査検定事務の経由機関である都道府県による検査検定対象品目の数量確
認、採取及び保管品（抽出されたロット）の封印等への対応に係るコスト ③ 受検対応

コスト 
旅 費 × ― ―  

④ 機 会 費 用 × ― ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト △ 不明 不明 

検査検定対象品目を実施主体まで送付するコスト（送料）について、厚生労働
省から当該検査検定事務の経由機関である都道府県に対し、委託費が交付されて
いるものについては、都道府県が負担するものもあり、他方、委託費が交付され
ていないものについては受検者が負担するものもある。 
なお、今回の調査では、１受検者において当該コスト（実施主体までの交通費）
は 400 円としているものがみられた。 

⑥ 保 管 コ ス ト ×    

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
3,000 円 

（４枚、１人時間）
3,000 円 

（４枚、１人時間）
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 
88,000 円 

（①、③及び⑦の合計）
88,000 円 

（①、③及び⑦の合計）

制度改変が検査内容に関わるものではないことなどから、１件当たりのコスト
には変化はないが、検査抽出率の緩和によって、受検件数が 288 件から 146 件に
半減しているとみなせば、全体としては約 1,200 万円の減と推計できる。 

88,000 円×（288－146）件＝12,496,000 円 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした１実施主体及び上記（２）で整理の対象とした３受検者に係る検査検定事務の経由機関である２都道府県について整理した。 

（注）整理の対象とした平成９年度及び 10 年度は、国立医薬品食品衛生研究所大阪支所が検査を実施していたものであるが、法改正により 16 年

２月 27 日からは登録検査機関が実施することとなった（２－(４)参照）。また、都道府県についても経由事務は行わないこととなった。 

 

＜実施主体：国立医薬品食品衛生研究所大阪支所＞ 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 制度改変前 

（平成９年度）
制度改変後 

（平成 10 年度）

説 明 

○ 
110,000 円 
（48 人時間）

110,000 円 
（48 人時間）

人件費 
（検査検定 
総実施件数）

571 件 284 件 

実地検査に係るコスト ① 検査検定
実施コスト 

旅 費 × ― ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 不明 不明 
検査機器の修理費として平成９年度から 13 年度までの間で年額（平均）約 45
万円が計上されているが、全体の機器維持管理コストは不明である。 

④ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 110,000 円 110,000 円 

制度改変が検査内容に関わるものではないことなどから、１件当たりのコスト
には変化はない。 
しかし、検査抽出率の緩和によって、検査検定実施件数が減少しており、これ

を単純に平成９年度の 571 件から 10 年度には 284 件に半減しているとみなせば、
全体としては約 3,200 万円の減と推計できる。 

110,000 円×（571－284）件＝31,570,000 円 
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＜経由機関：都道府県＞ 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発生
の有無 制度改変前 

（平成９年度）
制度改変後 

（平成 10 年度）

説 明 

○ 
6,000 円 

（３人時間）
6,000 円 

（３人時間）人件費 

(取扱件数) 236 件 109 件 

検査検定対象品目の数量確認、採取、保管品の封印等の実施に係るコスト 
① 検査検定
実施コスト 

旅 費 ○ 10,500 円 10,500 円 
 受検者の所在地まで検査検定対象品目の採取等に出向くコストについ
て、県内１往復（1.5 人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ―  

④ そ の 他 △ 不明 不明 

検査検定対象品目を実施主体まで送付するコスト（送料）について、厚生労働
省から当該検査検定事務の経由機関である都道府県に対し、委託費が交付されて
いるものについては、都道府県が負担するものもあるとのことであるが、今回の
調査ではコストは不明であった。 

合 計 ― 16,500 円 16,500 円 

制度改変が検査内容に関わるものではないことなどから、１件当たりのコスト
には変化はない。 
しかし、検査抽出率の緩和によって、取扱件数が平成９年度の 236 件から 10

年度には 109 件に半減しているとみなせば、全体としては約 210 万円の減と推計
できる。 

16,500 円×（236－109）件＝2,095,500 円 

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

① 受検者については、受検件数の減少に伴い、上記９の「合計の説明」欄のとおり、手数料及び人件費（都道府県が行う

検査検定対象品目の採取等への立会いなど）が減少している。 

② 実施主体及び経由機関である都道府県についても、同様に、上記９の「合計の説明」欄のとおり、検査検定の実施件数

の減少に伴い人件費等のコストが減少している。  

(2) 選 択 範 囲 特に、認められない。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 厚労 6:獣畜のとさつ又は解体検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 6 

(2) 制 度 名 
獣畜のとさつ又は解体検査（獣畜の生体検査、獣畜のとさつ後検査、獣畜の解体検査、

と畜場場外でとさつ、解体する獣畜の検査） 
(3) 根 拠 法 令 等 名 と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号。以下「法」という。）第 14 条第１項、第２項、第３項及び第４項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

獣畜の生産者（出荷者）は、とさつ又は解体しようとする獣畜をと畜場に搬入し、とさつ又は解体検査を受ける。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 28 年８月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 
なし 

受検者 検査検定実施主体 

（都道府県、保健所設置市） （獣畜の生産者

（出荷者）） ①検査申請 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊） 

（根拠法令等名：法第３条及び第 14 条第１項から第４項まで） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊）をとさつ又は解体しようとする者 

（根拠法令等名：法第 14 条第１項から第４項まで） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [地方公共団体]都道府県、保健所設置市 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

都道府県：47 

保健所設置市：57 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

法第 14 条第３項第２号 

と畜場法施行令（昭和 28 年政令第 216 号。以下「施行令」という。）第５条第１項から第２項まで 

と畜場法施行規則（昭和 28 年厚生省令第 44 号）第 11 条、第 12 条 

昭和 47 年５月 27 日環乳第 48 号通知 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
獣畜のと殺又は解体の都度 

（根拠法令等名：法第 13 条第１項から第３項まで） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
不明 

(3) 検査検定の受検手数料 
都道府県ごとに異なる。 

（根拠法令等名：地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 227 条） 

□ 書面   □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     ■ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   ■ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

■ 検査場内 ■ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県知事、保健所設置市長 

（根拠法令等名：施行令（昭和 28 年政令第 216 号）第９条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検印 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 

７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

 

 

  

獣畜の搬入 ②検査 

 ⅰ）とさつ検査 

 ⅱ）解体検査 

 ⅲ）解体後のと畜場外に持ち出すと

きの検査 

③検印  ⅳ）と畜場外の場所での検査 
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８ 検査検定の実績 （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 不明 不明 不明 不明 

(2) 検査検定実施件数 18,484,128 18,607,154 18,276,351 17,871,231 17,374,948 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 不明 不明 不明 不明 不明 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした 25 受検者について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 500 円 今回、調査対象とした受検者の平均 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 △ 
（1,000 円（0.4 人時間）
～200 円（0.1 人時間））

 受検者は、実地検査には必ずしも立ち会っておらず、また、病畜ではない正常
なと畜（疾病等にり患していないと畜）であっても、実地検査時間には差異がみ
られる。 
 なお、平成 13 年度以降、牛海綿脳症（ＢＳＥ）のスクリーニング検査の実施
によって実地検査時間等が長時間化しているが、と畜の健康状態で検査内容が大
きく異なることなどから、左記にはこれを含めていない。 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 △ （7,000 円） 
 実地検査に立ち会う場合、検査場まで出向くコストについて、県内１往復（１
人）で計算 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト △ （2,000 円） 受検者が検査場まで検査対象品目（と畜）を運搬する場合のコスト 

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ ― 

 受検申請書類は、１申請書（２枚ないし４枚）当たり概ね 0.5 人時間ないし２
人時間程度で作成しているが、１申請書に当該受検日にと殺しようとする頭数の
すべてを記載していることから、１件（１頭）当たりのコストを算出することは、
今回の調査結果からは困難である。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 500 円  

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした 14 実施主体について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
1,000 円（0.4 人時間）
～200 円（0.1 人時間）

 実地検査には差異がみられることから、その範囲を示した。 
なお、平成 13 年度以降、牛海綿脳症（ＢＳＥ）のスクリーニング検査の実施
によって実地検査時間等が長時間化しているが、と畜の健康状態で検査内容が大
きく異なることなどから、左記にはこれを含めていない。 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 × ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 不明 
 細菌検査、病理検査等のための検査機器の維持管理費のコストが生ずると認め
られるが、今回の調査結果からはコストを算出するまでにはいたらなかった。 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 1,000 円～200 円  

 



検査検定制度名等 厚労 7:専用水道布設工事の設計の確認 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 7 

(2) 制 度 名 専用水道布設工事の設計の確認 

(3) 根 拠 法 令 等 名 水道法（昭和 32 年法律第 177 号。以下「法」という。）第 32 条 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省健康局水道課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
専用水道の布設工事をしようとする者に、着工前にその設計について都道府県知事等による法第５条の施設基準に適合

するものであることの確認を受けることを義務付けることにより、安全な水を安定して給水することを確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着工する前に、当該工事の設計が法第５条の規制による施設基準

に適合するものであることについて、都道府県知事（保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長）の確認を受けな

ければならない。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 32 年６月 15 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

検査検定基準の改変 

平成 12 年４月１日： 水道施設の技術基準を定める省令（平成 12 年厚生省令第 15 号。以下「省令」という。）が施行

された。 

 

（参考） 

検査検定対象範囲の見直し 

平成 14 年４月１日： 従来から 100 人を超える居住者に給水する施設として定義されていたが、新たに学校、レジャ

ー施設等居住者は少ないが、給水能力が大きい施設（一日最大給水量が 20 立方メートルを超える

施設）が追加された。） 

受検者 検査検定実施主体 

（設置者） （都道府県等） 

①申請 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

専用水道 

（根拠法令等名：法第３条第６項。水道法施行令(昭和 32 年政令第 336 号。以下「施行令」という。)第１条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
専用水道を設置しようとする者 

（根拠法令等名：法第 32 条） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]厚生労働大臣 

（根拠法令等名：法第 50 条第２項） 

[地方公共団体]都道府県、保健所設置市、特別区 

（根拠法令等名：法第 32 条及び第 48 条の２） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

厚生労働省：１ 

都道府県：47 

保健所設置市：57 

特別区：23 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
水道法第５条の規定による施設基準 

（根拠法令等名：法第５条。省令） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
専用水道を設置しようとするとき 

（根拠法令等名：法第 32 条） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

否 

(3) 検査検定の受検手数料 
なし 

（手数料を徴収していない理由：都道府県等の自治事務となっており、法においては特段の定めがないため） 

■ 書面   □ 実地 施設・ 

設備 □ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検定

の実施方法 
製品等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
厚生大臣、都道府県知事、保健所設置市及び特別区の長 

（根拠法令等名：法第 50 条第２項、第 32 条及び第 48 条の２） 

(6) 合 格 付 与 方 法 通知 

(7) 検査検定の有効期間 なし（確認を受けた構造設備に変更がない限り有効） 

②確認（書面審査）

③通知 ④着工 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 不明 不明 不明 不明 
(2) 検査検定実施件数 14 17 9 13 4 

(3) 手数料収入総額 ― ― ― ― ― 

(注) 「(2)検査検定実施件数」は、今回、調査対象とした 10 実施主体分を計上している。 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

平成 12 年４月１日： 省令を定め、検査検定基準を明確化 

 

 (2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした 27 受検者について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 × ― 手数料は、徴収されていない。 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 
51,000 円 
（22 人時間） 

事前相談の実施、書面審査への対応などに係るコスト 
③ 受検対応
コスト 

旅 費 △ （7,000 円） 
事前相談の実施、書面審査への対応などのため実施主体の所在地まで出
向くコストについて、県内１往復（１人）で計算 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
860,000 円 

（322 枚、371 人時間） 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ （1,100,000 円） 

専用水道の設計、確認申請書類作成等に係るコスト 
なお、受検者によっては設計等を委託しているものがある。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
911,000 円 

（③（旅費を除く。）及び⑦の合計）
 

 

 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

［調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした 10 実施主体について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
92,000 円 
（40 人時間） 

事前相談への対応及び書面審査、現地確認の実施に係るコスト 
① 検査検定
実施コスト 

旅 費 △ （7,000 円） 
確認を行うため現地に出向くことがある場合のコストについて、県内１
往復（１人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ―  

③ 機器維持管理コスト × ―  

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
92,000 円 

（①（旅費を除く。）のみ計上）
 

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

 今回、調査対象とした受検者及び実施主体は、従来、「水道施設指針・解説」（社団法人日本水道協会発行、厚生省監修）

を審査基準として活用していたものがほぼ同様の内容で省令化されたことから、審査内容に大きな変化はなく、コストへ

の影響は発現していないと説明している。 

(2) 選 択 範 囲 特に、認められない。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 厚労 8:簡易専用水道の管理についての検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 8 

(2) 制 度 名 簡易専用水道の管理についての検査 

(3) 根 拠 法 令 等 名 水道法（昭和 32 年法律第 177 号。以下「法」という。）第 34 条の２第２項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省健康局水道課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 

簡易専用水道の設置者は、法第 34 条の２第１項の規定によりその管理を義務付けられており、その管理の適否につい

て専門的な知識を有するものにより定期的に検査を行うことで、簡易専用水道により供給される水質を適切に維持管理で

きるようにすること。 

(2) 制 度 の 概 要 

・ 検査内容：簡易専用水道の管理についての検査 

・ 検査項目：施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書類検査を原則 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 53 年６月 23 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

なし 

［参考］ 

検査検定実施主体の見直し 

平成 16 年３月 31 日： 検査機関の指定制度が登録制度に改正、施行される。 

受検者 検査検定実施主体 

（簡易専用水道設置者） （地方公共団体の 

機関等） 

①検査申請 
②検査 

③検査済みを証する書

類の交付 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

簡易専用水道 

（根拠法令等名：法第 34 条の２第２項及び第３条第７項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
簡易専用水道の設置者 

（根拠法令等名：法第 34 条の２第２項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[指定検査機関等]地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者 

（根拠法令等名：法第 34 条の２第２項） 

[参考］ 

「厚生労働大臣の指定する者」は、平成 16 年３月 31 日から「厚生大臣の登録を受けた者」に改正 

（根拠法令等名：公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成 15 年法律第 102 号）） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

指定検査機関等：地方公共団体の機関が指定したもの：不明 

労働大臣が指定したもの 83 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 

検査の方法 

（根拠法令等名：水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号。以下「施行規則」という。）第 56 条第２項、「簡易専

用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」（平成 15 年厚生労働省告示第 262 号。以下「告示」

という。） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
定期（１年以内ごとに１回） 

（根拠法令等名：法第 34 条の２第２項。施行規則第 56 条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 検査検定実施主体が定める。 

□ 書面   ■ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   □ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

□ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
検査実施者 

（根拠法令等名：告示） 

(6) 合 格 付 与 方 法 検査済みを証する書類の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
１年 

（根拠法令等名：法第 34 条の２第２項。施行規則第 56 条第１項） 
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７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：設置数、件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 175,220 175,298 184,401 190,150 194,278 

(2) 検査検定実施件数 148,851 148,849 157,781 162,186 165,034 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 不明 不明 不明 不明 不明 

（注）「（1）対象事業者数」は、簡易専用水道の設置数を計上している。 

 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

制度改変は行われていない。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした 30 受検者について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 16,000 円 今回、調査対象とした受検者の平均 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 
5,000 円 

（２人時間） 
事前相談の実施、実地検査への立会いなどに係るコスト ③ 受検対応コ

スト 
旅 費 × ―  

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
1,000 円 

（１枚、0.4 人時間） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト ○ 

⑪ 任意自主点検コスト △ 

170,000 円 

 法 34 条の２第１項の規定に基づく簡易専用水道の清掃等に係るコスト
に加え、任意の残留塩素濃度の水質検査等を含めた施設の維持管理を委託
している場合が多く、法定自主点検コストと任意自主点検コストとを区分
して計上することが困難であることから一括している。 

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
192,000 円 

(①、③、⑦及び⑩・⑪の合計)

 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした 10 実施主体について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 
6,000 円 
(３人時間) 

 
① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000 円 
実地検査の実施のため簡易専用水道の所在地まで出向くコストについ
て、実勢値で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト △ （1,000 円） 検査のために使用する車両の維持管理費、燃料費などに係るコスト 

③ 機器維持管理コスト ○ 100 円 残留塩素の測定用ＤＰＤ試薬費用、消耗品費用等に係るコスト 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
13,100 円 

（①及び③の合計） 
 

 



検査検定制度名等 厚労 9:医薬品、医療用具の検定 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 9 

(2) 制 度 名 医薬品、医療用具の検定 

(3) 根 拠 法 令 等 名 薬事法（昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。）第 43 条第１項及び第２項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
医薬品において定められた規格や基準のうち、高度な技術を要する試験項目等について公的機関が再度チェックするこ

とにより、医薬品の品質等の確保を図ること。 

(2) 制 度 の 概 要 

厚生労働大臣の指定する医薬品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、

販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 

 

〔フロー図〕 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 36 年２月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

検査検定対象範囲の見直し 

平成９年３月 31 日： インターフェロン（９品目）及びインスリン（９品目）を対象品目から削除 

受検者 都道府県 
検査検定実施主体 （経由機関） （生物学的製剤製造(輸

入)業者） （国立感染症研究
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

厚生労働大臣の指定する医薬品として生物学的製剤 77 種（血液製剤類とワクチン類）を指定 
（根拠法令等名：薬事法第 43 条第１項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等（昭 

和 38 年厚生省告示第 279 号。以下「告示」という。）） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列しようとする者 
（根拠法令等名：法第 43 条第１項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]国立感染症研究所 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

国立感染症研究所 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
薬事法第 43 条第１項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等 
（根拠法令等名：告示） 

 

６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
販売、授与等の前 
（根拠法令等名：法第 43 条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
否 

(3) 検査検定の受検手数料 
検定を受けるべき医薬品ごとに定められている。 
（根拠法令等名：告示） 

□ 書面   □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     □ 個別（全個） ■ 個別（抽出） 

□ 書面   ■ 実地 

(4) 検査検

定の実施

方法 製 品 等 

■ 検査場内 □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 

国立感染症研究所所長 
（根拠法令等名：法第 43 条第１項。薬事法施行令(昭和 36 年政令第 11 号)第８条。薬事法施行規則（昭和 36 年厚生省 

令第１号）第 46 条第３項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 合格証紙の貼付 

(7) 検査検定の有効期間 特になし（検査検定自体の有効期間は規定されていないが、実質的には当該医薬品の有効期限と同じ） 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績                                             （単位：者、件、千円） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数    18    18    18    18    17 

(2) 検査検定実施件数   1,227   1,208   1,171   1,155   1,193 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 826,860 814,792 783,339 715,978 650,106 

①検定申請 

⑦販売 

  所・国立医薬品

   食品衛生研究所）

③申請書、試験品

の送付 
②試験品抜取り

⑤検定結果通知

合格証紙送付 
④検定 

⑥検定結果通知

合格証紙貼付 
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９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変 

平成９年３月 31 日： 検査検定対象品目のうち、インターフェロン（９品目）及びインスリン（９品目）が削除 

なお、平成９年３月 31 日に法第 43 条第１項の規定に基づく当該検査検定が廃止された後、11 年３月 30 日まで法第 71 条の規定に基づく検査命令

が行われていたことから、１件当たりのコストの比較は、８年度と 11 年度とを対象とした。 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした 16 受検者のうち、制度改変前後において、削除（廃止）された品目を製造していた２受検者について個別に整理した。 

 

＜事例１ Ａ受検者＞ 

１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生

の有無 制度改変前 

（平成８年度）

制度改変後 

（平成 11 年度）

説 明 

1,300,000 円 
① 手 数 料 ○→× （受検件数）

19 件 

不要  手数料は、医薬品の種類によって区分されている。 

② 手数料以外の納付金 × ― ―  

人件費 ○→× 
5,000 円 

（２人時間） 
不要 

当該検査検定事務の経由機関である都道府県による検査検定対象品目
の採取、在庫品の封印等への対応（判定の通知、合格証書の貼付などへ
の対応コストについては不明であるため、これを除く。）に係るコスト 

③ 受検対応

コスト 
旅 費 × ― ―  

④ 機 会 費 用 × ― ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト ○→× 不明 不要 
検査検定実施主体の所在地（東京都）までの検査検定対象品目の送
料に係るコストが生ずることが認められるが、その額は不明である。 

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○→× 
9,000 円 

(20枚、４人時間）
不要  

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 

1,314,000 円 

（①、③及び⑦

の合計） 

不要 

平成 11 年度においても、８年度と同様のものを受検したと仮定する
と、検査検定対象品目が削減（廃止）されたことによって、約 2,500
万円の削減が推計できる。 
・1,314,000 円×19 件＝24,966,000 円 

 

＜事例２ Ｂ受検者＞ 

１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生

の有無 制度改変前 

（平成８年度）

制度改変後 

（平成 11 年度）

説 明 

1,400,000 円 
① 手 数 料 ○→× （受検件数）

不明 

不要  手数料は、医薬品の種類によって区分されている。 

② 手数料以外の納付金 × ― ―  

人件費 ○→× 
9,000 円 

（４人時間） 
不要 

当該検査検定事務の経由機関である都道府県による検査検定対象品
目の採取、在庫品の封印、判定の通知等への対応（合格証紙の貼付へ
の対応コストについては不明であるため、これを除く。）に係るコスト 

③ 受検対応

コスト 
旅 費 × ― ―  

④ 機 会 費 用 × ― ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト ○→× 3,000 円 不要 
検査検定実施主体の所在地（東京都）までの検査検定品目の送料に
係るコスト 

⑥ 保 管 コ ス ト × ― ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○→× 不明 不要  申請書作成に係るコストが生ずることが認められるが、不明である。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ― ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ― ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ― ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ― ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ― ―  

⑬ そ の 他 × ― ―  

合 計 ― 

1,412,000 円 

（①、③及び⑤

の合計） 

不要 

平成11年度においても、９年度及び10年度の受検実績の年度平均（注）
と同様のものを受検したと仮定すると、検査検定対象品目が削減（廃止）
されたことによって、約3,200万円の削減が推計できる。 
（注）平成８年度の実績が不明のため、９年度及び 10 年度の実績の

年度平均値を参考とした。 
・1,412,000円×23件（平成９年度18件、10年度28件）＝32,476,000円 
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 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体］ 

今回、調査対象とした国立感染症研究所（インターフェロンのみの検定を実施）及び上記（２）で整理の対象とした２受検者に係る検査検定事務

の経由機関である２都道府県について整理した。 

 

＜実施主体：国立感染症研究所＞ 

１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生 

の有無 制度改変前 

（平成８年度）

制度改変後 

（平成 11 年度）

説 明 

400,000 円 

（173 人時間）人件費 ○→× 
（受検件数）
151 件 

不要 実地検査の実施に係るコスト ① 検査検定

実施コスト 

旅 費 × ― ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト ○→× 100,000 円 不要 光熱水料に係るコスト 

④ そ の 他 ○→× 860,000 円 不要 物件費に係るコスト 

合 計 

○→× 

1,360,000 円

（①、③及び④

の合計） 

不要 

 

 

＜経由機関：都道府県＞ 

１件当たりコスト 

区 分 
コスト発生 

の有無 制度改変前 

（平成８年度）

制度改変後 

（平成 11 年度）

説 明 

9,000 円 

（４人時間） 
人件費 ○→× 

（取扱件数）

不明 

不要 
検査検定対象品目の採取、在庫品の封印、判定の通知、合格証紙の
貼付等の実施に係るコスト ① 検査検定

実施コスト 

旅 費 ○→× 7,000 円 不要 
 受検者の所在地まで検査検定対象品目の採取等に出向くコストにつ
いて、県内１往復（１人）で計算 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ―  

④ そ の 他 × ― ―  

合 計 ○→× 16,000 円 不要 

検査検定対象品目が削減されたことによって平成 11 年度における
コスト削減額は、８年度の取扱実績が不明のため全体額を試算できな
いが、受検者＜事例１ Ａ受検者＞の実績分のみを対象にすると、約
30 万円の削減が推計できる。 
・16,000 円×19 件（事例１ Ａ受検者の実績）＝304,000 円 

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

検査検定対象範囲が縮小（対象品目の削除）されたことによって、 

① 受検者については、受検手数料及び人件費（都道府県が行う検査検定対象品目の採取等への立会いなど）が不要にな

っている。 

② 実施主体及び経由機関である都道府県については、人件費等のコストが不要になっている。 

  また、実施主体については、手数料収入がなくなっている。 

(2) 選 択 範 囲 特に、認められない。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度名等 

厚労 10： 

経産 25：新規化学物質の届出に基づく審査 

環境 4： 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 10、経産 25、環境４ 

(2) 制 度 名 新規化学物質の届出に基づく審査 

(3) 根 拠 法 令 等 名 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。以下「法」という。）第３条、第４条及び第５条の２ 

(4) 所管府省部局等名 
厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室 
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 

 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
 難分解性の性状を有し、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質
の製造又は輸入に際しては事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるととも
に、その有する性状に応じ必要な規制を行うもの。 

(2) 制 度 の 概 要 

 新規化学物質を製造又は輸入しようとする者に、事前の届出を義務づけ、届出後、主務大臣による判定（既に得られ
ている知見に基づき、どの化学物質（第１種特定化学物質、指定化学物質等）に該当するかを判定）を行い、その結果
を届出者に通知する制度。第１種特定化学物質又は指定化学物質に該当するとの判定を受けた化学物質については所要
の管理が求められる。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 

 

※審査には、予備審査、本審査があり、各省の審

議会（厚生労働省薬事・食品衛生審議会、経済

産業省化学物質審議会、環境省中央環境審議会）

の審議を経る。その判定に基づき審査結果が通

知されるとともに、指定又は公示が行われる。 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 49 年４月 16 日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13 年度） 

検査検定実施主体の見直し 
平成 13 年１月６日： 省庁再編に伴い、実施主体として環境省が加わる。 
 

※ 平成 14 年度以降の制度改変の状況 
平成 14 年度から、ＣＤ－Ｒによる届出を可能とした。 
平成 15 年度から、届出窓口の一本化、審議会の合同開催を実施 
なお、平成 16 年 4 月 1日に改正法が施行され、難分解性を有し、かつ、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそ
れのある化学物質等が新たに規制の対象として加わるとともに、新規化学物質の製造又は輸入の数量、取扱いの方法
等に応じた新たな制度（低生産量新規化学物質の審査の特例制度等）が導入されるため、今後、当該制度に要するコ
スト等の状況は変動が生じる。 

厚 生 労 働 省届 出 者
①   届   出 

経 済 産 業 省
環 境 省

（書類提出、ヒアリング対応）
② 審  査

③ 審査結果の通知

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

第１種特定化学物質、第２種特定化学物質、指定化学物質、既存化学物質名簿に記載されている化学物質又は、法第４
条３項の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質のいずれにも該当しない化学物質で、
製造又は輸入されようとしている化学物質 
ただし、以下の場合の新規化学物質は含まれない。 
1 試験研究のため新規化学物質を製造又は輸入しようとする場合 
2 試薬として新規化学物質を製造又は輸入しようとする場合 
3 薬事法(昭和 35年法律第 145号)第 12条１項又は第18条１項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規
化学物質を製造又は輸入する場合 
4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に当該新規化学物質について、国内での１年間の製造数量又は輸入数量
が１トン以下であり、その化学物質による環境汚染が生じ、人の健康を損なうおそれがないことの確認を受けた場合 
（根拠法令等名：法第３条及び第５条の２。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（昭和 49 年政令

第 202 号。以下「施行令」という。）第２条） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
新規化学物質の製造又は輸入しようとする者 
（根拠法令等名：法第３条及び第５条の２） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]厚生労働省、経済産業省、環境省 
（根拠法令等名：法第４条） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

厚生労働省本省、経済産業省本省、環境省本省 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 法第４条第１項 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
新規化学物質の製造又は輸入を行う前 
（根拠法令等名：法第３条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

平成 14 年度からＣＤ－Ｒによる届出が可能 

(3) 検査検定の受検手数料 
なし 
（手数料を設定していない理由：化学物質ごとの審査を行う制度であり、特定の者に製造又は輸入の許可等を行うもの
ではないため） 
□ 書面   □ 実地 施設・ 

設備 □ 運転中  □ 運転停止 
■ 型式     □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
■ 書面   □ 実地 

(4) 検査検定
の実施方法 

製品等 
■ 検査場内 □ 現地 
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(5) 合 格 付 与 権 者 合否の判定をする制度ではない（審査結果については大臣名で通知）。 

(6) 合 格 付 与 方 法 合否の判定をする制度ではない（審査結果については書面で通知）。 

(7) 検査検定の有効期間 有効期限を設定する制度ではない。 

 
７ インセンティブ制度 

インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績 （単位：件） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 ― ― ― ― ― 

(2) 検査検定実施件数      

届 出 件 数 325 352 322 372 322 

判定を行なった件数 287 330 310 359 306  

届出を取り下げた件数 38 22 12 13 16 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 ― ― ― ― ― 

（注）１ 「対象事業者数」は、産業分野が多岐にわたることから記載していない。 
   ２ 「手数料収入総額」は、手数料を徴収していないことから該当なし。 
 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

本制度については、環境省が所管に加わった以外は特段の制度改変は行われていない。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

① 今回の調査では、受検実績のある 14 事業者を調査対象とした。 

② 以下のコスト分析では、14 事業者の平均的な状況を整理した。 
 

区 分 
コスト発
生の有無

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 × ―  

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ 
3,000 円 

（1.4 人時間） 
ヒアリング対応 ③ 受検対応

コスト 
旅 費 ○ 46,000 円 東京まで１往復×１人として計算 

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
100,000 円 

（7,700 枚、44 人時間）
申請書類の印刷対応等。対象物質の内容により試験内容が異なり、提出書類の量
にも幅がある。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 ○ 17,000,000 円 試験を委託。試験内容により 30 万円ないし 3,000 万円と幅がある。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
17,149,000 円 

（③、⑦及び⑧の合計）
 

 
 (3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

① 実施主体である厚生労働省本省、経済産業省本省、環境省本省を調査対象とした。 

② 以下のコスト分析においては、３省におけるそれぞれの平均的な状況を整理した。 
 

１件当たりコスト 
区 分 

コスト発
生の有無 厚生労働省 経済産業省 環境省 

説 明 

(ヒアリング準備・対応）
13,000 円（5.5 人時間）

 
13,000 円（5.5 人時間）

 
13,000 円（5.5 人時間）

(予備審査対応） 
28,000 円（12 人時間）

 
93,000 円（40 人時間） 

 
37,000 円（16 人時間） 

人件費 ○ 

(本審査対応）  
28,000 円（12 人時間）

 
28,000 円（12 人時間） 

 
37,000 円（16 人時間） 

環境省は平成 13 年度から
実施 ① 検査検定

実施コスト 

旅 費 × ― ― ―  

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ― ― ―  

③ 機器維持管理コスト × ― ― ―  

④ そ の 他 ○ （3,000,000 円／年間） (2,000,000 円／年間） （3,700,000 円／年間） 審議会の運営経費 

合 計 ― 69,000 円 134,000 円 87,000 円 
 

 
10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

環境省が共管となったことから、提出書類の増加、ヒアリング対応の増加があったとする事業者があるが、平成 15 年度
から、届出窓口を一本化するとともに、審議会を合同開催とするなどにより、受検者の利便の向上、受検対応負担の削減が
図られている。 
平成 14 年度からＣＤ―Ｒによる届出が可能となっているが、14 年度における利用は全 292 件中 18 件（６パーセント）

である。今回調査対象とした 14 事業者では、６事業者が利用しているが、書類作成の手間が減った反面電子化作業の増も
ある。未利用者の中には、電子化作業の負担増のため利用予定はないとするものもあった。 

(2) 選 択 範 囲 なし 

(3) そ の 他 なし 



検査検定制度名等 厚労 11 ：食鳥検査 

 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 11 

(2) 制 度 名 食鳥検査（生体検査、脱羽後検査、内臓摘出後検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第 70 号。以下「法」という。）第 15 条第１項、第２

項及び第３項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 

 

２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進にすること。 

(2) 制 度 の 概 要 

食鳥の生産者（出荷者）は、とさつ（内臓を摘出しようとするとき及び内臓を摘出したときを含む。）しようとする食

鳥を食鳥処理場において、食鳥検査（生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査）を受ける。 

 

〔フロー図〕 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施 行 年 月 日 平成３年４月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 

（平成 9～13 年度） 

検査検定方法の見直し 

厚生省(当時)は、総務庁(当時)の「基準認証等の制度及び運営の実態調査の結果に基づく勧告」（平成 12 年３月 23

日）を受け、都道府県等に対し、早朝、時間外の検査の実施の弾力化及び食鳥検査における民間獣医師の活用等につい

て更なる要請を行っている。 

受検者 検査検定実施主体 

（食鳥処理業者） （都道府県等） 

①検査申請 
②実地検査 

 ⅰ）生体検査 

 ⅱ）脱羽後検査 

 ⅲ）内臓摘出後検査

③合格 

 

３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名

称・範囲等 

食鳥（鶏、あひる、七面鳥、その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるもの。） 

（根拠法令等名：法第２条、第 15 条第１項、第２項及び第３項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
食鳥処理業者 

（根拠法令等名：法第３条、第 15 条第１項、第２項及び第３項） 

 

４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[地方公共団体]都道府県、保健所設置市、特別区 

（根拠法令等名：法第 15 条第１項、第２項及び第３項） 

[指定検査機関等]厚生労働大臣の指定する者（指定検査機関） 

（社）岩手県獣医師会、（社）京都保健衛生協会、（社）大阪食品衛生協会、（財）高知県食鳥検査セ

ンター、（社）石川県獣医師会、（社）愛知県獣医師会、（社）京都府獣医師会、（社）大阪生活衛生協

会、（社）和歌山県獣医師会、（財）鳥取県食鳥肉衛生協会、（財）岡山県健康づくり財団、（財）佐賀

県食鳥肉衛生協会、（財）長崎県食鳥肉衛生協会及び（財）鹿児島市獣医公衆衛生協会 

（根拠法令等名：法第 21 条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の

所在地・窓口数等 

都道府県：47 

保健所設置市：57 

特別区：23 

指定検査機関等：14 

 

５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に係わる法律施行規則（平成２年厚生省令第 40 号）第 27 条 

 

６ 検査検定方法等 

(1)検査検定の実施時期 
食鳥をとさつしようとするとき（内臓を摘出しようとするとき及び内蔵を摘出したときを含む。） 

（根拠法令等名：法第 15 条第１項、第２項及び第３項） 

(2) 検査検定の受検の申

請書に係る電子化対応 
不明 

(3) 検査検定の受検手数料 
都道府県ごとに定める。 

（根拠法令等名：法第 42 条。地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 227 条） 

□ 書面   □ 実地 施設・ 

設備 □ 運転中  □ 運転停止 

□ 型式     ■ 個別（全個） □ 個別（抽出） 

□ 書面   ■ 実地 

(4) 検 査 検

定 の 実 施

方法 製品等 

■ 検査場内 □ 現地 
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(5) 合 格 付 与 権 者 

都道府県知事、保健所設置市又は特別区の長 

（根拠法令等名：法第 20 条） 

指定検査機関 

（根拠法令等名：法第 21 条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 なし 

(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 

 インセンティブ制度の導入状況 なし 

 

８ 検査検定の実績 （単位：件（羽）） 

区 分 平成 9年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 不明 不明 不明 不明 
(2) 検査検定実施件数 664,971,021 645,535,831 645,822,604 644,764,765 718,429,439 

(3) 手 数 料 収 入 総 額 不明 不明 不明 不明 不明 
 

９ 検査検定に要するコスト 

(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 

平成 12 年３月 23 日： 総務庁(当時)の「基準認証等の制度及び運営の実態調査の結果に基づく勧告」（平成 12 年 3月 23 日）に基づく早朝、時間外

の検査の実施の弾力化 

 

(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 

[調査対象とした受検者の状況等］ 

今回、調査対象とした 24 受検者について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ ３円 今回、調査対象とした受検者の平均 

② 手数料以外の納付金 × ―  

人件費 ○ ４円 実地検査への対応に係るコスト ③ 受検対応コ

スト 旅 費 × ―  

④ 機 会 費 用 × ―  

⑤ 運 搬 コ ス ト × ―  

⑥ 保 管 コ ス ト × ―  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ ― 
１日当たりの処理羽数を申請書１枚に 10 分程度で作成しているのが通常
であり、１件当たりのコストは 0.1 円未満である。 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × ―  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × ―  

⑩ 法定自主点検コスト × ―  

⑪ 任意自主点検コスト × ―  

⑫ インセンティブ適用コスト × ―  

⑬ そ の 他 × ―  

合 計 ― 
７円 

（①及び③（旅費を除く。）の合計）
 

 

(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 

[調査対象とした実施主体の状況等］ 

今回、調査対象とした 10 実施主体（内訳：地方公共団体４、指定検査機関６）について整理した。 

 

区 分 
コスト発生
の有無 

１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ ６円 実地検査の実施に係る対応 
① 検査検定実
施コスト 旅 費 × ― 

 

② 機 器 運 搬 コ ス ト × ―  

③ 機器維持管理コスト ○ 不明 
羽数カウンター、卓上高圧滅菌器など検査機器の維持管理費を計上してい
るものがみられるが、コストを算出するまでには至らなかった。 

④ そ の 他 × ―  

合 計 ― ６円  

 

10 制度改変の影響 

(1) コ ス ト 

(2) 選 択 範 囲 

今回、調査対象とした 10 実施主体（内訳：地方公共団体４、指定検査機関６）は、いずれも総務庁(当時)が行った「基

準認証等の制度及び運営の実態調査の結果に基づく勧告」（平成 12年３月 23 日）以前から、早朝、時間外の検査の実施の

弾力化を図っていた。 

(3) そ の 他 なし 

 



検査検定制度 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-1：ボイラーの構造検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12-1 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ボイラーの構造検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第１項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和
47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第５条 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
製造時においてボイラーは、構造上の要件を欠くと破裂等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるので、製
造後のボイラーが構造規格に定められた安全要件を具備しているか確認するため、構造検査においては、設計の審査、外
観検査、水圧試験等を実施し、ボイラーの爆発、破裂等による労働災害を防止する。 

(2) 制 度 の 概 要 

[制度の仕組み] 
ボイラーを製造した者は、当該ボイラーについて所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。ただし、特
定廃熱ボイラーについて製造時等検査代行機関の検査を受けた場合は、この限りでない。 

 
[実施方法] 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、ボイラーに刻印を押し、かつ、
ボイラー明細書に構造検査済の印を押して申請者に交付する。 
 
〔フロー図〕 

 
 
 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

① 検査検定実施主体の見直し 
平成 12年３月 30日： 製造時等検査代行機関の指定の基準から公益法人要件を廃止 

② 検査検定方法の見直し 
平成 12年３月 30日： 構造検査に合格してから１年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、使

用検査を受検しなければならなかったが、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県
労働局長が認めたものについては、使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間を１
年以上から２年以上へ延長した（検査検定有効期間の見直し）。 

 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
平成 15 年４月 30 日: 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー・圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

平成 15年７月２日： 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成 15年法
律第 102号）が成立し、特定廃熱ボイラーに係る製造時検査については、平成 16年３月 31日か
ら登録機関が実施することとされた。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー 
範囲：製造されたボイラー。ただし、以下のボイラーを除く。 
・ 小型ボイラー 
・ 船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の適用を受けるもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第１号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 ボイラーを製造した者 
（根拠法令等名：規則第 5条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 

[国の機関]都道府県労働局 
（根拠法令等名：法第 38条第１項。規則第５条） 

[指定検査機関等]社団法人日本ボイラ協会、社団法人ボイラ・クレーン安全協会 
（ただし、規則第５条第１項に規定する特定廃熱ボイラーに限る。） 
（根拠法令等名：労働安全衛生法第 38 条第１項第１号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令（平成 13

年厚生労働省令第 62号） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47都道府県に各１ 
社団法人日本ボイラ協会：全国に 44検査事務所及び分室 
社団法人ボイラ・クレーン安全協会：全国に 20事務所及び分室 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 ボイラー構造規格（平成元年労働省告示第 65号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 ボイラーを製造したとき 
（根拠法令等名：規則第５条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
製造時検査代行機関は独自に設定し、厚生労働大臣が認可している。 
■ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 
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検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-2：ボイラーの溶接検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12-2 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ボイラーの溶接検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第１項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第７条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 ボイラーの爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

[制度の仕組み] 
溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、当該ボイラーについて所轄都道府県労働局長の検査を受けなければ

ならない。ただし、当該ボイラーが附属設備（過熱器及び節炭器に限る。）若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分

のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー（気水分離器を有するものを除く。）である場合又は特定廃熱ボイラーにつ

いて製造時等検査代行機関の検査を受けた場合は、この限りでない。 
 
[実施方法] 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、ボイラーに刻印を押し、かつ、

ボイラー溶接明細書に溶接検査済の印を押して申請者に交付する。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 

 
(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

検査検定実施主体の見直し 
  平成 12年３月 30日： 製造時等検査代行機関の指定の基準から公益法人要件を廃止した。 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー・圧力容器を導入する際の安全確認の

迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 
平成 15年７月２日： 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成 15年法

律第 102 号）が成立し、特定廃熱ボイラーに係る製造時検査については、平成 16 年３月 31 日
から登録機関が実施することとされた。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー 
範囲：溶接によるボイラー。ただし、以下のボイラーを除く。 
・ 小型ボイラー 
・ 船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の適用を受けるもの 
・ 附属設備（過熱器及び節炭器に限る。）若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるもの 
・ 貫流ボイラー（気水分離器を有するものを除く。） 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第１号。規則第７条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
溶接によるボイラーの溶接をしようとする者 
（根拠法令等名：規則第７条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]都道府県労働局 
[指定検査機関等]社団法人日本ボイラ協会、社団法人ボイラ・クレーン安全協会 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47都道府県に各１ 
社団法人日本ボイラ協会：全国に 44検査事務所及び分室 
社団法人ボイラ・クレーン安全協会：全国に 20事務所及び分室 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 ボイラー構造規格（平成元年労働省告示第 65号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
溶接によるボイラーの溶接をしようとするとき 
（根拠法令等名：規則第７条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 
労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
製造時等検査代行機関は独自に設定し、厚生労働大臣が認可している。 
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■ 書面    ■実地 
施設・設備 

□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
溶接検査実施者 
（根拠法令等名：規則第７条第３項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ボイラーに刻印を押し、かつ、ボイラー溶接明細書に溶接検査済の印を押して申請者に交付 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績 （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 809 712 678 590 542 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 33,245 29,582 27,267 23,777 22,367 
（注）１ 平成 11年度の「検査検定実施件数」は、（社）日本ボイラ協会が実施した１件を含むものである。 

２ 「手数料収入総額」は、国に係るもののみを記入している。 
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(5) 合 格 付 与 権 者 構造検査実施者 
（根拠法令等名：規則第 5条第 4項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ボイラーに刻印を押し、かつ、ボイラー明細書に構造検査済の印を押して申請者に交付 

(7) 検査検定の有効期間 １年（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては２年） 
（根拠法令等名：規則第 12条第１項第２号） 

 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績 （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 1,422 1,217 1,137 1,089 1,002 
(3) 手数料収入総額 44,016 37,382 34,896 34,341 31,680 
（注）１ 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、ボイラーの構造検査及び使用検査の合計である。 

２ 平成 11年度の「検査検定実施件数」は、（社）日本ボイラ協会が実施した１件を含むものである。 
３ 「手数料収入総額」は、国に係るもののみを記入している。 

 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
検査検定有効期間の見直しに係る制度改変の状況を調査対象としたが、今回の調査においては該当事例がなく、制度改変による影響の変化を把握

できなかったので、ボイラーの構造検査に係るコストの状況を分析した。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① ボイラー製造業者 12事業者を調査対象とし、伝熱面積 5平方メートルないし 200平方メートル未満のボイラーを調査対象範囲として調査した
結果をコスト分析した。 
② 調査対象期間中（平成 9年度～13年度）に構造検査の受検対象となっているもののうち、伝熱面積 10平方メートルないし 40平方メートル未
満のものが全体の約 74パーセントを占めている。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 31,700円 調査対象とした事業者における最も件数の多い手数料額（平成 13 年度の
伝熱面積 40平方メートルないし 100平方メートル未満のもの。） 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

20,000円 
(8.8人時間) 

(内訳) 
事前相談 1.9人時間 

書類提出時の説明 0.9人時間
実地検査 6.0人時間 

 

③ 受検対応
コスト 

旅費 ○ 14,000円 事前相談及び申請書類提出時 
県内移動旅費（7,000円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × －  
⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 27,000円 
（11.7人時間、84枚） 

 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ 6,000円 
（2.5人時間） 社内検査や構造検査に係る事前準備のコスト（４事業者） 

⑩ 法定自主点検コスト × －  
⑪ 任意自主点検コスト × －  
⑫ インセンティブ適用コスト × －  
⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 98,700円 
（①、③、⑦及び⑨の合計）

⑨については、一部の事業者から回答があったものであるが、回答がなか
った事業者においてもコストを要している状況が予想されることから、これ
を含めて合計を算出している。 

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
［調査対象とした実施主体の状況等］ 
 10道県の労働局を調査対象として、平成 9年度～13年度について、ボイラーの構造検査の実施に係るコストの状況を分析した。 

 

区 分 コスト発生
の有無 １件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

10,000円 
(4.5人時間) 

（内訳） 
事前相談 0.8人時間 
書類審査 1.2人時間 
実地検査 2.5人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000円 県内移動旅費を使用 
② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト ○ （270,000円） 検査に用いる機器の購入費等（他の検査に使用するものを含む。）の年額
である。 

④ そ の 他 × －  

合 計 － 17,000円 ③については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でない
ので、合計には含めていない。 



検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-3：ボイラーの使用検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12-3 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ボイラーの使用検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 38条第 1項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47年労働省令第 33号。
以下「規則」という。）第 12条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 ボイラーの爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

[制度の仕組み] 
次の者は、それぞれ当該ボイラーについて都道府県労働局長の検査を受けなければならない。ただし、特定廃熱ボイラ

ーについて製造時等検査代行機関の検査を受けた場合は、この限りでない。 
・ ボイラーを輸入した者 
・ 構造検査又は使用検査を受けた後１年以上（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた
ボイラーについては２年以上）設置されなかったボイラーを設置しようとする者 
・ 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者 
 

[実施方法] 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、ボイラーに刻印を押し、かつ、ボ

イラー明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付する。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

① 検査検定実施主体の見直し 
  平成 12年３月 30日： 製造時等検査代行機関の指定の基準から公益法人要件を廃止した。 
② 検査検定方法の見直し 
  平成 12年３月 30日： 使用検査に合格してから１年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、再び

使用検査を受検しなければならなかったが、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県

労働局長が認めたものについては、再び使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間を

１年以上から２年以上へ延長した（検査検定有効期間の見直し）。 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 

平成15年４月30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準について、
国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー・圧力容器を導入する際の安全確認の迅速化に

よる検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 
平成 15年７月２日： 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成 15年法律

第 102 号）が成立し、特定廃熱ボイラーに係る製造時検査については、平成 16 年３月 31 日から
登録機関が実施することとされた。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー 
範囲：輸入等されたボイラー。ただし、以下のボイラーを除く。 
・ 小型ボイラー 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の適用を受けるもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第１号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
ボイラーを輸入等した者 
（根拠法令等名：規則第 12条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]都道府県労働局 
[指定検査機関等]社団法人日本ボイラ協会、社団法人ボイラ・クレーン安全協会 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

各都道府県労働局：47都道府県に各１ 
社団法人日本ボイラ協会：全国に 44検査事務所及び分室 
社団法人ボイラ・クレーン安全協会：全国に 20事務所及び分室 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 ボイラー構造規格（平成元年労働省告示第 65号） 
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６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
ボイラーを輸入等したとき 
（根拠法令等名：規則第 12条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 
労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
製造時等代行機関は独自に設定し、厚生労働大臣が認可している。 
■ 書面    ■実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
使用検査実施者 
（根拠法令等名：規則第 12条第 5項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ボイラーに刻印を押し、かつ、ボイラー明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付 

(7) 検査検定の有効期間 
１年（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては２年） 
（根拠法令等名：規則第 12条第１項第２号） 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                              （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 1,422 1,217 1,136 1,089 1,002 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 44,016 37,382 34,896 34,341 31,680 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、ボイラーの構造検査及び使用検査の合計である。 



検査検定制度 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-4：第一種圧力容器の構造検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12-4 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（第一種圧力容器の構造検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第１項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 51条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
製造時において第一種圧力容器は、構造上の要件を欠くと破裂等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるの
で、製造後の第一種圧力容器が構造規格に定められた安全要件を具備しているか確認するため、構造検査においては、設
計の審査、外観検査、水圧試験等を実施し、第一種圧力容器の爆発、破裂等による労働災害を防止する。 

(2) 制 度 の 概 要 

[制度の仕組み] 
第一種圧力容器を製造した者は、当該第一種圧力容器について所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 

[実施方法] 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、第一種圧力容器に刻印を押し、
第一種圧力容器明細書に構造検査済の印を押して申請者に交付する。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

検査検定方法の見直し 
 平成 12年３月 30日： 構造検査に合格してから１年以上設置されなかった第一種圧力容器を設置しようとするときは、 

使用検査を受検しなければならなかったが、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県
労働局長が認めたものについては、使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間を１年以
上から２年以上へ延長した（検査検定有効期間の見直し）。 

 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 

平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい
て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：第一種圧力容器 
範囲：製造された第一種圧力容器。ただし、以下の第一種圧力容器を除く。 
・ 小型圧力容器 
・ 船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）、ガス事業法（昭和 29年法律
第 51号）又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を受ける
もの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第２号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
第一種圧力容器を製造した者 
（根拠法令等名：規則第 51条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]都道府県労働局 
（根拠法令等名：法第 38条第１項。規則第 51条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47都道府県に各１ 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
第一種圧力容器を製造したとき 
（根拠法令等名：規則第 51条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
■ 書面    ■実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第 51条第４項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 第一種圧力容器に刻印を押し、かつ、第一種圧力容器明細書に構造検査済印を押して申請者に交付 

(7) 検査検定の有効期間 
１年（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては２年） 
（根拠法令等名：規則第 57条第１項第２号） 
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７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                              （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 5,887 5,461 4,632 4,893 4,964 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 100,602 95,087 78,112 85,985 88,821 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、第一種圧力容器の構造検査及び使用検査の合計である。 
 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
検査検定有効期間の見直しに係る制度改変の状況を調査対象としたが、今回の調査においては該当事例がなく、制度改変による影響の変化を把握

できなかったので、第一種圧力容器の構造検査に係るコストの状況を分析した。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① 第一種圧力容器製造業者 13事業者を調査対象とし、内容積 30立方メートル未満の第一種圧力容器を調査対象範囲として調査した結果をコス
ト分析した。 
② 調査対象期間中（平成９年度～13 年度）に構造検査の受検対象となっているもののうち、内容積２立方メートル未満のものが全体の約 73 パ
ーセントを占めている。 

 

区 分 
コスト発

生の有無
１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 10,300円 
調査対象とした事業者における最も件数の多い手数料額（平成 13 年度の
内容積 0.5立方メートル未満のもの。） 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

21,000円 
(8.9人時間) 

(内訳) 
事前相談 1.4人時間 

書類提出時の説明 0.2人時間
実地検査 7.3人時間 

 

③ 受検対応コ
スト 

旅 費 ○ 14,000円 
事前相談及び申請書類提出時 
県内移動旅費（7,000円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × －  
⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
19,000円 

（8.2人時間、83枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 × －  

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ 
11,000円 

（4.6人時間） 社内検査や構造検査に係る事前準備のコスト（６事業者から回答あり） 

⑩ 法定自主点検コスト × －  
⑪ 任意自主点検コスト × －  
⑫ インセンティブ適用コスト × －  
⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
75,300円 

（①、③、⑦及び⑨の合計）

⑨については、一部の事業者から回答があったものであるが、回答がなか
った事業者においてもコストを要している状況が予想されることから、これ
を含めて合計を算出している。 

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等］ 
 10道県の労働局を調査対象として、平成９年度から 13年度について、第一種圧力容器の構造検査の実施に係るコストの状況を分析した。 

 

区 分 
コスト発

生の有無
１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

10,000円 
(4.5人時間) 

（内訳） 
事前相談 0.8人時間 
書類審査 1.1人時間 
実地検査 2.6人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000円 県内移動旅費を使用 
② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  

③ 機器維持管理コスト ○ （270,000円） 
検査に用いる機器の購入費等（他の検査に使用するものを含む。）の年額
である。 

④ そ の 他 × －  

合 計 － 17,000円 
③については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でない
ので、合計には含めていない。 

 



検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-5：第一種圧力容器の溶接検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12-5 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（第一種圧力容器の溶接検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 38 条第１項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33
号。以下「規則」という。）第 53条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 第一種圧力容器の爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

[制度の仕組み] 
溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、当該第一種圧力容器について所轄都道府県労働局長の検査を受けな
ければならない。ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。 

[実施方法] 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、第一種圧力容器に刻印を押し、
かつ、第一種圧力容器明細書に溶接検査済印を押して申請者に交付する。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：第一種圧力容器 
範囲：溶接による第一種圧力容器。ただし、以下の第一種圧力容器を除く。 
・ 小型圧力容器 
・ 船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）、ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）
又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を受けるもの 
・ 圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第２号。規則第 53条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者 
（根拠法令等名：規則第 53条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 
(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]都道府県労働局 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47都道府県に各１ 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとするとき 
（根拠法令等名：規則第 53条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
■ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（□ 全個 □ 抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第 53条第３項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 第一種圧力容器に刻印を押し、かつ、第一種圧力容器溶接明細書に溶接検査済印を押して申請者に交付 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                              （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 4,449 4,207 3,598 3,534 3,723 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 178,445 172,232 145,941 145,491 156,873 
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検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-6：第一種圧力容器の使用検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12-6 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（第一種圧力容器の使用検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 38 条第１項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33
号。以下「規則」という。）第 57条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 第一種圧力容器の爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
次の者は、それぞれ当該第一種圧力容器について都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 
・ 第一種圧力容器を輸入した者 
・ 構造検査又は使用検査を受けた後１年以上（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認め
た第一種圧力容器については２年以上）設置されなかった第一種圧力容器を設置しようとする者 
・ 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、第一種圧力容器に刻印を押し、
かつ、第一種圧力容器明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付する。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月 1日 

( 4 )  制度改変の状況 
（平成 9～13年度） 

検査検定方法の見直し 
平成 12 年３月 30 日： 使用検査に合格してから１年以上設置されなかった第一種圧力容器を設置しようとするとき

は、再び使用検査を受検しなければならなかったが、設置しない期間の保管状況が良好である
と都道府県労働局長が認めたものについては、再び使用検査を受けなければ設置できなくなる
までの期間を１年以上から２年以上へ延長した（検査検定有効期間の見直し）。 

 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい 

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：第一種圧力容器 
範囲：輸入等された第一種圧力容器。ただし、以下の第一種圧力容器を除く。 
・ 小型圧力容器 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）、ガス事業法（昭和 29年法律第 51
号）又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を受けるもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第２号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 第一種圧力容器を輸入等した者 
（根拠法令等名：規則第 57条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 
(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]都道府県労働局 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 都道府県労働局：47都道府県に各１ 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 第一種圧力容器を輸入等したとき 
（根拠法令等名：規則第 57条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
■ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第 57条第５項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 第一種圧力容器に刻印を押し、かつ、第一種圧力容器明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付 

(7) 検査検定の有効期間 １年（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては２年） 
（根拠法令等名：規則第 57条第１項第２号） 

 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況  なし 
 
８ 検査検定の実績 （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 5,887 5,461 4,632 4,893 4,964 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 100,602 95,087 78,112 85,985 88,821 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、第一種圧力容器の構造検査及び使用検査の合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-7：移動式クレーンの製造検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12-7 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（移動式クレーンの製造検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 38条第１項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働省令第 34号。以下「規

則」という。）第 55条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 移動式クレーンの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
移動式クレーンを製造した者は、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、移動式クレーンに刻印を押し、
かつ、移動式クレーン明細書に構造検査済の印を押して申請者に交付する。また、移動式クレーン検査証を交付する。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 

 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月 1日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況
（平成 9～13年度） 

検査検定方法の見直し 
 平成 12年３月 30日： 移動式クレーン検査証の有効期間は、製造検査合格後に交付される検査証に記載されており、従

来は有効期間の延長は行われなかったが、移動式クレーンを設置する際の報告において、設置しな
い期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、製造検査後３年を超
えない範囲内で設置の日から２年を限度に延長できることとした（検査検定有効期間の見直し）。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：クレーン 
範囲：つり上げ荷重が３トン以上の製造された移動式クレーン 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第４号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
移動式クレーンを製造した者 
（根拠法令等名：規則第 55条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 
(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]都道府県労働局 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47都道府県に各１ 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 55条第２項、第３項及び第４項 
移動式クレーン構造規格（平成７年労働省告示第 135号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
移動式クレーンを製造したとき 
（根拠法令等名：規則第 55条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
■ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第 55条第６項及び第 59条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 
移動式クレーンに刻印を押し、かつ、移動式クレーン明細書に製造検査済の印を押して申請者に交付する。また、移動
式クレーン検査証を交付する。 

(7) 検査検定の有効期間 

２年 （製造検査の結果により２年未満。また、製造検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであって、その間
の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、製造検査の日から起算して３年を超えず、
かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して２年を超えない範囲で延長することができる。） 

（根拠法令等名：規則第 60条） 
 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                               （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 4,576 2,653 2,314 1,809 1,784 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 176,404 103,905 90,456 72,218 72,540 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、移動式クレーンの製造検査及び使用検査の合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-8：移動式クレーンの使用検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12-8 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（移動式クレーンの使用検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 38条第１項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働省令第 34号。以下「規
則」という。）第 57条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 移動式クレーンの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
次の者は、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 
・ 移動式クレーンを輸入した者 
・ 製造検査又は使用検査を受けた後設置しないで２年以上（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労
働局長が認めた移動式クレーンについては３年以上）経過した移動式クレーンを設置しようとする者 
・ 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、移動式クレーンに刻印を押し、
かつ、移動式クレーン明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付する。また、移動式クレーン検査証を交付する。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月 1日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

検査検定方法の見直し 
 平成 12年３月 30日： 移動式クレーン検査証の有効期間は、使用検査合格後に交付される検査証に記載されており、

従来は有効期間の延長は行われなかったが、移動式クレーンを設置する際の報告において、設置
しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、使用検査後３
年を超えない範囲内で設置の日から２年を限度に延長できることとした（検査検定有効期間の見
直し）。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：クレーン 
範囲：つり上げ荷重が３トン以上の輸入等された移動式クレーン 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第４号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 移動式クレーンを輸入等した者 
（根拠法令等名：規則第 57条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 
(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]都道府県労働局 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 都道府県労働局：47都道府県に各１ 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 規則第 57条第３項 
移動式クレーン構造規格（平成７年労働省告示第 135号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 移動式クレーンを輸入等したとき 
（根拠法令等名：規則第 57条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
■ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第 57条第６項及び第 59条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 移動式クレーンに刻印を押し、かつ、移動式クレーン明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付する。また、移動
式クレーン検査証を交付する。 

(7) 検査検定の有効期間 

２年 （使用検査の結果により 2年未満。また、使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであって、その間
の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、使用検査の日から起算して３年を超えず、
かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して２年を超えない範囲で延長することができる。） 

（根拠法令等名：規則第 60条） 
 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                               （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 4,576 2,653 2,314 1,809 1,784 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 176,404 103,905 90,456 72,218 72,540 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、移動式クレーンの製造検査及び使用検査の合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12  ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-9：ゴンドラの製造検査  

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12-9 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ゴンドラの製造検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 38条第１項。ゴンドラ安全規則（昭和 47年労働省令第 35号。以下「規

則」という。）第４条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省令労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 ゴンドラの倒壊、落下等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
ゴンドラを製造した者は、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、ゴンドラに刻印を押し、かつ、
ゴンドラ明細書に構造検査済の印を押して申請者に交付する。また、ゴンドラ検査証を交付する。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 44年 10月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

検査検定方法の見直し 
平成 12年３月 30日： ゴンドラ検査証の有効期間は、製造検査合格後に交付される検査証に記載されており、従来は

有効期間の延長は行われなかったが、ゴンドラを設置する際の届において、設置しない期間の保
管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、製造検査後２年を超えない範
囲内で設置の日から１年を限度に延長できることとした（検査検定有効期間の見直し）。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ゴンドラ 
範囲：製造されたゴンドラ 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第８号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
ゴンドラを製造した者 
（根拠法令等名：規則第 25条） 

 
４ 検査検定実施主体 
(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]都道府県労働局 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47都道府県に各１ 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第４条第２項及び第３項 
ゴンドラ構造規格（平成６年労働省告示第 26号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 ゴンドラを製造したとき 
（根拠法令等名：規則第４条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中    ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第４条第５項及び第８条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ゴンドラに刻印を押し、かつ、ゴンドラ明細書に製造検査済の印を押して申請者に交付する。また、ゴンドラ検査証を交付する。 

(7) 検査検定の有効期間 

１年 （製造検査の結果により１年未満。また、製造検査を受けた後設置されていないゴンドラであって、その間の保管
状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、製造検査の日から起算して２年を超えず、かつ、
当該ゴンドラを設置した日から起算して２年を超えない範囲で延長することができる。） 

（根拠法令等名：規則第９条） 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                               （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 732 581 549 612 742 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 15,714 12,477 11,549 13,810 16,776 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-10：ゴンドラの使用検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12-10 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ゴンドラの使用検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 38条第１項。ゴンドラ安全規則（昭和 47年労働省令第 35号。以下「規

則」という。）第６条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 ゴンドラの倒壊、落下等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
次の者は、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 
・ ゴンドラを輸入した者 
・ 製造検査又は使用検査を受けた後設置しないで１年以上（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労
働局長が認めたゴンドラについては２年以上）経過したゴンドラを設置しようとする者 
・ 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、ゴンドラに刻印を押し、かつ、
ゴンドラ明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付する。また、ゴンドラ検査証を交付する。 
 
〔フロー図〕 
 

 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 44年 10月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

検査検定方法の見直し 
平成 12年３月 30日： ゴンドラ検査証の有効期間は、使用検査合格後に交付される検査証に記載されており、従来は

有効期間の延長は行われなかったが、ゴンドラを設置する際の届において、設置しない期間の保
管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、使用検査後２年を超えない範
囲内で設置の日から１年を限度に延長できることとした（検査検定有効期間の見直し）。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ゴンドラ 
範囲：輸入等されたゴンドラ 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第８号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
ゴンドラを輸入等した者 
（根拠法令等名：規則第６条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 
(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]都道府県労働局 
(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 都道府県労働局：47  

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第６条第３項 
ゴンドラ構造規格（平成 6年労働省告示第 26号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
ゴンドラを輸入等したとき 
（根拠法令等名：規則第６条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
■ 書面    ■実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
都道府県労働局長 
（根拠法令等名：規則第６条第６項及び第８条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ゴンドラに刻印を押し、かつ、ゴンドラ明細書に使用検査済の印を押して申請者に交付する。また、ゴンドラ検査証を交付する。 

(7) 検査検定の有効期間 

１年 （使用検査の結果により１年未満。また、使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであって、その間の保管
状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、使用検査の日から起算して２年を超えず、かつ、
当該ゴンドラを設置した日から起算して２年を超えない範囲で延長することができる。） 

（根拠法令等名：規則第９条） 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                               （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 46 52 38 44 36 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 902 1,011 746 881 707 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-11：特定機械等の輸入に係る検査 
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１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－11 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（特定機械等の輸入に係る検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第２項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 認証手続における内外無差別を法制度的に確保すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
外国において特定機械等を製造した者は、輸入された当該特定機械等について、自ら都道府県労働局長又は製造時等
検査代行機関（特定廃熱ボイラーのみ。）の検査を受けることができる。 

 
［実施方法］ 
特定機械等の種類に応じて、当該特定機械等における使用検査として取り扱われる。 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 58年８月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

検査検定実施主体の見直し 
平成 12年３月 30日：製造時等検査代行機関の指定の基準から公益法人要件を廃止した。 

 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

平成 15 年７月２日： 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成 15 年法律第
102号）が成立し、特定廃熱ボイラーに係る製造時検査については、平成 16年３月 31日から登録機
関が実施することとされた。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラ 
範囲：外国において製造されたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラ 
（根拠法令等名：ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33号）第12条第２項及び第57条第２項。クレーン等安全

規則（昭和47年労働省令第34号）第57条第２項。ゴンドラ安全規則（昭和47年労働省令第35号）第６条第２項） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
外国においてボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン又はゴンドラを製造した者 
（根拠法令等名：法第 38条第２項。ボイラー及び圧力容器安全規則第 12条第２項及び第 57条第２項。クレーン等安

全規則第 57条第２項。ゴンドラ安全規則第６条第２項） 
 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]都道府県労働局 
[指定検査機関等]社団法人ボイラ・クレーン安全協会及び社団法人日本ボイラ協会 

（ただし、特定廃熱ボイラーに限る。） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

都道府県労働局：47  
社団法人ボイラ・クレーン安全協会：全国に 20事務所及び分室 
社団法人日本ボイラ協会：全国に 44検査事務所及び分室 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 特定機械等の種類に応じて、当該特定機械等に係る使用検査として取り扱われる。 

 
６ 検査検定方法等 
(1) 検査検定の実施時期 
(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

(3) 検査検定の受検手数料 

特定機械等の種類に応じて、当該特定機械等に係る使用検査として取り扱われる。 

□ 書面    □ 実地 
施設・設備 

□ 運転中   □ 運転停止 
特定機械等の種類に応じて、当該特定機械等に係る使用検査として取り扱われる。 

□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
(6) 合 格 付 与 方 法 
(7) 検査検定の有効期間 

特定機械等の種類に応じて、当該特定機械等に係る使用検査として取り扱われる。 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                           

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 

特定機械等の種類に応じて、当該特定機械等に係る使用検査して取り扱われ、また、輸入されたものか否かの区別はしていない。 

 



検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-12：ボイラーの落成検査  

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－12 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ボイラーの落成検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 14条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
設置時においてボイラーは、設置状況が適切でないと破裂等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるので、
ボイラーが事業場に設置された段階で、設置状況が適切であるか確認するため、落成検査においては、据付基礎、配管の
状況等について検査を実施し、ボイラーの爆発、破裂等による労働災害を防止する。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
ボイラーを設置した者は、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受け
なければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。 
・ ボイラー室 
・ ボイラー及びその配管の配置状況 
・ ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、ボイラー検査証を交付する。 

 
〔フロー図〕 

 
 
 
 
 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー 
範囲：設置されたボイラー。ただし、以下のボイラーを除く。 
・ 小型ボイラー 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の適用を受けるもの 
・ 所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第１号。規則第 14条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
ボイラーを設置した者 
（根拠法令等名：規則第 14条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 14条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署：47都道府県に計 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 18条、第 19条、第 20条、第 21条及び第 22条 
ボイラー構造規格（平成元年労働省告示第 65号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
ボイラーを設置したとき 
（根拠法令等名：規則第 14条１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面     ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中    ■ 運転停止 
□ 型式       □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 15条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ボイラー検査証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
１年 
（根拠法令等名：規則第 37条第１項） 
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７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                              （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 1,040 955 781 850 788 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 12,794 11,865 9,429 10,854 9,884 
 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 

 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① ボイラーを使用する 15事業者を調査対象とし、伝熱面積５平方メートルないし 200平方メートル未満のボイラーを調査対象範囲として調査し
た結果をコスト分析した。 
② 調査対象期間中（平成９年度～13 年度）に落成検査の受検対象となっているもののうち、伝熱面積５平方メートルないし 40 平方メートル未満
のものが全体の約 62パーセントを占めている。 

 

区 分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 13,200円 
調査対象とした事業者において最も件数の多い手数料額（平成 13 年度の伝熱
面積 100平方メートル未満の水管ボイラー） 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 
11,000円 

(実地検査 4.8人時間)
設置届の申請時に協議が行われており、受検に係る事前相談等は特段行われて

いない。 ③ 受検対応コ
スト 旅 費 ○ 7,000円 

申請書類提出 
県内移動旅費（7,000円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  

⑤ 運 搬 コ ス ト × －  

⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
3,000円 

（1.1人時間、1枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ － 
設置届を中心とした申請書類作成等を外部委託で実施している場合がある

（３事業者回答：93,000円）。 
⑨ 事 前 準 備 コ ス ト × － 設置届の提出にコストを要しているが、落成検査に要するものは特段ない。 
⑩ 法定自主点検コスト × －  

⑪ 任意自主点検コスト × －  

⑫ インセンティブ適用コスト × －  

⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
34,200円 

（①、③及び⑦の合計）

⑧については、一部の事業者からの回答であり事業者一般にコストを要してい
るか否かの判断ができないので、受検１件当たりのコストを算出するに当たっ
て、合計には含めていない。 

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等］ 
 10道県の労働基準監督署 13を調査対象として、平成 9年度から 13年度について、ボイラーの落成検査の実施に係るコストの状況を分析した。 

 

区 分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

6,000円 
(2.5人時間) 

（内訳） 
事前相談 0.7人時間 
実地検査 1.8人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000円 県内移動旅費を使用 
② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  
③ 機器維持管理コスト ○ （29,000円） 検査用機器の購入費等の年額である。 
④ そ の 他 × －  

合 計 － 13,000円 
③については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でないの
で、合計には含めていない。 



検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-13：ボイラーの変更検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－13 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ボイラーの変更検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和
47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 42条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
 改造したボイラーは、構造上の要件を欠くと破裂等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるので、主要な部
分や設備に変更を加えた後において、ボイラーが構造規格に定められた安全要件を具備しているか確認するため、変更検
査においては、外観検査、水圧試験等を実施し、ボイラーの爆発、破裂等による労働災害を防止する。 

（2）制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
  ボイラーについて次のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、当該ボイラーについて所轄労働基準監督
署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについ
ては、この限りではない。 
・ 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井版、管板、管寄せ又はステー 
・ 附属設備 
・ 燃焼装置 
・ 据付基礎 

［実施方法］ 
  申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、ボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査
結果について裏書を行う。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー・圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー 
範囲：主要な部分又は設備を変更したボイラー。ただし、以下のボイラーを除く。 
・ 小型ボイラー 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の適用を受けるもの 
・ 所轄労働基準監督署長が変更検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第１号。規則第 42条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 ボイラーの主要な部分又は設備に変更を加えた者 
（根拠法令等名：規則第 42条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体  

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 42条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 労働基準監督署: 343 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 ボイラー構造規格（平成元年労働省告示第 65号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 ボイラーの主要な部分又は設備に変更を加えたとき 
（根拠法令等名：規則第 42条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 43条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                             （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 110 102 90 107 98 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 1,501 1,353 1,239 1,541 1,385 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-14：ボイラーの使用再検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12－14 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（ボイラーの使用再開検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 46条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 ボイラーの爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、ボイラー検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

( 4 )  制度改変の状況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー・圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：ボイラー 
範囲：使用を休止したボイラーで、再び使用しようとするもの。ただし、以下のボイラーを除く。 
・ 小型ボイラー 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の適用を受けるもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第１号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者 
（根拠法令等名：規則第 46条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 46条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署: 47都道府県に計 343 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 ボイラー構造規格（平成元年労働省告示第 65号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
使用を休止したボイラーを再び使用しようとするとき 
（根拠法令等名：規則第 46条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施
方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 47条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 ボイラー検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 77 52 56 62 65 
(3) 手数料収入総額 2,586 1,589 1,660 1,954 2,326 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-15：第一種圧力容器の落成検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－15 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（第一種圧力容器の落成検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 59条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
設置時において第一種圧力容器は、設置状況が適切でないと破裂等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがある
ので、第一種圧力容器が事業場に設置された段階で、設置状況が適切であるか確認するため、落成検査においては、据付
基礎、配管の状況等について検査を実施し、第一種圧力容器の爆発、破裂等による労働災害を防止する。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
第一種圧力容器を設置した者は、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を
受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、
この限りでない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、第一種圧力容器検査証を交付する。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
  平成 15 年４月 30 日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー・圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：第一種圧力容器 
範囲：設置された第一種圧力容器が対象。ただし、以下の第一種圧力容器を除く。 
・ 小型圧力容器 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）、ガス事業法（昭和 29年法律第

51号）又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を受けるもの 
・ 所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第２号。規則第 59条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
第一種圧力容器を設置した者 
（根拠法令等名：規則第 59条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 59条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署：47都道府県に計 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 規則第 61条 
圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
第一種圧力容器を設置したとき 
（根拠法令等名：規則第 59条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 60条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 第一種圧力容器検査証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
１年 
（根拠法令等名：規則第 72条） 
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７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 
 
８ 検査検定の実績                                             （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 4,635 4,143 3,922 3,844 4,109 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 26,695 24,225 22,637 23,392 25,138 

 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
［調査対象とした受検者の状況等］ 
① 第一種圧力容器を使用する 15 事業者を調査対象とし、内容積 30 立方メートル未満の第一種圧力容器を調査対象範囲として調査した結果をコス
ト分析した。 
② 調査対象期間中（平成９年度～13 年度）に落成検査の受検対象となっているもののうち、内容積２立方メートル未満のものが全体の 60 パー
セントを占めている。 

 

区 分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 5,400円 
調査対象とした事業者において最も件数の多い手数料額（平成 13年度の内容積
５立方メートル未満の第一種圧力容器） 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 

13,000円 
（5.7人時間） 

（内訳） 
事前相談 0.8人時間 
実地検査 4.9人時間 

 

③ 受検対応
コスト 

旅 費 ○ 7,000円 
事前相談及び申請書類提出 
県内移動旅費（7,000円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × －  
⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
1,000円 

（0.6人時間、1枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ － 申請書類作成等を外部委託で実施している場合がある（１事業者回答：13万3,000円）。 
⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ － 受検のための足場仮設費用を要している場合がある（１事業者回答：12万円）。 
⑩ 法定自主点検コスト × －  
⑪ 任意自主点検コスト × －  
⑫ インセンティブ適用コスト × －  
⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
26,400円 

（①、③及び⑦の合計）

⑧、⑨については、一部の事業者からの回答であり事業者一般にコストを要し

ているか否かの判断ができないので、受検１件当たりのコストを算出するに当た

って、合計には含めていない。 
 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
［調査対象とした実施主体の状況等］ 
 10道県の労働基準監督署 14を調査対象として、平成９年度から 13年度について、第一種圧力容器の落成検査の実施に係るコストの状況を分析し
た。 

 

区 分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

6,000円 
(2.8人時間) 

（内訳） 
事前相談 0.9人時間 
実地検査 1.9人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000円 県内移動旅費を使用 
② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  
③ 機器維持管理コスト ○ （28,000円） 検査用機器の購入費等の年額である。 
④ そ の 他 × －  

合 計 － 13,000円 
③については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でないので、
合計には含めていない。 

 



検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-16：第一種圧力容器の変更検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12－16 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（第一種圧力容器の変更検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 77条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 第一種圧力容器の爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、ふた板又はステーに変更を加えた者は、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検
査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及
び検査結果について裏書を行う。 
 

〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 

(4) 制度改変の状況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 
平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい

て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：第一種圧力容器 
範囲：主要な部分を変更した第一種圧力容器。ただし、以下の第一種圧力容器を除く。 
・ 小型圧力容器 
・ 船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）、ガス事業法（昭和 29年法律
第 51号）又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を受ける
もの 
・ 所轄労働基準監督署長が変更検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第２号。規則第 77条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
第一種圧力容器の主要な部分に変更を加えた者 
（根拠法令等名：規則第 77条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 77条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 労働基準監督署:343 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
第一種圧力容器の主要な部分に変更を加えたとき 
（根拠法令等名：規則第 77条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 78条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 284 267 280 314 290 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 2,424 2,262 2,501 2,865 2,676 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-17：第一種圧力容器の使用再開検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12－17 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（第一種圧力容器の使用再開検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第 3項。ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和

47年労働省令第 33号。以下「規則」という。）第 81条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 第一種圧力容器の爆発、破裂等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の
検査を受けなければならない。 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果
について裏書を行う。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月 1日 

(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 
 
※ 平成 14年度以降の制度改変の状況 

平成 15年４月 30日： 仕様規定となっているボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用される基準につい
て、国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する際の安全確認の
迅速化による検査簡略化の観点も含め、性能規定化とした。 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：第一種圧力容器 
範囲：使用を休止した第一種圧力容器で、再び使用しようとするもの。ただし、以下の第一種圧力容器を除く。 
・ 小型圧力容器 
・ 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの 
・ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）、ガス事業法（昭和 29年法律
第 51号）又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を受ける
もの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第 2号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者 
（根拠法令等名：規則第 81条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 81条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 
名 称 ・ 法 令 等 名 圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとするとき 
（根拠法令等名：規則第 81条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 82条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 115 78 129 126 159 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 2,546 1,373 2,119 2,365 3,397 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-18：クレーンの落成検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－18 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（クレーンの落成検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働

省令第 34号。以下「規則」という。）第６条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 

(1) 制 度 の 目 的 
設置時においてクレーンは、構造上の要件を欠くと倒壊等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるので、

クレーンが事業場に設置された段階で、設置状況が適切であるか確認するため、落成検査においては、外観検査、荷重

試験等を実施し、クレーンの倒壊等による労働災害を防止する。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
クレーンを設置した者は、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、

所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、クレーン検査証を交付する。 

 
〔フロー図〕 
 

 
 

 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 

 
３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：クレーン 
範囲：つり上げ荷重が３トン以上（スタッカー式クレーンにあっては、１トン以上）の設置されたクレーン。ただし、以下のクレーンを除く。 
・ 所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第３号。規則第６条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
クレーンを設置した者 
（根拠法令等名：規則第６条） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第６条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署：343  

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第６条第２項、第３項及び第４項 
クレーン構造規格（平成７年労働省告示第 134号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
クレーンを設置したとき 
（根拠法令等名：規則第６条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第９条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 クレーン検査証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
２年（落成検査の結果により２年未満） 
（根拠法令等名：規則第 10条） 

 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 
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８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 
区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 

(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 6,043 4,878 4,170 4,185 4,437 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 194,974 159,355 139,791 145,886 153,993 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン及びデリックの合計である。 
 
９ 検査検定に要するコスト 
(1) コスト分析の対象とした制度改変の状況等 
制度改変は行われていない。 
 
(2) 検査検定受検者側が負担しているコスト 
[調査対象とした受検者の状況等］ 
① クレーンを使用する 14事業者を調査対象とし、つり上げ荷重３トンないし 20トン未満のクレーンを調査対象範囲として調査した結果をコス
ト分析した。 
② 調査対象期間中（平成 9年度～13年度）に落成検査の受検対象となっているもののうち、つり上げ荷重３トンないし５トン未満のものが全体の約
52パーセントを占めている。 

 

区 分 
コスト発生

の有無 
１件当たりコスト 説 明 

① 手 数 料 ○ 17,000円 
調査対象とした事業者において最も受検件数の多い手数料額（平成 13年度の
つり上げ荷重３トンないし５トン未満のもの。） 

② 手数料以外の納付金 × －  

人件費 ○ 
27,000円 

(実地検査 11.6人時間)
設置届の申請時に協議が行われており、受検に係る事前相談等は特段行われて
いない。 ③ 受検対応コ

スト 旅 費 ○ 7,000円 
申請書類提出 
県内移動旅費（7,000円）を使用 

④ 機 会 費 用 × －  
⑤ 運 搬 コ ス ト × －  
⑥ 保 管 コ ス ト × －  

⑦ 書 類 作 成 コ ス ト ○ 
3,000円 

（1.1人時間、１枚） 
 

⑧ 部 外 委 託 経 費 △ － 
受検前の荷重試験等の自主検査や受検の際の立会い等を外部委託している場
合がある（５事業者回答：14万 6,000円）。 

⑨ 事 前 準 備 コ ス ト △ 
24,000円 

（10.5人時間） 
受検前の稼働試験や荷重試験用ウエイトの準備等に要するコストを上げてい
る事業者が５事業者あった。 

⑩ 法定自主点検コスト × －  
⑪ 任意自主点検コスト × －  
⑫ インセンティブ適用コスト × －  
⑬ そ の 他 × －  

合 計 － 
78,000円 

（①、③、⑦及び⑨の合計）

⑧については、一部の事業者からの回答であり事業者一般にコストを要してい
るか否かの判断ができないので、受検１件当たりのコストを算出するに当たっ
て、合計には含めていない。 
⑨については、一部の事業者から回答があったものであるが、回答がなかった
事業者においてもコストを要している状況が予想されることから、これを含めて
合計を算出している。 

 
(3) 検査検定実施主体側が負担しているコスト 
[調査対象とした実施主体の状況等］ 
 ９道県の労働基準監督署 10を調査対象として、平成９年度から 13年度について、クレーンの落成検査の実施に係るコストの状況を分析した。 

 

区 分 
コスト発

生の有無
１件当たりコスト 説 明 

人件費 ○ 

7,000円 
(3.2人時間) 

（内訳） 
事前相談 0.7人時間 
実地検査 2.5人時間 

 

① 検査検定実
施コスト 

旅 費 ○ 7,000円 県内移動旅費を使用 
② 機 器 運 搬 コ ス ト × －  
③ 機器維持管理コスト ○ （29,000円） 検査用機器の購入費等の年額である。 
④ そ の 他 × －  

合 計 － 14,000円 
③については、受検１件当たりのコストの算出に含めることは適当でない
ので、合計には含めていない。 

 



検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-19：クレーンの変更検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12－19 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（クレーンの変更検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働

省令第 34号。以下「規則」という。）第 45条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 クレーンの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
設置されているクレーンのクレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分に変更を加えた者は、当該クレーンにつ
いて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がない
と認めたクレーンについては、この限りでない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査
結果について裏書を行う。 
 
〔フロー図〕 
 

 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 

なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：クレーン 
範囲：つり上げ荷重が３トン以上（スタッカー式クレーンにあっては、１トン以上）の主要な部分を変更したクレーン。ただし、以下のクレーンを除く。 
・ 所轄労働基準監督署長が変更検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第３号。規則第 45条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
設置されているクレーンの主要な部分に変更を加えた者 
（根拠法令等名：規則第 45条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 45条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 45条第２項 
クレーン構造規格（平成 7年労働省告示第 134号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
設置されているクレーンの主要な部分に変更を加えたとき 
（根拠法令等名：規則第 45条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（□ 全個 □ 抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 47条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 
 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 811 662 593 587 575 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 16,126 13,686 11,745 12,349 11,773 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン、移動式クレーン及びデリックの合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-20：クレーンの使用再開検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－20 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（クレーンの使用再開検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働

省令第 34号。以下「規則」という。）第 49条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 クレーンの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

[制度の仕組み］ 
使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 

[実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：クレーン 
範囲：つり上げ荷重が３トン以上（スタッカー式クレーンにあっては、1 トン以上）の使用を休止したクレーンのうち、
再び使用しようとするもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第３号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者 
（根拠法令等名：規則第 49条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 49条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 49条第２項 
クレーン構造規格（平成 7年労働省告示第 134号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
使用を休止したクレーンを再び使用しようとするとき 
（根拠法令等名：規則第 49条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 51条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 
 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 379 296 327 367 312 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 12,242 9,718 10,625 12,223 10,843 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン、移動式クレーン及びデリックの合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-21：移動式クレーンの変更検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12－21 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（移動式クレーンの変更検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働

省令第 34号。以下「規則」という。）第 86条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 移動式クレーンの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
設置されている移動式クレーンのジブその他の構造部分又は台車に変更を加えた者は、当該移動式クレーンについ
て、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと
認めた移動式クレーンについては、この限りでない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及
び検査結果について裏書を行う。 
 
〔フロー図〕 
 

 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：移動式クレーン 
範囲：つり上げ荷重が 3トン以上の主要な部分を変更した移動式クレーン。ただし、以下の移動式クレーンを除く。 
・ 所轄労働基準監督署長が変更検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第４号。規則第 86条第１項ただし書） 

(2) 検査検定受検者 
設置されている移動式クレーンの主要な部分に変更を加えた者 
（根拠法令等名：規則第 86条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 86条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 86条第２項 
移動式クレーン構造規格（平成 7年労働省告示第 135号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
設置されている移動式クレーンの主要な部分に変更を加えたとき 
（根拠法令等名：規則第 86条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 88条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
( 1 )  対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 811 662 593 587 575 
(3)  手数料収入総額 16,126 13,686 11,745 12,349 11,773 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン、移動式クレーン及びデリックの合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-22：移動式クレーンの使用再開検査 

１ 検査検定制度の名称 
(1) 整 理 番 号 厚労 12－22 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（移動式クレーンの使用再開検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働

省令第 34号。以下「規則」という。）第 90条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 移動式クレーンの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長
の検査を受けなければならない。 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果
について裏書を行う。 

 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：移動式クレーン 
範囲：つり上げ荷重が３トン以上の使用を休止した移動式クレーンのうち、再び使用しようとするもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第４号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者 
（根拠法令等名：規則第 90条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 90条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 90条第２項 
移動式クレーン構造規格（平成７年労働省告示第 135号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとするとき 
（根拠法令等名：規則第 90条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 92条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 379 296 327 367 312 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 12,242 9,718 10,625 12,223 10,843 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン、移動式クレーン及びデリックの合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-23：デリックの落成検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－23 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（デリックの落成検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 
労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働

省令第 34号。以下「規則」という。）第 97条第１項 
(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 

 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 デリックの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
デリックを設置した者は、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、
所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。 

［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、書面審査の後、実機における検査を行い、合格であれば、デリック検査証を交付する。 

 
〔フロー図〕 

 
 
 
 
 
 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：デリック 
範囲：つり上げ荷重が２トン以上の設置されたデリック。ただし、以下のデリックを除く。 
・ 所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第５号。規則第 97条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 
デリックを設置した者 
（根拠法令等名：規則第 97条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 
[国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 97条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 

労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 
規則第 97条第２項及び第３項 
デリック構造規格（昭和 37年労働省告示第 55号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 
デリックを設置したとき 
（根拠法令等名：規則第 97条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 

可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 
労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 99条第１項） 

(6) 合 格 付 与 方 法 デリック検査証の交付 

(7) 検査検定の有効期間 
２年（落成検査の結果により２年未満） 
（根拠法令等名：規則第 100条） 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績                                            （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
( 1 )  対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 6,043 4,878 4,170 4,185 4,437 
(3) 手数料収入総額 194,974 159,355 139,791 145,886 153,993 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン及びデリックの合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-24：デリックの変更検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－24 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（デリックの変更検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第 3項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働省
令第 34号。以下「規則」という。）第 130条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 デリックの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
設置されているデリックのマスト、ブーム、控えその他の構造部分又は基礎に変更を加えた者は、当該デリックにつ
いて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がない
と認めたデリックについては、この限りでない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、デリック検査証に検査期日、変更部分及び検査
結果について裏書を行う。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

 
(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制 度 改 変 の 状 況 
（平成 9～13年度） なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：デリック 
範囲：つり上げ荷重が２トン以上の主要な部分を変更したデリック。ただし、以下のデリックを除く。 
・ 所轄労働基準監督署長が変更検査の必要がないと認めたもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第５号。規則第 130条第１項ただし書） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 設置されているデリックの主要な部分に変更を加えた者 
（根拠法令等名：規則第 130条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 130条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 規則第 130条第２項 
デリック構造規格（昭和 37年労働省告示第 55号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 設置されているデリックの主要な部分に変更を加えたとき 
（根拠法令等名：規則第 130条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検査検
定の実施

方法 製品等 
□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 132条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 デリック検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

 
７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績 （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 811 662 593 587 575 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 16,126 13,686 11,745 12,349 11,773 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン、移動式クレーン及びデリックの合計である。 
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検査検定制度名等 厚労 12   ：特定機械等の検査 
検査検定関係許認可等事項名等 厚労 12-25：デリックの使用再開検査 

１ 検査検定制度の名称 

(1) 整 理 番 号 厚労 12－25 

(2) 制 度 名 特定機械等の検査（デリックの使用再開検査） 

(3) 根 拠 法 令 等 名 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 38条第３項。クレーン等安全規則（昭和 47年労働
省令第 34号。以下「規則」という。）第 134条第１項 

(4) 所管府省部局等名 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 
２ 検査検定制度の概要 
(1) 制 度 の 目 的 デリックの倒壊等による労働災害を防止すること。 

(2) 制 度 の 概 要 

［制度の仕組み］ 
使用を休止したデリックを再び使用しようとする者は、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受け
なければならない。 
［実施方法］ 
申請者から申請を受理し、実機における検査を行い、合格であれば、デリック検査証に検査期日及び検査結果につい
て裏書を行う。 
 
〔フロー図〕 
 
 
 
 
 

 

(3) 施 行 年 月 日 昭和 22年 11月１日 
(4) 制度改変の状況 
（平成 9～13年度） なし 
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３ 検査検定対象 

(1) 検査検定対象の名
称・範囲等 

名称：デリック 
範囲：つり上げ荷重が２トン以上の使用を休止したデリックのうち、再び使用しようとするもの 
（根拠法令等名：労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 12条第５号） 

(2) 検 査 検 定 受 検 者 使用を休止したデリックを再び使用しようとする者 
（根拠法令等名：規則第 134条第１項） 

 
４ 検査検定実施主体 

(1) 検査検定実施主体名 [国の機関]労働基準監督署 
（根拠法令等名：法第 38条第３項。規則第 134条第１項） 

(2) 検査検定実施主体の
所在地・窓口数等 労働基準監督署： 343 

 
５ 検査検定基準 

名 称 ・ 法 令 等 名 規則第 134条第２項 
デリック構造規格（昭和 37年労働省告示第 55号） 

 
６ 検査検定方法等 

(1) 検査検定の実施時期 使用を休止したデリックを再び使用しようとするとき 
（根拠法令等名：規則第 134条第１項） 

(2) 検査検定の受検の申
請書に係る電子化対応 可 

(3) 検査検定の受検手数料 労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47年政令第 345号）別表第１による。 
□ 書面    ■ 実地 

施設・設備 
□ 運転中   ■ 運転停止 
□ 型式      □ 個別（全個） □ 個別（抽出） 
□ 書面    □ 実地 

(4) 検 査
検 定 の

実 施 方

法 
製品等 

□ 検査場内  □ 現地 

(5) 合 格 付 与 権 者 労働基準監督署長 
（根拠法令等名：規則第 136条） 

(6) 合 格 付 与 方 法 デリック検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行う。 
(7) 検査検定の有効期間 なし 

７ インセンティブ制度 
インセンティブ制度の導入状況 なし 

 
８ 検査検定の実績 （単位：件、千円） 

区 分 平成 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 
(1) 対 象 事 業 者 数 不明 
(2) 検査検定実施件数 379 296 327 367 312 
(3) 手 数 料 収 入 総 額 12,242 9,718 10,625 12,223 10,843 
（注） 「検査検定実施件数」及び「手数料収入総額」については、クレーン、移動式クレーン及びデリックの合計である。 
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